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評価書様式 

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 独立行政法人自動車技術総合機構 

評価対象事業年

度 

年度評価 令和５年度（第２期） 

中期目標期間 令和３～７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通大臣 

 法人所管部局 物流・自動車局 担当課、責任者 技術・環境政策課長 猪股 博之 

 評価点検部局 政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 波々伯部 信彦 

主務大臣  

 法人所管部局  担当課、責任者  

 評価点検部局  担当課、責任者  

 

 

３．評価の実施に関する事項 

評価の実効性を確保するため実施した手続き等は以下のとおり。 

（１）外部有識者意見聴取（令和６年６月２５日実施） 

以下の外部有識者４名に意見聴取を実施。（敬称略、五十音順） 

井澤 浩昭  井澤公認会計士事務所 公認会計士 

伊東 敏夫  芝浦工業大学 SIT 総合研究所 特任研究員 

園  高明   園高明法律事務所 弁護士 

中野 公彦  東京大学生産技術研究所 教授 

（２）理事長・監事ヒアリング（令和６年６月２５日実施） 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

独立行政法人自動車技術総合機構は、「道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律」（平成 27 年法律第 44 号）により、平成 28 年４月１日に自動車検査法人と交通安全環境

研究所が統合し、設立された。 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ） 

Ａ：当該法人の業績向上努力により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が

得られていると認められる。 

（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況 

Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７年度 

Ｂ Ａ Ａ   

評定に至った理由 「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27 年 4 月 1 日国土交通省決定）の規定に基づき

重要度の高い項目を考慮した項目別評定の算術平均に最も近い評定が「Ａ評定」であること、また、下記事項を踏まえ「Ａ評定」とする。 

 

【項目別評定の算術平均】 

（Ｓ５点×１項目×２＋Ａ４点×８項目×２＋Ｂ３点×３項目×２＋Ａ４点×３項目＋Ｂ３点×２項目）÷（１７項目＋１２項目）≒３．７９ 

⇒算術平均に最も近い評定は「Ａ」評定である。 

※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い１２項目（項目別評定総括表、項目別評定調書参照）に

ついては、加重を２倍としている。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 項目別評定のとおり、評価項目全１７項目のうち１項目について「当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ

ている」、１１項目について「当該法人の業績向上努力により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られている」、５項目について「中期計画における所期の目標を

達成している」と認められる業務運営を行っており、安定的な経営が実現している。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

特に全体の評価に影響を与える事象はなかった。 

 

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題、改善事項 

該当なし 

その他改善事項 該当なし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

該当なし 

 

４．その他事項 

監事等からの意見 法人の自己評価について異論なし。 

その他特記事項 特になし 
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

 

 中期計画（中期目標） 年度評価 項目別 

調書№ 

備考 

  令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

  令和 3

年度 

令和 4

年度 

令和 5

年度 

令和 6

年度 

令和 7

年度 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する事項 

 自動車の審査業務 

型式認証における基準適合性審査等 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ｓ○ 

重 
  

Ⅰ.1.(1)①    一般管理費及び業務経費の効率化目標等、

調達の見直し、業務運営の情報化・電子化

の取組。要員配置の見直し、その他実施体

制の見直し、人事に関する計画 

Ｂ Ｂ Ｂ   

Ⅱ.1.(1) 

(2)(3) 

Ⅱ.2.(1) 

(2)(3) 

 

自動車の審査業務 

検査における基準適合性審査 

Ｂ○ 

重 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.1.(1)②   

自動車の登録確認調査業務 Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.1.(2)   Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

 財務運営の適正化、自己収入の拡大、保有

資産の見直し Ａ Ａ Ａ   

Ⅲ.(1) 

(2)(3) 

 

自動車のリコール技術検証業務 Ｂ○ 

重 

Ｂ○ 

重 

Ｂ○ 

重 
  

Ⅰ.1.(3)    

研究内容の重点化・成果目標の明確化 

自動車（安全関係） 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.2.(1)①   Ⅳ．短期借入金の限度額 － － －   Ⅳ  

Ⅴ.その他業務運営に関する重要事項 

研究内容の重点化・成果目標の明確化 

自動車（環境関係） 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.2.(1)①    自動車の設計から使用段階までの総合的な

対応、施設及び設備に関する計画、人材確

保、育成及び職員の意欲向上、広報の充実

強化を通じた国民理解の醸成、内部統制の

徹底、独立行政法人自動車技術総合機構法

（平成 11 年法律第 218 号）第 16 条第 1 項

に規定する積立金の使途 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ｂ○ 

重 
  

Ⅴ.(1) 

(2)(3) 

(4)(5) 

(6)  

研究内容の重点化・成果目標の明確化 

鉄道等 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.2.(1)①   

外部連携の強化・研究成果の発信、受託

研究等の獲得、知的財産権の活用と管理

適正化 

Ａ○ 

重 

Ｓ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.2.(1)②

③④ 

  

自動車の審査業務の高度化 

型式認証における基準適合性審査等 
Ｂ Ｂ Ａ   

Ⅰ.2.(2)①   Ⅵ．不要財産又は不要財産となることが

見込まれる財産の処分等に関する計画 
－ － －   

Ⅵ 
 

自動車の審査業務の高度化 

 検査における基準適合性審査 

Ｂ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ｂ○ 

重 
  

Ⅰ.2.(2)2   Ⅶ．重要な財産を譲渡し、又は担保にす

る計画 
－ － －   

Ⅶ 
 

自動車のリコール技術検証業務の高度化 Ｂ Ｂ Ｂ   Ⅰ.2.(3)   Ⅷ．剰余金の使途 － － －   Ⅷ  

自動車基準の国際調和への支援 Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.3.(1)  一定の事業等のまとまり 

 道路運送車両法に基づく執行業務等（保安

基準適合性の審査、登録に係る確認調査、

リコールに係る技術的検証等）（１．（１）

～（３）、２．（２）～（３）、４．） 

Ｂ Ａ Ａ   

  

鉄道システムの海外展開への支援 Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 

Ａ○ 

重 
  

Ⅰ.3.(2)   

その他国土交通行政への貢献 

盗難車両対策 

点検・整備促進への貢献等 

関係機関との情報共有の促進 

Ｂ Ａ Ａ   

Ⅰ.4.(1) 

(2)(3) 

 

  自動車及び鉄道等の研究業務等（２．

（１）、３．） Ａ Ａ Ａ   

  

※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 困難度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、令和 5年度の項目別評定調書の項目別調書 No.を記載。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．１．（１）① 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 

型式認証における基準適合性審査等 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199  

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回 ６回   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

自動運行装置に

係る基準適合性審

査並びに自動車メ

ーカーにおける自

動運転車等のプロ

グラムの適切な管

理及び確実な書換

えのための業務管

理システム等に関

する技術的審査を

はじめ、自動車が

市場に投入される

＜主な定量的指標＞ 

自動車認証審査部

外の専門家による研

修 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実行

できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車等の保安基準適合性の審査を的確

かつ効率的に実施した。 

（ア）業務実績 

自動車認証審査を的確かつ効率的に実施

し、基準に適合しない自動車が市場に出回る

ことを防止した。 

また、自動運行装置その他の装置に組み込

まれたプログラムの適切な管理及び確実な改

変並びにサイバーセキュリティを確保するた

めの能力を、自動車製作者等が有するかどう

かの審査を実施した。 

＜評定と根拠＞ 

 Ｓ 

自動車等の保安基準

適合性審査等を的確か

つ効果的に実施した。 

また、職員の技能向

上等のために、外部専

門家による研修を６回

実施 (達成率 200％ )

し、審査体制の強化を

行った。 

さらに、国土交通省

評定 Ｓ 

＜評定に至った理由＞ 

車両審査件数：1,724 型式、共通構造部型式審査件数：

243 型式、装置型式審査件数：678 型式、特定改造審査

件数：57 型式、特定改造等能力審査：４件の自動車認

証審査を的確かつ効果的に実施した。また、自動車認

証審査官等の業務の習熟度の向上及び業務に必要な知

識・技能を習得するための研修等を年間 36 回実施して

いることに加え、外部の専門家による研修を６回実施

（達成率：200％）して、職員の技能向上等による審査

体制の強化を行った。 

さらに、一部申請者による型式指定申請時において不正
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前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進すること。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（15

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ること。 

前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進します。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（15 

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ります。 

前に実施する型式

認証における基準

適合性審査等の的

確で効率的な実施

に向けた取組を推

進します。 

また、今後ます

ます進展する自動

車の高度な技術に

関する審査に確実

に対応するため、

従来の自動車認証

審査部内での研修

に加え、自動車認

証審査部外の専門

家による研修（３

回）を通じた職員

の技能向上等によ

る審査体制の強化

を図ります。 

さらに、一部申請者による型式指定申請時

において不正行為を行った事案に対し、国土

交通省とともに対象車種が基準に適合してい

るかどうかについての技術的な確認を行っ

た。具体的には、不正を行った全ての車種に

関して、立ち会い試験を実施し、試験施設や

試験手順等含め確認を行った。 

なお、令和５年度審査型式数及び不合格

件数は以下のとおり。 

➢ 車両審査件数：1,724 型式 

➢ 共通構造部型式審査件数：243 型式 

➢ 装置型式審査件数：678 型式 

➢ 特定改造審査件数：57 型式 

➢ 不合格(基準不適合自動車等)件数:０

件 

➢ 特定改造等能力審査：４件 

 

（イ）技術職員の育成、技術力の向上 

認証審査を的確かつ効率的に実施するこ

とを目的として、自動車認証審査官等の業

務の習熟度の向上及び業務に必要な知識・

技能を習得するための研修等を行ってい

る。 

令和５年度においては、新人職員を対象

とした初任研修について、習熟度の高い自

動車認証審査官を教育係として選任し、質

の高い教育を実施した。 

自動車認証審査官等の業務に求められる

役割・責任、それに必要となる知識、能力

等について再確認した上で、騒音、ブレー

キ、排出ガス等に関する研修を行い、的確

な審査の実施とともに認証審査官の専門性

の向上を図った。 

また、海外において認証審査実施可能な

基礎語学レベルを習得させることを目的と

した基礎的な英語研修を実施した。これら

認証審査官の専門性、語学力の向上を図る

ための研修をのべ 36 回実施、これに加え、

自動車認証審査部外の専門家による研修を

６回実施し、職員の技能向上等による審査

体制の強化を図った。 

からの依頼を受け、不

正行為が確認された車

種について基準適合性

の確認試験を迅速に実

施した。 

 以上の理由から、所

期の目標に対して量的

及び質的に顕著な成果

を達成しており、S 評

価と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

行為を行った事案に対し、自動車ユーザーが安全性等に

不安を抱える状況に鑑み、国土交通省より依頼を行った

対象車種が基準に適合しているかどうかについての技術

的な確認を迅速に実施し完了する必要があった。これを

受け、限られた審査体制の中、通常の審査業務に加え、

不正行為を行った現行生産中の車種（26車種）、及び生産

が終了している車種（７車種）に関し、令和６年１月～

３月までの間に立ち会い試験を迅速に実施し完了すると

ともに、試験施設や試験手順等含め確認を行った。この

ように、本事案に対する国の厳正な対応に寄与してお

り、質的に顕著な成果が得られていると認められる。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期

の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られたこ

と、また、定量的に 120％以上の成果があったと認めら

れることから「Ｓ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・型式指定申請の不正行為の事案について、当機構が短

期間に限られた人数のなか効率的に、行政とともに迅速

に対応しており、Ｓ評定は妥当と言える。 
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４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．１．（１）．② 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の審査業務 

検査における基準適合性審査 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

検査コース

閉鎖時間 

年間 

1,700 時間

以下 

－ 852時間 1613時間 

45分 

832時間 

55分 

  予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

重大事故の

発生にかか

る度数率 

年平均 

1.15以下 

－ 0.00 0.70 0.65   決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

街頭検査実

施台数 

年間 

110,000台 

－ 125,470台 129,659 台 137,776台   経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施する

こと。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施しま

す。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

自動車の使用段階に

おける基準適合性審査

（いわゆる車検時の審

査。以下「検査業務」

という。）を的確で厳

正かつ公正に実施しま

す。 

特に、これまでに発

生した、検査機器の判

＜主な定量的指標＞ 

 検査コース閉鎖時

間 

 重大事故の発生に

かかる度数率 

 街頭検査実施台数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車の使用段階における

基準適合性審査を的確で厳正

かつ公正に実施し、安全で環

境に優しい交通社会の実現に

貢献した。 

なお、令和５年度の検査業

務は以下のとおり。 

➢ 審査件数：7,008,734 台 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

自動車の使用

段階における基

準適合性審査を

的確で厳正かつ

公 正 に 実 施 し

た。 

また、検査業

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

自動車の使用段階における基準適合性審査を的確で厳正

かつ公正に実施した。また、検査業務の実施にあたり、

受検者の安全性・利便性の向上を図るため、重大な人身

事故について現地調査を実施するとともに事故分析を行

った。合わせて、受検者に起因する事故について、関係

団体の会報誌へ注意喚起の記事を掲載してもらうなどの

取組みにより検査場における重大な事故発生に係る度数
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定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、前中期目標期間中

に設置した検査業務適

正化推進本部（構成

員：理事長及び全理

事）の責任の下で、検

査業務の見直しや再発

防止策を継続的に推進

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、前中期計画期間中

に設置した検査業務適

正化推進本部（構成

員：理事長及び全理

事）の責任の下で、検

査業務の見直しや再発

防止策を継続的に推進

します。 

具体的には、以下の

取組みを行います。 

（ⅰ）不当要求、事故

等の防止や、検査業務

の適正化を図るため、

各事務所の管理職が適

切に管理業務を行える

よう、適正に職員を配

置し、事務所の管理職

業務のあり方を見直し

ます。また、排出ガス

検査等の既存の検査の

実施方法の見直しを検

討するなど、検査の効

率化に向けた取組みを

推進するとともに、検

査票への審査結果記入

の廃止、審査事務規程

の電子化等、検査関係

事務の効率化や、受検

者の利便性向上に資す

る新たなサービスの提

供に向けた検討も進め

ます。これらに伴い、

審査事務規程の改正が

必要な場合には、積極

的に改正を行います。

さらに、３次元計測装

置の計測手法の見直し

等、高度化システムの

定値が誤った設定のま

ま審査を実施する等の

不適切事案について

は、検査業務適正化推

進本部（構成員：理事

長及び全理事）の責任

の下で、検査業務の見

直しや再発防止策を継

続的に推進します。 

 

 

具体的には、以下の

取組を行います。 

（ⅰ）不当要求、事故

等の防止や、検査業務

の適正化を図るため、

各事務所の管理職が適

切に管理業務を行える

よう、事務所の管理職

業務のあり方を検討し

ます。また、排出ガス

検査等の既存の検査の

実施方法の見直しを検

討するなど、検査の効

率化に向けた取組を推

進するとともに、検査

票への審査結果記入の

廃止等、検査関係事務

の効率化や、受検者の

利便性向上に資する新

たなサービスの提供に

向けた検討も進めま

す。これらに伴い、審

査事務規程の改正が必

要な場合には、積極的

に改正を行います。さ

らに、３次元計測装置

の計測手法の見直し

等、高度化システムの

改良を検討します。 

 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

 新規検査：957,982 台 

 継続検査：5,124,285 台 

 構造変更：74,745 台 

 再検査  ：683,946 台 

 街頭検査：137,776 台 

➢ ユーザー車検件数： 

2,082,184 台 

（※審査件数の内数） 

 新規検査：250,552 台 

 継続検査：1,514,696 台 

 構造変更：5,974 台 

 再検査  ：310,962 台 

 

これまでに発生した不適切

事案については、引き続き、

検査業務適正化推進本部（本

部長：理事長）の責任の下、

再発防止に向けて取り組んで

いる。 

令和５年度においては当該

本部会合を１回開催し、これ

までに発生した検査機器の不

具合・設定不備による誤判定

事案や保安基準不適合の並行

輸入自動車を合格させたとし

て職員が逮捕された事案(以

下、神奈川事案)の再発防止対

策の実施状況の確認を行っ

た。 

その他、以下の取組みを行

った。 

（ⅰ）各事務所の管理職が適

切に管理職業務を行えるよ

う、非常勤職員の拡充を進め

検査業務の適正化を行った。 

検査の効率化及び受検者の利

便性向上に資する新たなサー

ビスの提供として令和４年度

に行った調査結果から届出書

類の電子申請への対応につい

務の実施にあた

り、受検者の安

全性・利便性の

向 上 を 図 る た

め、重大な人身

事故について現

地調査を実施す

るとともに事故

分析を行った。

合わせて、受検

者に起因する事

故について、関

係団体の会報誌

へ注意喚起の記

事を掲載しても

らうなどの取組

みにより検査場

における重大な

事故発生に係る

度 数 率 が 0.65

（目標の 43.4%以

下）となった。

長期のコース閉

鎖とならないよ

うに本部より機

器メーカーへ修

理を依頼すると

ともに他事務所

の予備機への交

換対応等を手配

す る こ と に よ

り、コース閉鎖

時間は832時間55

分（目標時間の

51.1%以下）とな

った。 

さらに、社会

的要請が高い街

頭検査への重点

化を図り、街頭

検査を 137,776台

率が 0.65（目標の 43.4%以下）となり、長期のコース閉

鎖を抑止するため本部より機器メーカーへ修理を依頼す

るとともに他事務所の予備機への交換対応等を手配する

ことにより、コース閉鎖時間は 832 時間 55 分（目標時

間の 51.1%以下）となった。 

さらに、社会的要請が高い街頭検査への重点化を図

り、街頭検査を 137,776 台(達成率 125%)に対して実施

した。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所

期の目標を上回る成果が得られていると認められるこ

とから「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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改良を検討します。 

（ⅱ）受検者による審

査への不当介入を排除

するため、警察当局と

の連携や顧問弁護士の

活用など、不当要求へ

の毅然とした対応を徹

底し、検査場における

秩序維持を図ります。 

また、並行輸入自動

車の審査については、

平成 30 年に新たに設

置した並行輸入自動車

専用審査棟の運用をは

じめ、前中期計画期間

中に策定した現車審査

の厳正な運用を引き続

き着実に実施するとと

もに、現車審査に先立

つ事前の書面審査につ

いてもより厳格に行う

ため、職員の専従化、

検査部管内の一元化、

電子化による効率化

等、最適な書面審査の

あり方を検討し、改善

を図ります。 

さらに、判定値事案

を受けての対策につい

て、検査機器の仕様の

統一化及び計画的な検

査機器の更新を進める

とともに、定期的な職

員研修等を実施しま

す。 

 

 

 

 

その他、内部監査等

により、これらの取組

 

（ⅱ）受検者による審

査への不当介入を排除

するため、警察当局と

の連携や顧問弁護士の

活用など、不当要求へ

の毅然とした対応を徹

底し、検査場における

秩序維持を図ります。 

また、並行輸入自動車

の審査については、平

成 30年に新たに設置し

た並行輸入自動車専用

審査棟の運用をはじ

め、前中期計画期間中

に策定した現車審査の

厳正な運用を引き続き

着実に実施するととも

に、現車審査に先立つ

事前の書面審査につい

てもより厳格に行うた

め、職員の専従化、検

査部管内の一元化、電

子化による効率化等、

最適な書面審査のあり

方を検討します。 

さらに、判定値事案

を受けての対策につい

て、令和２年度に新た

に導入した判定値の設

定に人が介在しない仕

様の検査機器の拡充を

図るなど、検査機器の

仕様の統一化及び計画

的な検査機器の更新を

進めるとともに、e-ラ

ーニングを活用した定

期的な職員研修等を実

施します。 

その他、内部監査等

により、これらの取組

て検討を進め、必要なシステ

ムの構築に着手した。 

また、検査の効率化に向け

た取組みとして、ネットワー

ク内に保存している基準判断

に係る資料を検査場にて閲覧

できるようにするためネット

ワーク環境を整備することに

より、検査関係事務のうち基

準の判断に係る作業の効率化

を図った。 

さらに、３次元計測装置の

側面カメラについて、より鮮

明な画像が取得できるカメラ

への更新を令和４年度から２

か年の計画で取り組み、全基

更新を完了した。併せて、３

次元計測装置で読み取るター

ゲットの素材の見直しを行

い、より正確に読み取れる物

へ改良した。 

（ⅱ）受検者による不当要求

に毅然と対応し厳正・公正な

審査が行えるよう、「不当要求

決意の日」を設定するととも

に、全国の地方検査部・事務

所（以下、「地方事務所等」と

いう。）において、通達に規定

されている特異事業者への対

応の流れを含めた緊急時対応

訓練を全ての地方事務所等に

おいて実施した。また、理事

長自らが各都道府県警察本部

及び地方事務所等の所管警察

署へ訪問し協力を要請してお

り、特に神奈川事務所におい

ては神奈川県警察本部及び神

奈川県警察本部都築署の協力

の下、より実戦的な訓練を行

った。 

(125%)に対して

実施した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き内部統制

のモニタリングを適切

に実施すること。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組むこと。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を年平均

99.6％以上とするた

め、故障を起因とする

コース閉鎖時間を年平

均 1,700 時間以下とす

ること。 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

全般を不断に点検する

とともに、全国事務所

に対する内部監査をよ

り効果的に行えるよ

う、検討します。 

加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き、内部統

制のモニタリングを適

切に実施します。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組みます。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を年平均

99.6％以上とするた

め、故障を起因とする

コース閉鎖時間を年平

均 1,700 時間以下とし

ます。 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

全般を不断に点検する

とともに、全国事務所

に対する内部監査をよ

り効果的に行えるよ

う、検討します。 

加えて、監事を補佐

する監事監査室におい

て、引き続き、内部統

制のモニタリングを適

切に実施します。 

また、審査事務規程

に則った検査業務が行

えるよう、必要な機

器・設備を整備すると

ともに、職員への研修

や、受検者へ検査業務

の理解を求める周知活

動等に取り組みます。 

これらの対策を推進

することによって、受

検者の利便性を確保し

つつ検査業務を的確で

厳正かつ公正に実施す

ることを目的として、

コース稼働率を 99.6％

以上とするため、故障

を起因とするコース閉

鎖時間を 1,700 時間以

下とします。 

 

検査業務の実施にあ

たっては、受検者の安

全性・利便性の向上も

重要であることから、

地方検査部及び地方事

務所（以下「地方検査

部等」という。）の専

門案内員を引き続き配

置するとともに、安全

作業マニュアルの見直

し等を実施し、これら

加えて、法律事務所とのア

ドバイザリー契約を締結し、

不適切事案の再発防止対策及

び不当要求への対応等の検査

場の秩序維持が適正に行われ

ているか確認、助言を受け

た。 

並行輸入自動車専用審査棟

の運用をはじめとした前中期

計画期間中に策定した現車審

査の厳正な運用については、

本部、関東検査部及び神奈川

事務所より構成されるチーム

を設置し、着実な実施の点

検、課題の確認・対応方策の

検討等を実施するとともに、

令和２年度に改正した並行輸

入自動車審査要領の施行に伴

い、事前の書面審査におい

て、適合性証明範囲の明確化

のため、技術基準等宣言書の

添付や技術基準等を証するラ

ベルなどの厳格な審査を実施

することにより、不正防止の

強化を図り、より一層的確で

厳正かつ公正な審査業務を行

った。加えて、並行輸入自動

車の現車審査に先立つ事前の

書面審査の電子化について検

討を行い、書面審査システム

の構築を進めた。 

その他、これまでに発生し

た検査機器の不具合及び設定

不備による誤判定事案の再発

を防止するため、検査機器の

判定値設定に人が介在しない

仕様の検査機器の導入を進め

るため、引続き老朽化の著し

いものを優先的に選定し更新

を行った。 
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対策を推進することに

よって、中期目標期間

中の重大な事故の発生

にかかる度数率を年平

均 1.15※以下とする

こと。 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100 

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は 1.81 であ

ることを踏まえ、平成

26 年度と同等の値と

することを目指すも

の。 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ること。また、これら

の取組にあたっては国

と連携して、車両番号

自動読取り技術と組み

合せて実施することを

検討すること。さら

に、通常の街頭検査に

加え、検査場構内や企

業における検査も実施

するなど実効性の向上

に努めること。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

対策を推進することに

よって、中期計画期間

中の重大な事故の発生

にかかる度数率を年平

均 1.15※以下としま

す。 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は 1.81 であ

ることを踏まえ、平成

26 年度と同等の値と

することを目指すも

の。 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ます。また、これらの

取組にあたっては国と

連携して、車両番号自

動読取り技術と組み合

せて実施することを検

討します。さらに、通

常の街頭検査に加え、

検査場構内や企業にお

ける検査も実施するな

ど実効性の向上に努め

ます。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

対策を推進することに

よって、令和５度期間

中の重大な事故の発生

にかかる度数率を 1.15

※以下とします。 

 

※厚生労働省がまと

める事業所規模が 100

名以上の特掲産業別労

働災害率のうち自動車

整備業の度数率が、平

成 26 年度は 1.15、令

和元年度は 1.81である

ことを踏まえ、平成 26

年度と同等の値とする

ことを目指すもの。 

 

社会的要請が高い街

頭検査への重点化を図

るため、街頭検査の実

施にあたっては、例え

ば、特に社会的要請が

高い排出ガス対策や騒

音対策について、遠隔

測定技術の活用に向け

た検討を進めるなど、

検査効果の向上に努め

ます。また、これらの

取組にあたっては国と

連携して、車両番号自

動読取り技術と組み合

せて実施することを検

討します。さらに、通

常の街頭検査に加え、

検査場構内や企業にお

ける検査も実施するな

ど実効性の向上に努め

ます。 

これらの取組みを通

じ、引き続き、保安基

準に適合しない車両を

また、従来の集合研修に加

え eラーニングを活用し、全て

の検査職員を対象とした再発

防止策の理解促進に努めると

ともに、検査機器の適正の確

保通達に基づく、地方事務所

における再発防止対策の実施

状況を地方検査部がチェック

し、さらに地方検査部の当該

チェック体制を本部がチェッ

クする「階層的チェック」を

引続き行うことで対策を推進

した。 

 

令和４年度に策定した内部

監査等のマニュアルを活用す

ることにより、これまで実施

側により差異があった実地で

の着眼点や判断基準を含めた

内部監査等の進め方につい

て、標準的な取扱いが可能と

なる効果が見られた。このよ

うな中、全国の地方事務所等

の 41 箇所に対して内部監査等

を実施した。 

また、監査等の実施結果を

他の地方事務所等へも展開す

ることにより、好事例の採り

入れ及び改善を要する事項の

自己点検を促すなど、同種事

案の発生を予防するための取

組みを推進した。 

 

検査コースにおいては稼働

率を年平均 99.6％以上とする

ため、使用年数が長く、故障

発生の可能性が高い検査機器

を優先し、27 基の更新を行っ

た。 

また、検査機器の適切な維

持管理のための日常的な管理
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排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、中期目標

期間中に 55 万台以上

の街頭検査を実施する

ことを目指すこと。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組む

こと。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進すること。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

図ること。 

排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、中期計画

期間中に 55 万台以上

の街頭検査を実施する

ことを目指します。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組み

ます。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進します。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

図ります。 

排除するとともに、点

検整備の必要性・重要

性を自動車ユーザー等

に広く周知することを

目的として、令和５度

期間中に 11万台以上の

街頭検査を実施するこ

とを目指します。 

さらに、国や関係機

関と連携し、不正改造

車対策のため、深夜に

おける街頭検査を実施

するなど抑止効果を高

める活動にも取り組み

ます。 

検査業務時の車両の

状態を画像等で取得す

る機器及び検査業務の

結果等について電子的

に記録・保存する高度

化施設を有効に活用す

ることにより、業務の

適正化と不正改造車対

策を推進します。 

また、検査機器の判

定値についても高度化

施設において一元管理

し、車両毎に適用され

る基準が異なる場合

や、基準改正があった

場合等に迅速かつ一律

に対応できるよう、高

度化施設の機能向上を

着実に進めます。 

として「自動車検査用機械器

具管理規程」に基づく点検を

確実に実施した。合わせて、

定期的な管理として、全国の

機器メーカーによる検査機器

の定期点検を本部にて一括で

契約を行い、機器メーカーに

対して、定期点検の確実な実

施及び故障時の迅速な対応等

の要請を行った。 

加えて、修理対応が一定期

間以上続く場合には、本部に

報告をすることとし、本部か

ら機器メーカーへ修理の依頼

を行うとともに地方事務所等

で保有している予備機への交

換対応等を手配した。 

これらの取組みにより、令

和５年度における故障を起因

とするコース閉鎖時間は 832時

間 55 分となり、稼働率につい

ては 99.8％となった。 

 

受検者の安全性・利便性の

維持、向上を図るため、引き

続き各事務所等に専門の案内

員を配置するとともに、事故

防止に係る以下の取組みを重

点的に実施した。 

➢ これまで実施してきた事

故防止に係る安全作業に

特化した研修について、

より多くの職員が受講で

きるように実施回数を増

やすなどの拡充を図っ

た。併せて、研修の内容

についても第三者からの

意見を求めるなどの見直

しを行った。 

➢ 定期的に事故防止啓発ポ

スターを地方事務所等に
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展開し、検査場内に掲示

を行うことで、受検者へ

の注意喚起を行った。 

➢ 受検者に起因する事故に

ついて、関係団体の会報

誌に事故防止に係る注意

喚起ポスターの掲載を依

頼し、受検者への更なる

注意喚起を実施した。 

➢ 事故防止のために令和４

年度に行った検討結果か

ら、安全作業マニュアル

がより理解しやすい物と

なるよう職員から広く意

見を求め大幅な見直しを

行った。 

これらの取組みにより、重

大事故の度数率は 0.65％とな

った。 

 

社会的要請が高い街頭検査

を、国土交通省及び各都道府

県警察等と協力し実施してい

る。令和５年度においては、

従来から行っている路上での

街頭検査に加え、車両番号自

動読取り技術を組み合わせて

効率的に実施した。そのほ

か、企業等を対象とした街頭

検査や不正改造車対策として

深夜における街頭検査を実施

した。加えて、各検査部にお

いて四半期単位の目標を設定

するとともに本部よりフォロ

ーアップを行うことで合計

137,776 台の車両について検査

を実施した。 

さらに、各自動車イベント

の開催に合わせ、公道走行で

きないような改造が施された

出展車両に対して不正改造等
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を増長する表示がされていな

いか啓発活動を実施した。 

 

検査で取得した画像は、国

土交通省が保有する自動車検

査情報システムに保存され、

検査において不正が疑われる

車両があった際は、当該シス

テムが保有する画像情報と照

合することで適正に検査業務

を行い不正改造車対策を行っ

た。 

検査機器の判定値について

は高度化施設において一元管

理し、基準改正があった場合

等に迅速かつ全国一律に対応

できるよう引き続き、新たな

検査機器の更新を実施した。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．１．（２） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車の登録確認調査業務 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 3号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

地方検査部

等によるブ

ロック研修 

年間 

10回以上 

－ 11回 13回 12回   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 前中期目標期

間において国土

交通省からの人

員移管が完了し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

前中期計画期

間において国土

交通省からの人

員移管が完了し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

前中期計画期

間において国土

交通省からの人

員移管が完了し

た、自動車の登

録申請事項に係

る事実確認をす

るために必要な

登録確認調査に

ついて、引き続

き国土交通省と

連携し、遅滞な

く、確実な実施

＜主な定量的指標＞ 

地方検査部等によ

るブロック研修。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

登録確認調査業務を的確かつ効

率的に実施するため、引き続き登

録確認調査員の業務に必要な知

識・技能を習得するための研修を

実施した。 

令和５年度においては、国土交

通省と連携し、自動車登録業務に

精通した自動車登録官等を講師と

して迎え、地方検査部等によるブ

ロック研修を合計 12回実施した。 

研修内容としては、登録確認調

査員の業務に求められる役割・責

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

登録確認調査業

務を的確かつ効率

的 に 遂 行 す る た

め、自動車登録業

務に精通した自動

車登録官等を講師

として迎え、地方

検査部等によるブ

ロック研修を合計

12 回 （ 達 成 率

120％）実施し登録

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

登録確認調査業務を的確かつ効率的に遂行するため、地方検査部等に

よるブロック研修を計画では年間 10 回以上実施するとされていると

ころ、12 回実施（達成率：120％）して目標を上回る達成となった。

また、自動車登録業務に精通した自動車登録官等を研修講師として活

用し、事前に登録確認調査員から寄せられた業務で直面した疑問点等

についてケーススタディを取り入れるなど、より実務に直結した研修

を行うことで、研修員の必要な知識・技能の習熟を効率的に行い、さ

らに、国土交通省と連携し、登録確認調査業務の経験を有する２年目

以降の登録確認調査員の中から希望者を募り、国土交通省が主催する

自動車登録官研修に参加することで、関係法令や登録制度に対する理

解を深めるとともに、民法や会社法等に関する知識を習得する機会を
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 に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 50 回以上実施

すること。 

に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 50 回以上実施

します。 

に向けた取組を

推進するため、

登録確認調査業

務の質の向上を

目的として、地

方検査部等によ

るブロック研修

を 10 回以上実施

します。 

 任、必要となる知識・技能につい

ての再確認、自動車登録制度の概

要、自動車登録業務の一連の流

れ、その他関連する法令等の基礎

的な内容についての習熟度の向上

を目的としたカリキュラムを実施

した。 

また、事前に登録確認調査員か

ら寄せられた実際の業務で直面し

た疑問点等についてのケーススタ

ディや研修員同士による意見交換

を実施し、登録確認調査業務の質

の向上を図った。 

その他、国土交通省と連携し、

登録確認調査業務の経験を有する

２年目以降の登録確認調査員の中

から希望者を募り、国土交通省が

主催する自動車登録官研修に参加

することで、関係法令や登録制度

に対する理解を深めるとともに、

民法や会社法等に関する知識を習

得する機会を設け、登録確認調査

業務のさらなる質の向上を図っ

た。 

確認調査員の業務

に必要な知識・技

能 の 習 熟 を 図 っ

た。 

以上の理由によ

り、所期の目標を

上回る成果が得ら

れており、Ａ評定

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

設け、登録確認調査業務のさらなる質の向上を行った。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期の目標を上回

る成果が得られていると認められることから「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．１．（３） 的確で厳正かつ公正な業務の実施 

自動車のリコール技術検証業務 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 2号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間

最終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

不具合情報の

分析 

年間 

5,000件 

－ 5,894件 5,665件 5,427件   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を 実 施 す る こ

と。この技術的

な検証に活用す

るため、国土交

通省からの依頼

リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を実施します。

この技術的な検

証に活用するた

め、国土交通省

からの依頼に応

リコールの迅

速かつ確実な実

施を図るため、

国土交通省と連

携の下、自動車

の不具合の原因

が設計又は製作

の過程にあるか

の技術的な検証

を実施します。

この技術的な検

証に活用するた

め、国土交通省

からの依頼に応

＜主な定量的指標＞ 

不具合情報等の分

析状況（モニタリン

グ指標） 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。体

制強化の進捗度合い

はどうか。 

 

＜主要な業務実績＞ 

リコール技術検証部では、車両の不具

合の発生原因が設計又は製作の過程にあ

るのかについて技術的な検証（以下、

「技術検証」という。）を国土交通省か

らの依頼によって行っている。その技術

検証業務の一環として、国土交通省が収

集した不具合情報について、それが設計

又は製作に係わる不具合であるかを分析

している。不具合情報が設計又は製作に

起因することが疑われる事案について技

術検証を行うとともに、自動車メーカー

が自主的に届け出たリコール届出内容の

技術的な妥当性についても技術検証を行

＜評定と根拠＞ 

 Ｂ 

業務実績のと

おり着実な実施

状況にあると認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 
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に応じて不具合

情報を確実に分

析 す る こ と と

し、25,000 件以

上の分析に努め

るとともに、国

土交通省からの

依頼に応じて排

出ガス不正制御

に係るサーベイ

ランス業務を実

施すること。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析を可能

とすることで体

制の強化を図る

こと。 

じて不具合情報

を確実に分析す

る こ と と し 、

25,000 件以上の

分析に努めると

ともに、国土交

通省からの依頼

に応じて排出ガ

ス不正制御に係

るサーベイラン

ス業務を実施し

ます。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析を可能

とすることで体

制の強化を図り

ます。 

じて不具合情報

を確実に分析す

る こ と と し 、

5,000件以上の分

析に努めるとと

もに、国土交通

省からの依頼に

応じて排出ガス

不正制御に係る

サーベイランス

業務を実施しま

す。 

また、電子制

御装置の普及に

よる自動運転技

術の進展、燃費

や排出ガス性能

の向上等、今後

も自動車技術の

著しい発展が見

込まれることか

ら、これらの高

度化・複雑化す

る自動車の新技

術の不具合に迅

速に対応するた

め、自動車機構

が保有する情報

の横断的・効率

的な分析に係る

取組みを引き続

き実施すること

で体制の強化を

図ります。 

うことにより、リコール制度が適切に機

能するように貢献することを目的として

いる。 

（ⅰ）効果的かつ効率的な技術検証の実

施 

国土交通省からの依頼により、不具合

の原因が設計又は製作の過程にあるの

か、また、リコールの届出に係る改善措

置の内容が適切であるのかについて技術

検証を行った。 

令和５年度においては、218 件の技術

検証を行い、リコールにつながった案件

は 21件、新たに技術検証を開始した案件

は 51件であった。 

 

（ⅱ） 不具合情報の分析 

国土交通省の依頼に基づき、5,427 件

について分析を行った。 

不具合情報の分析にあたっては、個々

の不具合情報の分析において、国土交通

省と連携して、必要に応じて国土交通省

に報告された過去の類似不具合情報件数

を把握し、設計又は製作に係わる不具合

が疑われる情報の発見に努めた。 

 

（ⅲ）排出ガスの不正制御に係るサ－ベ

イランスの実施 

平成 27年に発覚した米国におけるフォ

ルクスワーゲン社による不正ソフトの使

用事案を受け、平成 29 年４月、「排出ガ

ス不正事案を受けたディーゼル乗用車等

検査方法見直し検討会」の最終とりまと

めにおいて、サーベイランスの実施が提

言された。 

これを踏まえ、国土交通省から不正ソ

フト使用の有無の確認に係るサーベイラ

ンスを公正中立な第三者機関であるリコ

ール技術検証部において実施することを

依頼され、平成 29年度からサーベイラン

スに着手し、令和５年度においても国土

交通省からの依頼により３台の車両の排
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出ガス測定を行った。測定した排出ガス

量については、極端な乖離もなく良好な

数値であった。 

 

（ⅳ）高度化・複雑化する自動車の新技

術の不具合への対応 

令和３年度に構築した、リコールにつ

ながる可能性のある様々な情報を集約

し、効率的かつ効果的に検索を行うこと

ができる不具合情報横断検索システムに

ついて、令和５年度には運用状況を踏ま

えつつ改修を行った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（安全関係） 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785   

        経常利益（百万円） △129 7 66   

        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

        従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、近

年の自動車技術

等の急速な進展

に遅れをとるこ

となく、引き続

き、国が実施す

る関連行政施策

の立案や技術基

準の策定等に資

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

題の数。 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関連

行政施策の立案や技

＜主要な業務実績＞ 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化について 

交通安全環境研究所に設置された研究企画会議において、

研究業務に関する企画・管理及び総合調整を行い、研究課題

選定方針を下記（ア）及び（イ）の要件を満たす課題のみを

選定し、これに研究者のリソースを振り向け重点化すること

により、研究目的の指向性向上及び研究内容の質的向上を図

ることとした。 

また、選定された研究課題については、交通安全環境研究

所長が主催する課題群進捗検討会において、運営費交付金で

行う経常研究に限らず、受託研究や共同研究、競争的資金に

よる研究等を含め、交通安全環境研究所で実施する各分野の

研究課題を９つの研究課題群に集約し、課題群ごとに研究責

任者から研究の進捗度合いと今後の実行計画、将来展望、行

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和５年度計

画 の 「 自 動 車

（安全関係）」

にある３つの研

究 課 題 （ ７ 研

究）のうち、２

研究について目

標を超えた研究

成 果 が 得 ら れ

た。 

高齢ドライバ

の特性を踏まえ

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

令和５年度研究計画の「自動車（安全関

係）」にある３つの研究課題（７研究）につ

いて、計画通りに研究を進捗させ、そのうち

次の２研究は年度計画を超えて研究を進捗さ

せた。 

①高齢ドライバの特性を踏まえた新型車両安

全システムの評価方法に関する研究では、ペ

ダル踏み間違い事故の発生状況については駐

車場での後退時において高齢者による事故が

多く発生している傾向にあることが確認さ

れ、これらの場面で被害を軽減させる ACPE

等の運転支援技術の必要性を確認し、ACPEの
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する研究等を交

通安全環境研究

所において行う

ものとする。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

する研究等を交

通安全環境研究

所において行い

ます。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

する研究等を交

通安全環境研究

所において行い

ます。 

また、自動車

基準の国際調和

及び鉄道システ

ムの海外展開へ

の 支 援 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。具体的に

は、自動車、鉄道等

の安全の確保、環境

の保全及び燃料資源

の有効な利用の確保

に係る基準の策定等

に資するとされた調

査及び研究を実施し

ているか。 

政施策との関連などを確認し、進捗の管理を適切・確実に行

った。 

（ア）研究目的が下記のいずれかに該当すること。 

〇自動車及び鉄道等の陸上交通に係る国民の安全・安心の

確保及び環境の保全を図るため、国が実施する関連行政

施策の立案や技術基準の策定に資する研究 

〇自動車基準の国際調和及び鉄道システムの海外展開への

支援等のため、研究成果等を活用し、新たな試験方法等

の提案に必要なデータ取得等に資する研究 

（イ）研究分野が下記のいずれかに該当すること。 

【自動車（安全関係）】 

ⅰ．自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防安

全技術の効果評価 

ⅱ．交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安全

試験方法等の検討 

ⅲ．自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価 

【自動車（環境関係）】 

ⅳ．燃料電池自動車、電気自動車等の新技術搭載車の安全・

環境性能評価と OBD の活用による使用過程の車両性能情

報収集方法の検討 

ⅴ．実環境走行でのエネルギー消費効率・有害排出物質等の

信頼性・公平性を高めた評価 

ⅵ．走行実態に即した騒音の評価 

【鉄道等】 

ⅶ．新技術を用いた交通システムに対応する安全性評価 

ⅷ．列車の安全運行や施設の維持管理の省力化に資する技術

の評価 

ⅸ．新技術を含む公共交通の地域に応じた導入促進評価 

 

さらに上記の要件を満たした課題を下記の観点で評価を行

い、評価の低い課題については不採択（新規課題）又は中止

（継続課題）とした。 

 

【新規課題】 

① 交通安全環境研究所の役割の整理がなされ、各研究所の

使命と整合していること。 

② 研究成果による国の目標実現、施策への寄与度が高いこ

と。 

③ 社会的必要性や緊急性が高いこと。 

④ 令和５年度の研究計画策定基本方針に合致しているこ

と。 

た新型車両安全

システムの評価

方法に関する研

究では、電動車

両のシャシダイ

ナ モ 試 験 を 通

じ、ドライビン

グシュミレータ

の車両モデルに

使用する電動車

両のより詳細な

出力データを取

得し、今後のド

ライビングシュ

ミレータ実験で

の活用の目途を

立てた。 

ペダル踏み間

違い事故の発生

状況に係る調査

の結果、駐車場

での後退時にお

いて高齢者によ

る事故が多く発

生している傾向

にあることが確

認され、これら

の場面で被害を

軽減させる ACPE

等の運転支援技

術の必要性を確

認した。 

また、ACPE の

評価手法（試験

方法）について

実車を用いて検

証 を 行 っ た 結

果、クリープ走

行中にアクセル

ペダルを急踏み

した場合に AEBS

評価手法（試験方法）について、クリープ走

行中にアクセルペダルを急踏みした場合に

AEBS（衝突被害軽減ブレーキ）が作動する可

能性が確認されたことから、ACPE IWGに報告

を行った結果、年度計画を超えた成果とし

て、停車状態からアクセルペダルを急踏みす

る試験法が国連規則の正式提案に採用される

こととなった。 

②乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に関する

研究では、腰部が前方に移動した乗車姿勢で

は、衝突後、ラップベルトが腰部から外れシ

ョルダーベルトが首側に移動することによ

り、ダミーによる計測では評価できない課題

が確認されたことから、年度計画を超えた成

果として、シミュレーション解析による評価

にあたり、3Dスキャンによるシミュレーショ

ン用車両モデルの構築可能性等を確認するこ

とができた。 

その結果、７研究の研究計画について進捗度

に関する目標（10段階設定）のうち、２研究

についてそれぞれ１段階ずつ進捗を超える研

究成果（全体で 12 段階進捗）を得られたこ

とから、当初目標に比べ 120％の達成率とな

った。以上のことを踏まえ、機構の業績向上

努力により、所期の目標を上回る成果が得ら

れていると認められることから「Ａ」評定と

した。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・ペダル踏み間違いの研究については、基準

を先導しており、かなりの成果と思われる。 

・A 評定について異論はなかった。 
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げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等を実施するこ

と。 

【重要度：高】 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

に基づいて実施

します。 

 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

に基づいて実施

します。 

 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

⑤ 目標（マイルストーン）の設定が適切であること。 

⑥ コスト、研究者数、研究期間の記載された計画書、予算

計画書が適切であること。 

⑦ 先見性、独創性を備え、各研究所の基礎的な研究能力強

化に貢献するものであること。 

【継続課題】 

① 国との具体的な連携を実施していること。 

② これまでの研究成果が目標（マイルストーン）を達成し

ていること。 

③ 目標の設定が適切であること。 

④ 交通安全環境研究所の基礎的な研究能力強化に貢献して

きていること。 

⑤ コスト、研究者数、研究期間の記載された計画書、予算

計画書が適切であること。 

 

上記の評価によりポイントが高い提案課題について、国の

行政施策への貢献という目的指向性を更に高めるため、各技

術分野を担当する国の行政官も参加する「研究課題選定・評

価会議」を開催し、運営費交付金で行う研究課題（経常研

究）については、新規課題の採択可否の決定、継続課題の中

間評価、並びに研究計画の見直し等に関する審議を行った上

で、令和６年度の研究課題を決定した。特に、国からは研究

課題が国の交通安全・環境の諸施策と整合しているか、研究

成果が国土交通省の技術（技術基準の策定等）に有効に活用

できるかといった観点で評価を受けた。 

 

新規課題数： ７課題 

継続課題数： 14課題 

 

また、客観的な観点での研究評価を実施するため、各技術

分野を代表する外部の有識者で構成される研究評価委員会を

開催し、運営費交付金で行う各経常研究について、事前、中

間（研究期間が５年を超える課題の３年目に実施）、事後の

外部評価を実施した。特に研究の手法に関しては、学術的見

地での貴重なご意見を頂き、その後の研究に反映することが

できた。 

なお、各課題の評価結果については、交通安全環境研究所

のホームページにて公表し、その透明性を示した。 

 

評価対象となる新規研究テーマ（事前評価）：５課題 

評価対象となる継続研究テーマ（中間評価）：対象課題無し 

（衝突被害軽減

ブレーキ）が作

動する可能性が

確認された。 

以上の検証結

果について ACPE 

IWG に報告を行

ったところ、停

車状態からアク

セルペダルを急

踏みする試験法

が国連規則の正

式提案に採用さ

れることとなっ

た。 

乗車姿勢が乗

員傷害に及ぼす

影響に関する研

究では、腰部が

前方に移動した

乗車姿勢では、

衝突後、ラップ

ベルトが腰部か

ら外れショルダ

ーベルトが首側

に移動すること

により、①ショ

ルダーベルトが

ダミー胸部の中

央付近にない場

合は胸部たわみ

の計測ができな

い。②ショルダ

ーベルトによる

頚部圧迫の評価

ができない。と

いったダミー計

測における課題

が明らかとなっ

た。これらのダ

ミーによる計測
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は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

である。さらに

は、自動車基準

の国際調和及び

鉄道システムの

海外展開へ支援

を行っていくた

めにも、基準獲

得交渉において

科学的根拠や最

新技術に関する

知見は必要不可

欠である。 

【評価軸】 

● 国が実施

する関連行政施

策の立案や技術

基準の策定等に

反映するための

研究であるか。

具体的には、自

動車、鉄道等の

安 全 の 確 保 、 

環境の保全及び

燃料資源の有効

な利用の確保に

係る基準の策定

等に資するとさ

れた調査及び研

究であるか。 

● 行政ニー

ズを的確にとら

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

評価対象となる終了研究テーマ（事後評価）：５課題 

 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについては

以下のとおり。 

（１）自動運転車両の機能要件の検討・安全性評価及び予防

安全技術の効果評価（３課題） 

交通事故における死傷者数のさらなる低減を図るために

は、自動運転技術の発展は必要不可欠であり、また、その技

術の国際基準化が重要である。 

令和５年度には、自動運転車が規範とすべき注意深い人間

ドライバの運転を理解するため、裁判において予見可能性が

問われた交通事故の過失認定の流れを調査するとともに、注

意深いドライバの視線行動を解析する被験者実験を行った。

また、高齢者におけるペダル踏み間違い事故の発生状況を事

故統計分析により明らかにし、ペダル踏み間違い時加速抑制

装置の作動条件を検討した。さらに、路面の起伏が自動車用

灯火の眩しさに与えるに影響を調査するため、実車走行時の

市街地の道路勾配計測に基づくグレア発生のシミュレーショ

ン解析を実施した。 

これらの研究成果を国際基準化の議論に活用するための準

備を進めた。 

 

①習熟した注意深い人間ドライバの運転行動に基づく自動運

転車の安全性評価に関する研究 

習熟した注意深い人間ドライバの運転行動を社会的受容

性の面から明らかにすると共に、妥当性が確保された同運

転行動の評価方法を考案することを目的とした。 

交通事故裁判の判例に基づいて「予見可能性」が問われ

た交通事故の過失認定の流れを調査した。結果、予見可能

性が発生した時点で回避が不可能であった場合には過失は

問われないが、この予見可能性の発生は当事者の性質によ

って異なり、過失が問われる状況が変化する可能性がある

かを明らかにした。 

注意深いドライバの運転行動の特定を目指し、実路にお

いて運転時の視線移動を計測する被験者実験を実施した。

視線移動の行動分析の結果から、注意深いドライバとは、

変化する交通環境の中で発生しうる危険事象の発端を捉

え、その発端から危険事象の発生を想像できる能力が高い

ドライバである事例を確認した。 

ドライビングシミュレータを用いて習熟した注意深い人

間ドライバの運転行動を明らかにする被験者実験を行う場

では評価できな

い傷害への対応

として、シミュ

レーション解析

による評価にあ

たり、3D スキャ

ンによるシミュ

レーション用車

両モデルの構築

可能性等を確認

した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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えた研究テーマ

の設定後におい

ても、研究内容

の進捗を定期的

に内部で確認す

るのみならず、

外 部 有 識 者 等 

の参加する会議

においても確認

し、必要に応じ

て助言・方向性

の 修 正 を 行 う

等、研究開発の

成果の最大化に

資する取組が促

進 さ れ て い る

か。 

①研究内容の重

点化・成果目標

の明確化 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

合、被験者にメータの速度に見合った速度感を生起させる

ことが実験成立の前提条件となる。そこで、これを確実に

実現するために、速度感を生起する上で重要な要素となる

道路端に設置された障害物の空間周波数とドライバに生起

する速度感との関係を明らかにする被験者実験を実施し

た。結果、被験者が意図する速度の走行を、メータを見ず

実現するためには、道路端の障害物の空間周波数は高すぎ

ても低くすぎても難しく、最適な空間周波数が存在する可

能性が示唆された。また、シミュレータ酔いを生じ易い被

験者を事前に判定する簡易的な方法として、試験映像を視

聴中の重心動揺の変化から行う方法を考案した。 

自動運転車が行う車線変更制御に対する注意深いドライ

バとの同等性を、VR技術を用いて後方車両のドライバの

視点から直接評価する VR環境車とそれを用いた評価法を

考案した。また、これらを用いて被験者実験を実施した結

果、後方車両に減速が強いられた段階でその自動運転車が

行う車線変更は注意深いドライバのものとは判定されない

場合が多いことが確認された。これにより、注意深いドラ

イバを想定して自動運転車の車線変更タイミングを決定す

る場合は、そもそも後方車両に減速を強いることを想定す

ること自体ができない可能性があることが明らかになっ

た。 

本研究の成果として、判例分析の結果、過失が問われる

条件が明確になり、その背反として注意深いドライバに求

められる最低の運転条件を明確にすることができた。ま

た、注意深いドライバの運転行動分析をドライビングシミ

ュレータで行う場合、運転中に正しい速度感を生起させる

ために求められる道路端の障害物の設置方法に関する指針

を得ることができた。そのほか、自動運転車の車両制御に

対して注意深いドライバが行う運転行動との同等性を、VR

技術を用いて実車の加減速を体感しながら直接評価するこ

とを可能にする環境と評価法を構築できた。 

 

②高齢ドライバの特性を踏まえた新型車両安全システムの評

価方法に関する研究 

高齢ドライバにおける新型車両システム導入が安全性に

与える影響の評価方法を提案することを目的とした。 

交通事故データベースを用いて高齢ドライバのペダル踏

み間違い事故の特徴を分析し、高齢者は若年者に比べ、駐

車場や後退時の事故発生割合が高く、対歩行者の死亡重傷

事故が多いことなどを確認した。これらの分析結果を踏ま
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 えつつ、交通事故低減に必要な車両安全システムの評価手

法を検討した。さらに、これらの分析結果に基づき、ドラ

イビングシミュレータによりペダル踏み間違い事故の発生

要因を調査する実験の準備を進めた。 

本研究の成果として、研究成果に基づき、４件の研究所

外向けの発表（うち査読付き論文１件）を行った。 

 

③加齢等による眩惑が運転視界に及ぼす影響の解析と新しい

自動車用灯火器による改善方法に関する研究 

自動車事故は夜間の視認性が低下する状況で数多く発生

する。また対向車や後続車両の前照灯により生じる眩惑

（グレア）により歩行者等の発見が遅れ、重大な事故につ

ながる可能性がある。夜間の視認性低下やグレアは特に高

齢者において起こりやすい。これらの問題を技術的に解決

するため、高齢者の運転視界を解析し、前照灯による視認

性向上とグレア低減の方法を研究し、夜間事故を防止する

ための対策基準を検討することが必要である。 

路面の起伏等が自動車用灯火の眩しさ等にどのように影

響するのか調査するため、実車による市街地走行を実施

し、道路勾配計測を行った。また、その結果に基づくグレ

ア発生のシミュレーション解析を実施した結果、以下のこ

とが明らかになった。 

１）平坦路では一部の車間距離条件で許容限界を超えるグ

レアが一時的に発生し、起伏の多い道路では、多くの条

件で許容限界を超えるグレアが持続的に発生する。 

２）平坦路では光軸の水平を維持するダイナミックオート

レベリングにより許容限界を超えるグレア発生確率はゼ

ロとなるが、起伏の多い道路で下り坂が続くケースで

は、ダイナミックオートレベリングにより、むしろグレ

アが起こりやすくなり、許容限界を超えるグレア発生確

率は増える。 

本研究の成果として、研究成果に基づき、６件の研究所

外向けの発表（うち査読付き論文 1件）を行った。 

 

（２）交通事故実態に即し、予防安全技術を考慮した衝突安

全試験方法等の検討（２課題） 

衝突事故における乗員の保護は、シートベルトやエアバッ

グなどの拘束装置によって行われる。これらの装置は乗員の

初期姿勢により効果に差が生じることが知られており、特に

シートベルトでは、ラップベルトが骨盤の腸骨部から外れる

とベルトが腹部に侵入し重篤な傷害をもたらすため、これを
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防止することは乗員保護における大きな課題である。一方で

近年では、自動運転車両の普及が進みつつあり、運転者を含

む車両乗員の乗車姿勢は多様になると予想される。そこで、

④の乗車姿勢と衝突時の乗員障害に及ぼす影響に関する研究

を実施する。また、車両の安全基準が未整備な自転車乗員に

ついて、⑤の自転車乗員の衝突被害について調査を実施す

る。 

 

④乗車姿勢が乗員傷害に及ぼす影響に関する研究 

乗車姿勢が乗員の傷害に及ぼす影響について、乗員のリ

ラックス姿勢の一つとして、「腰部を前方に移動させて着

座する姿勢」について調査する。 

小柄乗員では、プリテンショナ作動時にショルダーベル

トが首側に移動した。これは、肩ベルトの車体側アンカー

部の位置が適切でないにもかかわらず調整機構がないため

と考えられる。 

また、衝突後一定時間が経過すると、ラップベルトが骨

盤から外れる現象が生じた。このとき、ショルダーベルト

は首元と脇の下で上体を保持したが、ダミーの傷害は、ダ

ミー内センサから得た傷害値で評価するため、ショルダー

ベルトがダミー胸部の中央付近にない場合は、胸部たわみ

が計測できない。さらに頚部荷重とモーメントはシートベ

ルトによる頚部圧迫を評価できない。 

今回の実験により、乗車姿勢が傷害に及ぼす影響におい

て、現状のダミーを用いた評価の方法では、挙動を含めた

定性的な評価は可能であるが、傷害値比較による定量的な

評価は困難であるこという課題が得られた。 

本研究の成果として得られた知見は、法規や JNCAPにお

ける衝突試験法改定作業において行政当局に提言するため

に活用する予定である。 

 

⑤自転車乗員の衝突被害軽減に関する研究 

自転車事故における衝突速度の影響について、低速度衝

突の場合について実車衝突試験により調査する。 

令和５年度は、死亡重傷率の高い、自転車が追突された

場合の傷害発生メカニズムについて、実験により検討を行

った。実験では、成人男性ダミー、子供（６歳児）ダミー

を用いた。自転車は車両の左端（頭部がガラス面に衝突す

る位置）に静止状態で配置した。また、自転車乗員のダミ

ーの頭頂部までの高さは、歩行者と同じになるように姿勢

を調整した。車両の衝突速度は、40km/hで走行中の車が
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同方向に 15km/hで走行中の自転車に対して追突すること

を想定して、40 km/h - 15 km/h =25km/h とした。 

成人男性ダミーによる実験では、ダミー頭部は後頭部が

ガラス面に衝突した。その後、ダミーは前方に飛翔し路面

に腰部から接触しその後に頭部が落下した。子供（６歳

児）ダミーを用いた実験では、ダミー頭部は後頭部がボン

ネット前端に衝突した。その後、ダミーは押し倒されるよ

うに前方に飛翔し路面には膝から接触しその後に頭部（顔

面）が落下した。いずれの実験においても、過去に実施し

た側面衝突に比べて傷害値が大きいとはいえなかった。 

本研究の成果として得られた知見は、法規や JNCAPにお

ける衝突試験法改定作業において行政当局に提言するため

に活用する予定である。 

  

（３）自動運転に関する電子制御装置の安全性・信頼性評価

（２課題） 

自動運転技術の普及に伴い、高度化する車両制御に係る情

報の適切な管理が必要となってきている。自動運転車に搭載

されるセンサ類の認識性能について、試験方法及び試験条件

を検討する。 

 

⑥センサの認識性能に関する試験法の検討 

自動運転車に搭載が想定されるカメラセンサ及びレーダ

センサの性能評価を行う上で不可欠となる降雨環境の再現

を目指し、人工降雨装置の課題点の調査を行った。結果、

カメラセンサにおいてはフロントガラスに付着する雨滴の

再現が重要であること、またレーダセンサにおいては、空

間減衰の再現、特に前方 120ｍ付近での空間減衰の再現が

物体検出に顕著に影響してくることを確認した。 

本研究の成果として、カメラセンサ及びレーダセンサの

降雨環境における性能評価において、降雨状況を再現する

上で人工降雨装置が再現すべき重要な要素を明らかにする

ことができた。またこれらに関し、自動車技術会春季大会

及び精密工学会秋季大会にてそれぞれに１編（合計２編）

ずつ発表した。 

 

⑦自動車における電磁両立性に関する調査 

自動運転技術の急速な進展は電子制御技術の高度化によ

り成り立っているといっても過言ではない。その電子制御

技術の安全性・信頼性を確保するためには電磁両立性問題

を避けて通ることはできない。このため、各国・地域にお
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いて自動車の電磁両立性に関する基準・規格を強化する動

きが顕著であり、国際連合欧州経済委員会自動車基準調和

世界フォーラム（WP29）においても自動車の電磁両立性

（EMC）基準である国連規則第 10 号（UNR10）の改正審議

が頻繁に実施されている。そこで、UNR10や UNR10から引

用されている規格の改正動向を長期にわたり調査するとと

もに必要に応じてデータを蓄積して提案するための検討を

行うことを目的とした。 

UNR10の改正対応については、UNR10 0７シリーズ改正

に向けて定期的に IWG-EMCが開催されており、動向調査を

実施するとともに必要な対応行っている。その結果、各国

間でほぼ合意がとれ、令和６年４月の GRE本会議に改正案

が上程されて審議される予定である。UNR10関連規格の動

向調査については、自動車技術会 CISPR分科会に参画し、

UNR10から引用されている規格の動向情報を入手するとと

もに、CISPR分科会における自動車 EMCに関する審議に参

加した。また、UNR10の部品イミュニティ試験法間の相関

性に関する調査では、令和４年度までに試作した、相関性

を評価するときの「ものさし」となる誤作動しやすい模擬

ECUによる測定について、より効率的に測定ができるよう

に測定方法を見直した。具体的には、ワイヤーハーネスに

誘起された高周波電流やワイヤーハーネスに注入された高

周波電流により模擬 ECUのコネクタ端子間に発生する高周

波電圧を接続による影響なしに測定できるＶセンサを導入

し、プログラムによる自動計測を実施するものである。今

年度はＶセンサによる自動計測ができるように測定設備を

構築するとともに試験的に測定を実施した結果、効率よく

自動計測できることが分かった。 

本研究の成果として、試験的測定の結果、ALSE法と BCI

法とで測定結果が異なる可能性があり、また、BCI法の場

合、注入位置によっても測定結果が異なる可能性があるこ

とが示唆されたため、引き続き令和６年度以降において詳

細な測定を実施する予定である。 

 

４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 自動車（環境関係） 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785   

        経常利益（百万円） △129 7 66   

        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

        従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 

（再掲） 

中期計画 

（再掲） 

年度計画 

（再掲） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 

 

 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行うものと

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

題の数。 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関連

＜主要な業務実績＞ 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについて

は以下のとおり。 

（４）燃料電池自動車、電気自動車等の新技術搭載車の安

全・環境性能評価と OBD 活用による使用過程の車両

性能情報収集方法の検討（２課題） 

車載バッテリの安全性評価に関して、セルケースの変

形等の影響を再現するためにクランプ拘束を施したバッ

テリの充放電試験、つづく熱暴走試験を行った。熱暴走

試験では、熱暴走を発生するまでの投与エネルギー量の

算出が容易なレーザ照射法を使用して行った。（レーザ照

射法は、UNR-100 の改訂時に熱連鎖試験の代替イニシエ

ーション方法として採用される予定である。）また、電動

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和５年度計画

の「自動車（環境

関係）」にある３つ

の研究課題（６研

究）のうち、２研

究について目標を

超えた研究成果が

得られた。 

カーボンフリー

燃料の活用による

内燃機関搭載車の

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

令和５年度研究計画の「自動車（環境関係）」

にある３つの研究課題（６研究）について、

計画通り研究を進捗させ、そのうち次の２研

究は年度計画を超えて研究を進捗させた。 

①カーボンフリー燃料の活用による内燃機関

搭載車の環境負荷低減に関する研究では、混

焼させる場合においても、合成燃料のみの場

合と比較可能な WLTCによる評価について検討

を行い、年度計画を超えた成果として、本研

究に関連した学会発表等を６件行い、WP.29

傘下の会議において、合成燃料の製造プロセ
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する。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 

【重要度：高】 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 

【重要度：高】 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

更に、今後急

速な進展が見込

まれる自動車技

術の電子化に対

行政施策の立案や技

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。具体的に

は、自動車、鉄道等

の安全の確保、環境

の保全及び燃料資源

の有効な利用の確保

に係る基準の策定等

に資するとされた調

査及び研究を実施し

ているか。 

車の車両性能に影響を与えることが想定されるバッテリ

SOH（State of Health)について推定する手法について調

査を行った。主要な７つの手法に関して、汎用性や測定

時間など技術的な整理を行った。 

 

⑧カーボンニュートラルに向けた使用過程を含む電動車

の安全・環境性能評価手法に関する研究（劣化したバ

ッテリを対象とした安全性の低下度合いを定量的に評

価する方法についての検討） 

本研究では、セルケースの締め付けがバッテリの安

全性に与える影響について調査を行う。 

バッテリを 10 Nm の締め付けトルクでクランプ拘束

したセルを充放電し、容量低下と安全性低下につい

て、クランプ拘束しないセルと比較した。セルを拘束

すると拘束しない場合に比べて、少ないサイクル数で

容量低下することが示された。また、レーザ照射によ

る熱暴走試験では、拘束したセルは、拘束しないセル

の場合に比べて、４割少ない投与エネルギーで熱暴走

が発生し、安全性が低下していることが示された。 

本研究の成果として、国土交通省に対して、調査し

たバッテリの安全性低下について情報提供を行った。 

 

⑨カーボンニュートラルに向けた使用過程を含む電動車

の安全・環境性能評価手法に関する研究（電気自動車

を対象とした、使用過程における車両性能の変化を把

握するための手法の調査） 

本研究では、電動車の車両性能のひとつである SOH

推定する手法について調査を行う。 

EV の環境性能の一つである一充電航続距離に大きな

影響を与えるバッテリの SOH に関して、交流インピー

ダンスをはじめとする７種類の推定手法について調査

し、汎用性、コスト、測定時間等含めてその特徴を整

理した。車両から CAN通じて取得できる SOH情報は『②

SOC2 点間容量測定法』を用いて推定されていると考え

られた。これ以外の手法で、第３者が SOH を評価する

には、『⑥充電曲線解析法』を活用する方法が考えられ

た。 

本研究の成果として、国土交通省に対して、調査し

たバッテリの SOH 推定手法について情報提供を行っ

た。 

 

環境負荷低減に関

する研究では、合

成燃料のみを用い

る場合は、従来の

化石燃料と同様に

WLTC による評価が

可能であることか

ら、カーボンフリ

ー燃料と混焼させ

る 場 合 に お い て

も、合成燃料のみ

の場合と比較可能

な WLTC による評価

について検討を行

った。また、混焼

試験の実施に向け

た試験環境整備の

一環として、外部

からカーボンフリ

ー燃料の供給量を

制御し、供給量に

応じてエンジンの

合成燃料噴射量の

制御及び排出ガス

浄化装置における

触媒への影響を評

価するため、同装

置の前後で排出ガ

ス計測を行えるよ

うに試験車両の改

造を行い、試運転

においてアイドリ

ング状態での水素

の混焼が可能であ

る こ と を 確 認 し

た。 

これらの本研究

に関連した学会発

表 等 を ６ 件 行 っ

た。 

加 え て 、

スでの GHG排出量の評価方法について議論を

先導した。 

②電動車を適切に評価するための台上試験の

高精度化に向けた、評価装置の技術要件や車

速モード等の試験条件の検討の研究では、充

放電装置による電池容量の劣化測定の妥当性

を確認し、劣化測定において必要な技術的要

件をとりまとめ、年度計画を超えた成果とし

て WP.29 傘下の電気自動車と環境に関する会

合において、充放電装置による電池容量劣化

の測定方法を提案し、評価手法の一つとして

採用された。 

その結果、６研究の研究計画の進捗度に関す

る目標（7段階設定）のうち、２研究につい

てそれぞれ１段階ずつ進捗を超える研究成果

（全体で 9 段階進捗）を得られたことから、

当初目標に比べ 129％の達成率となった。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力に

より、所期の目標を上回る成果が得られてい

ると認められることから「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

交渉において科

学的根拠や最新

応するため、自

動車検査の更な

る高度化、既存

の検査の効率化

等に資する調査

等 を 実 施 し ま

す。 

 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づく

研究内容の重点

化・成果目標の

明確化を行うた

め 、 具 体 的 に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

（５）実環境走行でのエネルギー消費効率・有害排出物質

等の信頼性・公平性を高めた評価（２課題） 

今後、電気自動車（EV）及び燃料電池自動車（FCV）の

普及が見込まれる。これら電動モータ駆動車特有の減速

時エネルギー回生やワンペダル運転等の新技術の導入

で、より一層の省エネ効果が期待できる。これまでは、

内燃機関のみを搭載する車両を主として、各種試験法が

作成されてきたが、今後は、電動モータ駆動車のエネル

ギー消費量が最適となる運転評価パターンや走行環境条

件を考慮することが望まれる。そこで、電動駆動車走行

時の実環境走行時のエネルギー消費効率を調査し、消費

率の変動影響因子を検討した。さらに、電動車を適切に

評価するための台上試験の高精度化に向け、評価装置の

技術要件等を検討した。一方で既存車両を含めた内燃機

関搭載車における環境負荷低減の方策として合成燃料や

カーボンフリー燃料の活用がある。それらを用いた際の

環境負荷低減効果の評価手法についても検討した。 

 

⑩カーボンフリー燃料の活用による内燃機関搭載車の環

境負荷低減に関する研究 

合成燃料を利用する場合、また水素やアンモニアな

どのカーボンフリー燃料を利用する場合、テールパイ

プでのエミッションを元に環境負荷を検討するのでは

なく、燃料の製造工程でのエネルギー削減なども含め

て評価する必要がある。そのため、本研究では内燃機

関搭載車の環境負荷低減の可能性を製造から使用まで

含めて検討することを目的とする。 

令和５年度は、水素アンモニアなどのカーボンフリ

ー燃料を合成燃料と併用するために、既存車両のエン

ジンの改造を行った。まず燃料供給及びエンジン制御

方法の検討を実施した。具体的には a ガソリンエンジ

ンベースとするかディーゼルエンジンベースとする

か、b 後処理装置、c 燃料供給系やタンク等の配置とい

った検討課題に取り組んだ。なお b の後処理装置への

影響については、燃料を変更した際の既存の後処理装

置への影響は避けられないことから、まずはどの程度

影響があるのか検討するために後処理装置の手前にも

排出ガスを計測するためのサンプリングポートを設け

た。これらを含めた車両改造を行い、試運転にてアイ

ドリング状態で水素の混焼が可能なことを確認した。

その他、合成燃料の入手や製造工程について調査し、

WP.29/GRPE 傘下の

A-LCA 会議におい

て、合成燃料の製

造プロセスでの GHG

排出量の評価方法

について議論を先

導した。 

電動車を適切に

評価するための台

上試験の高精度化

に向けた、評価装

置の技術要件や車

速モード等の試験

条件の検討の研究

では、充放電装置

による電池容量の

劣化測定の妥当性

を確認した。 

過放電保護制御

や過度な電池温度

上昇を伴わない供

給電力の設定等、

充放電装置による

電池容量の劣化測

定において必要な

技術的要件をとり

まとめた。 

WP.29 傘下の電気

自動車と環境に関

す る 会 合 （ EVE-

IWG）において、充

放電装置による電

池容量劣化の測定

方法を提案したと

ころ、評価手法の

一 つ と し て 採 用

（ 文 章 化 ） さ れ

た。 

以上の理由によ

り、所期の目標を

上回る成果が得ら
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交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

①研究内容の重

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCAでの評価手法について検討した。また、東北大学と

の共同研究にてアンモニア利用時の燃料噴射系の検討

を行った。 

本研究の成果として、合成燃料利用やアンモニアの

利用における、カーボンニュートラル成立の要件、実

車影響、アンモニア利用時の燃料噴射系に関する検討

をそれぞれまとめ、学会発表３件、話題提供等３件に

つなげた。 

 

⑪先行車自動追従運転機能搭載車の運転時におけるエネ

ルギー消費効率の調査検討 

エネルギー消費効率の変動影響要因について、先行

車自動追従運転の運転操作性に着目した。そこで、先

行車自動追従運転機能によるその効果の実車評価を行

う必要があるため、その評価手法を検討した。 

シャシダイナモを用いて先行車自動追従運転機能搭

載車の燃費や排出ガスを評価することは困難である。

そこで、先行車自動追従運転機能搭載車の評価手法を

検討した。評価手法としては、先行車に運転ロボット

（過去の経常研究にて構築）を搭載し、基準車速

（WLTC など）を正確に運転させる。その後ろから制御

機能を働かせた追従車を走行させる。この追従車に排

出ガス計測装置（PEMS）を搭載することで、追従制御

機能時の排出ガス等の取得を可能とする手法を考案し

た。 

実際に、テストコース（周回路）にてトライアル実

験を行った。その結果、追従車の二酸化炭素排出率が

従来の単独走行時に比べ 8.5%悪化する結果を取得し

た。主には運転パターンの影響（追従に伴う加減速挙

動の差異）が要因として挙げられる。 

本研究の成果として、先行車自動追従運転機能搭載

車の評価に考案した手法が有効であることを確認し

た。また、本データを整理し、令和６年度開催の学会

発表原稿にまとめた。 

 

⑫電動車を適切に評価するための台上試験の高精度化に

向けた、評価装置の技術要件や車速モード等の試験条

件の検討 

電気自動車に関して、実走行の条件を適切に反映し

て電池容量等の性能を評価するための検討を行う。具

体的には、実車と充放電装置の双方で同様な充放電パ

れており、Ａ評定

と認められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 



    33 

 

点化・成果目標

の明確化 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

的有用性等につ

い て 評 価 を 行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ターンを再現するための要件の検討を行う。また、台

上走行試験での実走行相当の走行風再現に関する要件

も検討する。最新の電動車両は、車載機器の廃熱を回

収し有効活用する熱マネジメントを行うことで、一充

電航続距離を稼ぐ技術を搭載している。そのため、車

両が実路走行時に受ける走行風をシャシダイナモ設備

上で正確に再現できるよう、シャシダイナモ設備を改

造し評価を行い、その技術要件を検討した。 

充放電システムによる電池容量劣化測定法の技術的

検証を行うため、実車（電気トラック）によるシャシ

ダイ試験と充放電試験装置を用いた試験とでそれぞれ

の累積放電電力量を取得し、その差異を検証した。検

証結果は、国連における国際基準調和の会合で報告さ

れた。 

また走行風については、車速比例ファンと試験車両

前面の短距離間にて、これまでに得た知見「車両中央

の風を弱く、車両両端の風を強くする」を具現化する

ために、ファンの口を改造した。 

シミュレーションから得られた形状を基に実機（フ

ァン改造版）を作成し、車両形状の異なる供試車両３

台を用いて走行風の再現状況を確認した。台上試験結

果から、実路走行とファン改造版のシャシダイ走行時

に、いずれの計測個所においても、風速の傾向がほぼ

重なることを確認した。また、その傾向は車種によら

ず一致することが確認できており、台上において実路

走行風の再現を可能とした。また、ファン改造版の採

用に対して改善できる試験条件を検討した（車両両端

に風が拡がるため、タイヤ用の強制冷却ファンは不要

となる等）。 

本研究の成果として、充放電システムによる電池容

量劣化測定法について国連における国際基準調和の会

合（EVE-IWG）にて、本手法を日本案として提案し、評

価手法の一つとして採用（文章化）された。また、走

行風再現については車速比例ファンの口の改造時に取

得した知見（要件）を基に特許を出願した（共同研究

先である株明電舎との共同出願）。 

 

（６）走行実態に即した騒音の評価（１課題） 

騒音の街頭検査の効率化のため、走行騒音から、街頭

検査の試験法である近接排気騒音試験が規制値を超過す

るか、判定することが可能なモデルの作成を行う。ここ
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い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。さらに、交

通安全環境研究

所長が主催する

課題群進捗検討

会を課題群ごと

に毎年開催し、

各研究テーマの

進捗確認と関連

研究分野の連携

可能性等を検討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

で は 、 カ メ ラ 画 像 か ら 車 種 を AI （ Artificial 

Intelligence）により判定し、マイクロホンアレイにて

測定した騒音から、AI により違法/適法の判定を行う。

そのため、AI 作成のための学習データの取得、マイクロ

ホンアレイによる信号処理技術の検討、公道での検証試

験等を実施する。 

 

⑬街頭検査にあわせた不正改造車の騒音データ取得及び

高精度化の検討 

交通安全環境研究所では、走行騒音から、街頭検査

の試験法である近接排気騒音試験が規制値を超過する

か、判定することが可能なモデルの作成を行った。し

かし、測定された騒音は判定対象の車両騒音のみであ

ることが前提条件であり、他の車両が存在する場合

は、判定モデルを適用することができない。そこで本

研究では、マイクロホンアレイを用いた信号処理技術

を用いて交通流中の個々の車両音源を分離することに

より、交通流中の個々の車両について、違法/適法を判

定可能なアルゴリズムを構築することを目的とする。 

これまでに作成した AI による判定モデルの精度を検

証すべく、街頭検査とあわせた騒音測定を２件実施し

た。うち１件については、交通安全環境研究所 HP で広

報されたほか、協力を得た県警等の HP においても広報

された。また、四輪車４台（うち違法車２台）につい

て、テストコース上で５日間程度の学習データの測定

を行った。得られたデータを用いて再学習を行った。

その結果、四輪車について、学習段階において90%程度

の精度を有する判定モデルを作成し、令和４年度より

も精度向上を行うことが出来た。 

本研究の成果として、過去に実施した研究結果を取

りまとめ、海外発表２件、国内発表２件を行った。ま

た、過去に出願した欧州特許１件について、特許査定

を受けた。そのほか、街頭検査にあわせた測定につい

ては、交通安全環境研究所 HP上で公表された。 

 

４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（１）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

①研究内容の重点化・成果目標の明確化 

 鉄道等 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：高 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ③ 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

        予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

        経常費用（百万円） 1,663 1,763 1,785   

        経常利益（百万円） △129 7 66   

        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

        従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 

（再掲） 

中期計画 

（再掲） 

年度計画 

（再掲） 

主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行うものと

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る国民の安

全・安心の確保

及び環境の保全

を図るため、国

が実施する関連

行政施策の立案

や技術基準の策

定等に資する研

究等を交通安全

環境研究所にお

いて行います。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

別紙１で定めた研

究計画に対し、所期

の目標を達成してい

るか。また、目標を

超過して達成した課

題の数。 

 

＜評価の視点＞ 

国が実施する関連

＜主要な業務実績＞ 

〇年度計画の各研究分野における具体的な取組みについては以

下のとおり。 

（７）新技術を用いた交通システムに対応する安全性評価（１

課題） 

近年我が国では、無線式列車制御システム

（Communications-Based TrainControl：CBTC）等をはじめ

とした新しい列車制御システムの導入や一般的な路線を対象

とした自動運転の導入に向けた検討が進められており、国内

でのリスク分析や安全性評価の重要性が増している。これま

で、主に海外展開向けの信号システムに関する安全性評価手

法及び信頼性評価手法について整理してきた知見を踏まえ、

引き続き国内外の動向を踏まえた評価手法の研究に取り組

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

令和５年度計

画の「鉄道等」

にある３つの研

究課題（８研

究）のうち、３

研究について目

標を超えた研究

成果が得られ

た。 

車両動揺に基

づく軌道状態の

評定 Ａ 

令和５年度研究計画の「鉄道等」にある３つ

の研究課題（８研究）について、計画通りに

研究を進捗させ、そのうち次の３研究は年度

計画を超えて研究を進捗させた。 

①車両動揺に基づく軌道状態の新たな評価法

に関する研究では車両動揺と軌道の通り変位

について、一定の相関関係があることが確認

でき、年度計画を超えた成果として、車両動

揺（上下振動加速度）に基づく軌道変位（高

低変位）の経時変化を把握する手法を作成

し、併せて、地方運輸局主催の鉄軌道事業者

が一堂に会する場で発表を行った。また、画
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する。 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

うものとする。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

計画期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進するものとす

る。 

 また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、評

価 に 当 た っ て

は、下記に掲げ

る評価軸及び①

から④までに掲

げる指標等に基

づいて実施する

ものとする。 

【重要度：高】 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 

【重要度：高】 

 

また、我が国

自動車及び鉄道

等の技術の国際

標 準 化 等 の た

め、研究成果等

を活用し、新た

な試験方法等の

提案に必要なデ

ータ取得等も行

います。 

これらの研究

等を進めるにあ

たっては、中期

目標期間におけ

る研究開発の成

果の最大化その

他の研究業務の

質 の 向 上 の た

め、的確な研究

マネジメント体

制を整備すると

ともに、以下の

①から④までに

掲げる取組を推

進します。 

 

また、研究業

務に係る評価に

ついては、研究

業務全体を一定

の事業等のまと

まりと捉え、自

己評価に当たっ

ては、中期目標

に定められた評

価軸及び指標等

に基づいて実施

します。 

 

 

行政施策の立案や技

術基準の策定等に反

映するための研究で

あるか。 

具体的には、自動

車、鉄道等の安全の

確保、環境の保全及

び燃料資源の有効な

利用の確保に係る基

準の策定等に資する

とされた調査及び研

究を実施している

か。 

み、新しい列車制御システム等に対応できる安全性評価手法

の深度化を図る。 

 

⑭新たな列車制御システムを用いた交通システムの安全性評

価に関する研究 

新しい列車制御システムに対応した安全性評価を行うた

め、国内の技術基準及び国際規格を踏まえ、自動運転に向

けた列車制御システムの評価手法を検討することを目的と

した。 

令和４年度に引き続き、自動運転の評価基準に活用可能

なデータの収集のため、列車運行安全性評価シミュレータ

を用いた運転士の実態把握試験を実施した。これにより、

運転士が運転中にどのような視線の動きで安全を確認して

いるかを把握した。 

また、自動運転に向けた列車制御システムに対応可能な

安全性評価手法素案の提案につなげるため、一例として車

上カメラ・センサ類の評価基準につなげる考え方を整理し

た。ISO12100(JIS B 9700)の段階的安全方策の考え方を参

考に整理をした結果、信号機等の確認を目的としない、人

の立入りの検知に使用する車上カメラ・センサ類は、緊

急・非常停止押しボタンと同様に、「付加保護方策」に分

類されるため、「本質安全対策」や「安全防護対策」が十

分行われている場合には、必ずしも車上カメラ・センサ類

の故障時安全性が高い必要はないと考えられる。一方で、

「本質安全対策」や「安全防護対策」が十分行われていな

い場合には、車上カメラ・センサ類の活用には課題がある

と整理した。以上により、鉄道における自動運転の安全性

評価手法の素案として、運転業務を踏まえて評価範囲の確

定する方法、及び各装置の安全対策としての位置づけを整

理する方法を提案した。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を国内シンポジ

ウムに２件、国内学会に２件、及び交通安全環境研究所フ

ォーラム 2023に２件(ポスター)発表した。また、査読付

き論文１編を電気学会へ提出した。 

 

（８）列車の安全運行や施設の維持管理の省力化に資する技術

の評価（５課題） 

少子高齢化が進み、運転士や保守作業員等の鉄道係員の確

保・養成が困難になってきている中で、列車運行の安全性を

確保するためには、より一層の業務の効率化・省力化に資す

る取組が必要である。特に、人的・資金的制約により安全性

新たな評価法に

関する研究では

車両動揺と軌道

の通り変位につ

いて、一定の相

関関係があるこ

とが確認でき、

車両動揺（上下

振動加速度）に

基づく軌道変位

（高低変位）の

経時変化を把握

する手法につい

て、地方運輸局

主催の鉄軌道事

業者が一堂に会

する場で発表を

行った。 

また、画像処

理により軌道の

軌間（レールの

幅）の拡大箇所

を把握する手法

についての特許

出願も行った。 

モニタリング

システムによる

索道の運転状態

の評価に関する

研究では、搬器

動揺等モニタリ

ングシステムの

検証試験により

搬器動揺、位置

及び風の状況を

搬器上で測定で

きること、携帯

回線を介し、運

転室で各測定値

を遠隔監視でき

ること。ただ

像処理により軌道の軌間（レールの幅）の拡

大箇所を把握する手法についての特許出願も

行った。 

②モニタリングシステムによる索道の運転状

態の評価に関する研究では、搬器動揺等モニ

タリングシステムの検証試験により搬器動

揺、位置及び風の状況を搬器上で測定できる

こと、携帯回線を介し、運転室で各測定値を

遠隔監視こと、ただし、実用化に向けては異

常値の検知方法等の更なる検討が必要なこと

が分かり、年度計画を超えた成果として、こ

れらの成果を国土交通省に報告するととも

に、各地方運輸局で開催される索道技術管理

者研修会や、索道関係監督当局国際会議

(ITTAB)に国土交通省とともに出席し、搬器動

揺等モニタリングについて発表を行った。 

③衛星測位をはじめとする車上位置検知技術

の評価に関する研究では、衛星測位システム

による列車の測位精度を長期にわたり評価す

る手法を考案し、年度計画を超えた成果とし

て、国土交通省からの受託調査に展開し、測

位精度の評価結果を国土交通省に報告すると

ともに、衛星測位の健全性を判定する手法の

特許出願を行った。 

その結果、８研究の研究計画について進捗度

に関する目標（11段階設定）のうち、３研究

について合計４段階進捗を超える研究成果

（全体で 15 段階進捗）を得られたことか

ら、当初目標に比べ 136％の達成率となっ

た。以上のことを踏まえ、機構の業績向上努

力により、所期の目標を上回る成果が得られ

ていると認められることから「Ａ」評定とし

た。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

 自動車及び鉄

道等の陸上交通

に係る技術は、

自動運転システ

ム、燃料電池自

動車等に代表さ

れるとおり、日

進 月 歩 が 激 し

い。これらの最

新の技術に対応

した自動車及び

鉄道等の陸上交

通に係る安全・

環境政策を行う

ためには、これ

らの技術に対応

した安全・環境

基準を策定する

とともに、自動

車の型式認証、

自動車の検査、

リコール等にお

いても、最新技

術に対応させて

い く 必 要 が あ

る。そのために

は、最新の技術

に関する知見・

データを有しつ

つ、公正・中立

的な立場で実際

に研究、調査等

を行い、科学的

な根拠を持って

国への貢献がで

きる基盤が必要

であるため。さ

らには、我が国

技術を国際標準

化していくため

にも、基準獲得

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の向上のために必要な技術開発を行うことが難しい地方鉄

道・索道等における安全性の確保は引き続き重要な課題であ

る。このため、センシングやモニタリング等の最新技術に着

目し、低コストで安全運行、省力化、効率化等を実現する手

法の研究に取り組むものとする。 

 

⑮車両動揺に基づく軌道状態の新たな評価法に関する研究 

車両動揺をもとに軌道の通り変位を含む要注意箇所を特

定するため、営業車両の動揺データ及び軌道検測データを

収集し、収集したデータをもとに通り変位と車両動揺の関

係を把握することを目的とした。 

地方鉄道路線においてセンサ付き小型端末で車両動揺を

測定した。鉄道事業者で実施した軌道検測の結果について

も収集し、軌道の状態と車両動揺とを比較可能な環境を整

えた。収集したデータをもとに軌道の通り変位と車両の動

揺（特に通り変位と関係の強い左右方向の動揺）の関係を

調査した。 

同一列車内の複数箇所に動揺計測のための小型端末を設

置して同時計測を実施し、設置位置や走行速度の影響を考

察するためのデータを収集した。以上の実車での動揺測定

試験に加え、地方鉄道路線を想定した車両運動シミュレー

ションを実施した。軌道の状態を変化させたときの車両動

揺の変化を定量把握し、今後の実測データの分析を補助す

る情報を蓄積した。 

本研究の成果として、本研究に関連して、国際学会にお

いて１件及び国内学会において２件発表した。また、査読

付き論文１編が日本機械学会英文ジャーナルに掲載され

た。さらに、各地方運輸局管内の鉄軌道事業者が一堂に会

する場で、車両動揺に基づく軌道状態の評価法に関する研

究の内容やこれまでの研究成果について情報展開した。 

 

⑯レール/車輪接触力にもとづく走行安全性の評価法に関す

る研究 

本研究は、レール/車輪接触状態や摩擦係数を考慮した

走行安全性評価手法の確立のため、レール/車輪接触力に

対するレール/車輪形状と摩擦係数の影響把握を目的とし

た。 

地下鉄の車両や軌道の条件を模擬した車両運動シミュレ

ーションモデルを用い、レール/車輪間の摩擦係数を様々

に変化させたときのレール/車輪接触力の発生傾向、走行

安全性及び更なるレール/車輪摩耗進展への影響を把握し

し、実用化に向

けては異常値の

検知方法等の更

なる検討が必要

なことが分かっ

た。 

これらの成果

を国土交通省に

報告するととも

に各地方運輸局

で開催される索

道技術管理者研

修会において、

搬器動揺等モニ

タリングについ

て全国の索道事

業者に発表を行

った。また、索

道関係監督当局

国 際 会 議

(ITTAB)に国土

交通省とともに

出席し、搬器動

揺等モニタリン

グについて発表

を行った。 

衛星測位をは

じめとする車上

位置検知技術の

評価に関する研

究では、衛星測

位システムによ

る列車の測位精

度を長期にわた

り評価する手法

を考案し、国土

交通省からの受

託調査に展開

し、測位精度の

評価結果を国土

交通省に報告し
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交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

①研究内容の重

交渉において科

学的根拠や最新

技術に関する知

見は必要不可欠

となるため。 

【評価軸】 

●国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための研究

であるか。具体

的 に は 、 自 動

車、鉄道等の安

全の確保、環境

の保全及び燃料

資源の有効な利

用の確保に係る

基準の策定等に

資するとされた

調査及び研究で

あるか。 

●行政ニーズを

的確にとらえた

研究テーマの設

定 後 に お い て

も、研究内容の

進捗を定期的に

内部で確認する

のみならず、外

部有識者等の参

加する会議にお

いても確認し、

必要に応じて助

言・方向性の修

正を行う等、研

究開発の成果の

最大化に資する

取組が促進され

ているか。 

国が実施する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国が実施する

た。 

さらに実際の地下鉄におけるレール/車輪の実測形状を

シミュレーションモデルに適用し、摩耗によるレール/車

輪形状の変化がレール/車輪接触力の変動に及ぼす影響を

定量的に把握した。過去の研究で提案したレール/車輪摩

耗を特定するための指標(営業運転中に常時測定が可能な

レール/車輪接触力のデータから指標値を計算)に対し、指

標値が大きいほどレール/車輪の摩擦係数が大きく、摩耗

進展が懸念されることを過去の台上試験の結果から確認し

たこと等より評価手法としての有用性を示した。加えて実

際の営業車両で収集したレール/車輪接触力のデータをも

とに指標値の時間変化とその要因についての分析を実施し

た。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を国際会議にお

いて１件及び交通安全環境研究所フォーラム 2023にて１

件発表した。また、査読付き論文１編が日本機械学会英文

ジャーナルに掲載された。 

 

⑰モニタリングシステムによる索道の運転状態の評価に関す

る研究 

運転中の索道の搬器上で搬器動揺、搬器位置及び搬器位

置における風の状況を測定し、その情報を運転室に伝送す

るために構築したモニタリングシステムについて検証を行

うことを目的とした。 

令和４年度までに構築した搬器動揺等モニタリングシス

テムについて、実際の索道搬器への取付方法を検討し、索

道事業者の協力のもと営業中の索道施設（複線交走式普通

索道及び単線自動循環式普通索道の計２施設）において検

証試験を実施した。営業運転中の実搬器に測定システムを

搭載し、搬器上で搬器動揺、搬器位置及び搬器位置におけ

る風向風速の状況を測定可能であることを確認した。また

運転室（搬器から離れた場所）に設置したパソコンによ

り、携帯回線を介して搬器動揺等の測定値を監視可能であ

ることを確認した。本研究で提案するモニタリングシステ

ムを用いて搬器の状態を運転室等で遠隔監視し搬器の状態

に基づいて運転規制をすることにより、風を受けた搬器が

支柱等構造物と接触する事故を未然に防止したり、風速計

等の地上設備を削減できる可能性があるなど、事故防止や

維持管理の省力化に資する本システムの実用可能性を示し

た。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を国際会議にお

た。また、衛星

測位の健全性を

判定する手法の

特許出願を行っ

た。 

以上の理由

により、所期

の目標を上回

る成果が得ら

れており、Ａ

評定と認めら

れる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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点化・成果目標

の明確化 

国が実施する

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

重点的に推進す

るべき研究開発

の方針は別紙１

に掲げるとおり

とする。 

な お 、 自 動

車・鉄道技術の

急速な進展を踏

まえ、必要に応

じて、別紙１は

変更する場合が

ある。 

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

 別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を毎年開催

し、行政ニーズ

とアウトカムを

的確にとらえた

研究テーマを設

定します。その

上で、外部有識

者を招聘する研

究評価委員会を

毎年開催し、新

規研究テーマの

必要性、目標設

定や研究手法の

妥当性等を確認

し、実施中の研

究テーマの進捗

確認と必要な軌

道 修 正 等 を 行

い、終了研究テ

ーマの最終成果

の到達度や社会

関連行政施策の

立案や技術基準

の策定等に反映

するための自動

車及び鉄道等の

研 究 等 に 特 化

し、その成果の

最大化のため、

別紙１に掲げた

方針に沿って重

点的に研究開発

を推進します。 

別紙１に基づ

く研究内容の重

点化・成果目標

の明確化を行う

ため、具体的に

は、行政担当者

が参加する研究

課題選定・評価

会議を開催し、

行政ニーズとア

ウトカムを的確

にとらえた研究

テーマを設定し

ま す 。 そ の 上

で、外部有識者

を招聘する研究

評価委員会を開

催し、新規研究

テ ー マ の 必 要

性、目標設定や

研究手法の妥当

性等を確認し、

実施中の研究テ

ーマの進捗確認

と必要な軌道修

正等を行い、終

了研究テーマの

最終成果の到達

度や社会的有用

いて１件及び交通安全環境研究所フォーラム 2023に１件

発表した。また、国土交通省が監修し、各地方運輸局で開

催される索道技術管理者研修会において、搬器動揺等モニ

タリングシステムについて全国の索道事業者に情報展開し

た。 

 

⑱衛星測位をはじめとする車上位置検知技術の評価に関する

研究 

衛星測位単独での列車位置検知性能を評価する手法や、

衛星からの電波を受信しづらい箇所での衛星測位と他のセ

ンサを組み合わせた列車位置検知技術の性能を評価する手

法を検討することを目的とした。 

列車上で得た衛星測位の結果にどの程度の測位誤差を生

じているか評価するために、これまでは１～２日程度の列

車走行を伴う単発的な衛星測位フィールド試験を行ってき

た。衛星は地球の周りを常に航行し、位置が時々刻々変化

していくことから、これまでの単発的な評価だけではな

く、長期的に衛星測位データを取得して評価することも衛

星測位の利活用を検討する上で有用である。そこで、RTK

（リアルタイムキネマティック）測位検証環境（測定者自

らが基準局を設置する方法につき「ローカル RTK」と呼ぶ

ことにする）を活用して、長期的な評価を可能とするシス

テムを構築した。鉄道事業者の協力の下、ローカル RTKの

基準局をビル屋上に設置し、ローカル RTKの移動局及び評

価対象である準天頂衛星独自サービスの CLAS（センチメー

タ級測位補強サービス）を利用した測位に対応する機材を

営業運転車両に搭載して、約１か月間にわたり衛星測位デ

ータを取得する長期モニタリング試験を実施した。この試

験の結果を通じて、長期的に衛星測位の測位精度評価を行

えることを確認した。 

衛星からの電波の受信がしづらいという懸念や測位精度

低下の懸念がほとんどない路線では、衛星測位単独による

列車の位置検知の可能性がある。列車の走行位置が衛星測

位のみによって確定する場合は、特に列車制御等の保安へ

の利活用という観点からは衛星測位で検知した列車位置が

健全なものであるかの判定が必要となる。そこで、衛星測

位単独での列車位置検知の実現に向けて、地上側で衛星測

位の健全性を判定する手法を提案した。この手法は鉄道だ

けでなく自動運転バスやその他の陸上交通への適用も可能

と考えられる。 

LiDAR(Light Detection and Ranging)センサとターゲッ
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的有用性等につ

い て 評 価 を 行

い、将来の発展

等についてご指

導をいただきま

す。 

さらに、交通

安全環境研究所

長が主催する課

題群進捗検討会

を課題群ごとに

毎年開催し、各

研究テーマの進

捗確認と関連研

究分野の連携可

能 性 等 を 検 討

し、最大限の成

果が効率的に達

成できるように

努めます。 

 

性等について評

価を行い、将来

の発展等につい

てご指導をいた

だきます。 

さらに、交通

安全環境研究所

長が主催する課

題群進捗検討会

を課題群ごとに

開催し、各研究

テーマの進捗確

認と関連研究分

野の連携可能性

等を検討し、最

大限の成果が効

率的に達成でき

るように努めま

す。 

 

トマーカを利用し令和４年度に考案した衛星測位の補完手

法について、コード通りの検知を行えるようにターゲット

マーカの配置の間隔やパターンを見直した。併せて、

LiDARセンサが検知したデータを利用して走行速度を推定

する手法及びこの推定速度を利用してターゲットマーカの

配置パターンを認識する手法を新たに提案し、これらを組

み合わせて衛星測位と他のセンサを複合した技術を構築し

た。 

本研究の成果として、この研究に関連して特許を１件出

願した。本成果をとりまとめ、国内学会誌執筆を１件行

い、国内学会に８件及び交通安全環境研究所フォーラム

2023に発表した。 

 

⑲地方鉄道の踏切における安全性向上技術評価の検討 

本研究では、地方鉄道の踏切に対し、自動車分野で普及

が進められている車車間通信及び路車間通信、並びに汎用

技術の利用による低コストである安全性向上策の基本要素

を模擬したモデルシステムの検証を行い、実用化に必要な

機能に関する検討を行うことを目的とした。 

事故データの分析及び踏切事故の実態調査結果から、第

４種踏切に対する直前横断対策の技術要件に即した低コス

トである安全性向上策の基本設計をしたモデルシステムに

対し、すでに検討済みの評価指標、評価方法を適用したケ

ーススタディの手順を考察し、その結果に基づいて安全性

向上策に対し、以下の通り技術要件と効果評価手法の骨子

の提案を行った。 

〇技術要件 

・ 列車が速度 72km/h（20m/s）で走行していると仮定 

・ 第一種踏切では遅くとも 20 秒前から報知開始 

・ 踏切から 400m手前までに踏切に近づいている列車と

通信ができる必要あり 

その結果、次の結論が得られた。 

・ 沿線装置利用で、1.2km手前から通信可能 

・ 見通しが良い場合は、沿線装置なしで 800m程度手前

から通信可能 

・ ただし、途中に竹林等の水分を含んだ草木がある場

合は通信可能距離が減少するが、これは沿線装置を

利用することで対応可能 

また、協力いただいた鉄道事業者からは以下の意見をい

ただいた。 

・ 踏切支援装置の報知形態、故障時に支援装置が通行



    41 

 

者に発すべき情報、地元の踏切支援装置に対する理

解を主とする社会受容性が技術要件に加えて重要 

・ 踏切支援装置設置により新たに事故が起こるリスク

の懸念 

そこで、安全関係に詳しい弁護士と意見交換を行い、本

システムを実用化するにあたり必要とされる事項につい

て次の通り整理を行った。 

・ 本支援装置は保安装置として設計されていないた

め、故障のリスクが存在する 

・ 一方、設置することによって設置しないよりもリス

クが軽減する場合もあるため、設置することのリス

クと設置しないことのリスクが相殺されると判断で

きる 

・ 基準が何もない場合、装置の故障に対して無際限に

責任を負う可能性があるが、支援装置が基準を満た

していれば、故障の責任を有限に抑えることが可能

と考える 

これらの検討により、基本設計したモデルシステムを実

用化するにあたっては、関係者の検討による「ガイドライ

ン」の必要性があることが確認された。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を国内学会に１

件及び交通安全環境研究所フォーラム 2023に発表した。 

 

（９）新技術を含む公共交通の地域に応じた導入促進評価（２

課題） 

急速に社会の高齢化が進展する中、公共交通網が十分整備

できない地方都市では、高齢者が自家用車を運転せざるを得

ない状況となっており、事故の懸念も高まってきている。そ

うした中で、公共交通事業者も高齢化の影響で労働力不足と

なっており、公共交通の路線維持に欠かせない運転士の確保

が困難となりつつある。その一方で、MaaS(Mobility as a 

Service)などのモビリティ確保の技術が広がりはじめ、それ

に対応した新しいモビリティシステムの開発も進められてい

る。様々なシステムを組み合わせたモビリティシステムの評

価には、それを導入する地域の特性(人口構成や都市構造等)

を考慮する必要があり、適切な評価方法を確立することで地

域に応じた公共交通の普及に貢献する。 

 

⑳新たなモビリティの利用状況調査 

地域における交通システムの配置や運行の計画を含む適

切な導入手法を検討するため、新たなモビリティの利用状
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況調査を行い、交通システムとしての特性を検討すること

を目的とした。 

これまでのグリーンスローモビリティの主な導入地域

は、中山間地や離島あるいは観光地等が中心であったが、

近年は人口密集地である首都圏（東京都区部や多摩地域お

よび近郊都市）での導入社会実験が広がってきた。これま

で大型車両が入れなかった住宅地等の細街路でも活用が広

がってきた。また、利用の拡大に伴い海外メーカーの車両

を改造したものが増加している。その点に関し調査を行っ

た結果、主な理由として車両の導入コストが挙げられ、メ

ーカーや研究者の中には車両導入コスト低減のため技術の

標準化や基準化を求める意見があることが判明した。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を大学主催の公

開研究会において招待講演として１件発表を行った。 

 

㉑移動以外の用途への車両活用を考慮した公共交通の導入効

果評価手法の検討 

地方の課題は公共交通の維持が困難と言うだけでなく、

物流や買い物難民の問題、低炭素化への移行等、多岐にわ

たっている。これまでの公共交通に絞った検討では単に費

用便益比(B/C)で評価され、モビリティシステムの持つ多

用途活用のポテンシャルが評価されていない。そこで、地

域内の人の移動のみにとどまらず、移動以外の用途へのモ

ビリティシステムの活用を考慮した評価手法の検討を行う

ことを目的とした。 

グリーンスローモビリティの移動以外の用途の事例とし

ては、パトライトを装着し地域の安全活動に用いられてい

る例や、スローモビリティキッチンカーも実用化されてい

た。バスを用いた事例としては、宅配貨物の配達やスーパ

ーの移動販売の使用例もあった。電気自動車のバッテリ活

用事例としては、地震被災地での非常用電源で用いられた

例があり、公共交通車両の電動化が進めば災害時にも有効

活用される可能性が示された。 

こうした状況を踏まえ、移動困難者（自動車免許を保持

しない年齢層で、公共交通へのアクセスが困難な地域に居

住）の人口分布と、移動の目的地となる施設の配置状況か

ら、グリーンスローモビリティに対する移動需要を地図上

に可視化するシステムの開発を行った。また、その需要と

運行コストとの関係から、１人１ヶ月当たりの費用負担を

推計でき、導入効果を評価することが可能となった。 

本研究の成果として、とりまとめた成果を、国内学会に
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おいて査読付き論文を１件発表するとともに、交通安全環

境研究所フォーラム 2023にて発表した。 

 

４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（１）②③④ 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

研究開発の成果の最大化その他の研究業務の質の向上に関する事項 

②外部連携の強化・研究成果の発信 

③受託研究等の実施 

④知的財産権の活用と管理適正化 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標

期間最終年度

値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

共同研究の実施 年間 18件 － 29件 26件 30件   予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 

年間 25件 － 29件 34件 35件   決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

国内外の学会等で

研究成果を発表 

一人平均

３件 

－ 一人平均

3.93件 

一人平均

3.68 件 

一人平均

4.87件 

  経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785   

査読付き論文の 

発表 

一人平均

0.5件 

－ 一人平均

0.7件 

一人平均

0.96 件 

一人平均

0.84件 

  経常利益（百万円） △129 7 66   

受託研究等の実施 年間 60件 － 104件 90件 89 件   行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

特許等の産業財産

権の出願 
年間５件 － ８件 ６件 ６件   従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

関、大学、民間

②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

関、大学、民間

②外部連携の強

化・研究成果の

発信 

国内のみなら

ず諸外国も含め

た、公的研究機

関、大学、民間

＜主な定量的指標＞ 

 共同研究の実施 

 基準の策定等に資

する調査、研究等

を実施 

 国内外の学会等で

研究成果を発表 

＜主要な業務実績＞ 

②外部連携の強化・研究成果の発信 

交通安全環境研究所は、国が行う自動車等の陸上交通に係る施

策立案、基準策定のための試験研究を行い、公正・中立なデータ

に基づき技術的な支援を行っている。交通安全環境研究所の研究

者は、技術基準の策定等につながる自動車や鉄道等の技術の評価

法を研究する能力を備えており、そのための試験技術や計測法に

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

国 内 外 の 大

学、研究機関と

協力しつつ、保

有する試験設備

や研究者の知見

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

新技術や社会的要請に対応した研究開発

に関して、年度計画では共同研究を 30 

件実施（達成率：166％）し、基準の策

定等に資する調査や研究等を 35 件実施

（達成率：140％）した。また、これら



    45 

 

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 る こ

と。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進す

ること。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を 90件程度

実施すること。 

【指標】 

● 基準の策

定等に資する調

査、研究等の実

施状況（モニタ

リング指標） 

● 学会発表

等の状況（モニ

タリング指標） 

● 査読付き

論文の発表状況

（モニタリング

指標）等 

 

 

 

 

 

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 り ま

す。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進し

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を 90件程度

実施します。ま

た、基準の策定

等 に 資 す る 調

査 、 研 究 等 を

125 件程度実施

します。これら

の調査、研究等

によって得られ

た成果を広く社

会に公表するた

めに、国内外の

学会等で一人平

均 15件程度発表

します。このう

ち、査読付き論

文 を 一 人 平 均

2.5 件程度発表

します。 

 

企業等との共同

研究や人的交流

等の連携を強化

し、研究の効率

的かつ効果的な

実 施 を 図 り ま

す。 

また、研究成

果について、国

の施策立案への

貢献及び国内学

会等を通じた研

究成果の社会還

元に努めるとと

もに、国際学会

での発表等の国

際活動を推進し

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、共同

研究を 18件程度

実施します。ま

た、基準の策定

等 に 資 す る 調

査、研究等を 25

件程度実施しま

す。これらの調

査、研究等によ

って得られた成

果を広く社会に

公 表 す る た め

に、国内外の学

会等で一人平均

３件程度発表し

ま す 。 こ の う

ち、査読付き論

文 を 一 人 平 均

0.5 件程度発表

します。 

 

 査読付き論文の発

表 

 受託研究等の実施 

 特許等の産業財産

権の出願 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

関する知見を備え、さらに専用の試験設備を保有している。 

こうした交通安全環境研究所の立場、特徴及び研究能力、試験

設備と大学の学術研究能力、及び企業の技術開発力がそれぞれ持

つ強みをお互いの理解のもとに結びつける共同研究、共同事業等

によって、技術開発等も伴う国家プロジェクトなどで最大限の研

究成果を効率的に生み出し、その成果を行政施策に反映し社会に

有効に役立てることを産学官連携の基本方針としている。 

さらに交通安全環境研究所は、独立行政法人として交通技術行

政の進め方やその仕組み等に詳しいことから、研究の成果を国施

策へ反映する方策等の面で産学官連携の指導性を発揮することが

可能である。国内外の大学、研究機関と協力しつつ、保有する試

験設備や研究者の知見を活用し、共同研究を 30件実施した。 

交通安全環境研究所が行う調査、研究のうち将来的に自動車、

鉄道等の安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確

保に係る基準の策定等に資する検討課題を提案した。 

基準の策定等に資する取り組みとして、調査・研究を 19 件、

検討会や WGへの参画を 16件、合計 35件に取り組んだ。以下に、

具体的事項について示す。 

 

【基準の策定等に資する調査、研究課題】（19件） 

○先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関す

る調査 

ASV 推進検討会に設置された２つの分科会の検討項目に対

し、WG（５つ）および SWG（１つ）で作業を進めた。令和５

年度は第 3 回推進検討会（６月）と第４回推進検討会（３

月）を開催し、各分科会の活動報告および今後の計画が承認

された。交通安全環境研究所は検討内容や検討方法の提案、

会議運営等において国土交通省をサポートした。 

○令和５年度 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

本調査では、電気自動車の安全性に関する検討・調査とし

て、車載バッテリの低温環境下での安全性低下の程度確認、

バッテリのセルおよび組電池を対象とした充電曲線解析法の

適用を行った。またバッテリ技術を含む電動車に関する最新

技術動向について調査を行った。 

○令和５年度 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

直近 10年間の前面衝突及び側面衝突の事故調査、コンパテ

ィビリティを考慮した前面衝突試験方法に関して衝突基準の

試験方法でバリアを変更した実験による調査、側面衝突時の

反衝突側乗員の挙動についてシミュレーションによる調査を

実施した。また、GRSP や IWG 等の web 会議に出席し、衝突安

を活用し、共同

研究を 30件（達

成率 166％）実

施した。 

基準の策定等

に資する取り組

み と し て 、 調

査・研究等を 35

件 （ 達 成 率

140％）実施し

た。 

研究成果の普

及、活用促進を

図り、広く科学

技術に関する活

動に貢献するた

め、国内外での

学会等での発表

は 、 一 人 平 均

4.87 件（達成率

162％）、うち査

読付き論文の発

表は、一人平均

0.84 件（達成率

168％）であっ

た。 

その他、受託

研数は 89件（達

成率 148％）、特

許の出願数は、

６ 件 （ 達 成 率

120％）であっ

た。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

の調査や研究等によって得られた成果を

広く社会に公表するために、国内外の学

会等で一人平均 4.87 件発表（達成率：

162％）し、このうち、査読付き論文を

0.84 件実施（達成率：168％）して、目

標を上回る達成率となった。さらに、受

託研究は 89 件実施（達成率：148％）

し、特許の出願に関しても年間６件実施

（達成率：120％）し、目標を上回る達

成率となった。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努

力により、所期の目標を上回る成果が得

られていると認められることから「A」

評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 



    46 

 

③受託研究等の

実施 

自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努める

こと。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を 300 件程度

実施すること。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行う

こと。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を 24件程

度行うこと。 

 

 

③受託研究等の

実施 

自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努めま

す。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を 300 件程度

実施します。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行い

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を 24件程

度行います。 

 

③受託研究等の

実施 

自動車機構の

設立目的に合致

する行政及び民

間からの受託研

究、受託試験等

の実施に努めま

す。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、国等

からの受託研究

等を 60件程度実

施します。 

 

④知的財産権の

活用と管理適正

化 

研究者の意欲

向 上 を 図 る た

め、知的財産権

の活用を図ると

ともに、その管

理を適正に行い

ます。 

これらの目標

達成のため、具

体的には、特許

等の産業財産権

の出願を５件程

度行います。 

全基準の動向について調査した。 

○自動運転車に備える外向け HMI の要件に関する調査 

車両が自動運転中であることを示す自動運転マーカーラン

プの見やすさ、煩わしさを調べるモニター評価実験を行っ

た。その結果、マーカーランプと既存灯火は相互に見え方へ

の影響を及ぼすことを確認し、適切な光度、設置位置、サイ

ズ、光度変化などの点灯条件を決めるには、利用場面と目的

の明確化が必要であることを示した。 

○シミュレーションにおける車両モデルの同等性に関する調査 

自動運転車両のシミュレーション試験結果と実車両との同

等性を評価するため、操舵を伴う実車の車両挙動を計測し、

シミュレーション結果との比較を行った。その結果、シミュ

レーション試験に車両運動系のモデルを組み込むことにより

実車両挙動との同等性は高くなるものの、タイヤモデルの複

雑さにより生じる誤差が大きいことを明らかにした。 

○令和５年度 ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準

策定等に関する調査 

ペダル踏み間違い時加速抑制装置（Acceleration Control 

for Pedal Error）の国連規則策定のための ACPEインフォー

マル会議（ACPE IWG）に参加し、日本の意見・提案を新規則

ドラフトに反映する作業に貢献した。また、ACPE IWG からの

要請により、ACPE の試験方法を検討するための実車性能評価

を実施し、ACPE IWGで報告した。 

○運転者が危険性の高い交通場面に遭遇した場合の危機回避能

力に関する調査 

第７期 ASV の検討項目の一つである「自動運転車が備える

べき安全の範囲・水準の探索のための考察」に資するため、

自動運転バスの走行ルート内の存在する危険性の高い交通場

面の中から４つの場面を選定し、被験者 22名によるドライビ

ングシミュレータ実験を行った。実験結果より、人間ドライ

バが危険場面に遭遇した場合の回避行動を分析した。 

○令和５年度 尿素 SCR システム搭載車の排出ガス性能評価調

査業務 

平成 28年規制適合重量車に搭載の尿素 SCRシステムの使用

過程での排出ガス性能評価調査を行った。シャシダイナモメ

ータ試験の結果から、積算走行距離の増加に伴い NOx 排出量

の増加傾向が確認された。路上走行試験の結果から、SCR 触

媒の NOx 浄化率、空間速度等を用いて、路上走行時の排出ガ
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ス性能評価が可能であることを示した。 

○重量電気自動車における UBE測定法に関する調査 

電気自動車に搭載される駆動用電池は、使用期間や走行距

離によって劣化する。EV 大型車（HD）の普及に際し、駆動用

電池の容量劣化度合い（UBE）を評価する手法が必要となっ

た。そこで、UBE について、「充放電システム」を用いた測定

法に関する精度検証を行った。この内容は EVE-IWG で対応が

求められる HD電池劣化の課題であり、これらデータを取りま

とめ、当該電池容量劣化測定法を日本ポジションとして新

GTRに提案した。 

○自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

マフラー性能等確認制度の見直し検討のため、マフラーの

種別や音量が人の反応へ与える影響を調査すべく、延べ 24名

に対して、評価試験を実施した。バイノーラル録音をした通

過騒音を実験参加者へ提示し試験を行った結果、マフラー種

別や車両の違いによる音質のほか、通過騒音の時間変化も評

価結果に影響を与えることを明らかにした。 

○自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する調

査 

サイバーセキュリティに関する基準である UN R155 は、自

動車の型式承認に関する他の国連規則とは異なり、すべての

技術要件について詳細な適合要件を規定していない。そこで

本調査では、同基準の「車両の使用段階において出現する新

たな脅威、攻撃、脆弱性を、車両メーカーが監視、検知、対

応する」との要件に着目し、車両メーカーにより実装される

侵入検知機能について技術動向を調査し、それを踏まえて UN 

R155 への適合性評価の観点で検知、分析、対応の各評価クラ

イテリアを検討し整理した。各クライテリアについては、評

価の判断のための例示を含むガイダンスも作成した。 

さらに、車載 E/E アーキテクチャを模擬したテストベンチ

を使用し、侵入検知機能を実装して、車両のネットワークへ

の侵入シナリオに対し検知可能かを調査した。 

この実装された侵入検知機能に対して、本調査により整理

した侵入検知に関する評価クライテリアを適用し、同評価ク

ライテリアが十分可用性があることを確認した。 

○産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

電動化の推進が必要な一方で、それが容易でない重量車に

対して、電動化を含めた車両技術、内燃機関及び排気後処理

装置の効率向上に資する 13の調査研究テーマについて、自動
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車メーカー等や大学とともに技術開発に取り組んだ。とくに

令和５年度は５ヶ年の最終年度にあたり、これまでの結果も

含めてとりまとめ、有識者による検討会及び WG の場で報告

し、了承を得た。 

○特定小型原動機付自転車の安全性確認手法策定に向けた調査 

特定小型原動機付自転車に搭載された電動機の定格出力値

（仕様値）が、車両区分の閾値である 600Wに対してどれほど

の余裕度（定格出力余裕度）が設定されているのかを評価す

る方法を検討した。シャシダイナモメータ上で 600Wを出力す

る連続運転を行い、その際に発生する出力低下の度合いから

定格出力余裕度を判定する試験法を提案した。 

○加速走行騒音実態調査業務 

二輪車騒音に関する国連協定規則第 41号における純電動車

の課題を抽出すべく、純電動二輪車１台とその比較対象とな

る内燃機関二輪車１台について、テストコース上にて騒音試

験を行った。試験の結果、純電動車における試験法の課題を

明らかにした。 

○ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

重量車への粒子数（PN）規制の導入にあたり試験法の検証

を行った。前年度の検討から、尿素水の噴射に伴う生成物が

PN 計測装置の内部で何らかの反応を起こし、固定粒子として

検出される可能性が推測されたが、PN 計測装置の測定条件等

を変更した際に PN 排出量はほとんど変化しなかったことか

ら、その可能性は低いと考えられる。 

○排出ガス・燃費不正に対応した厳格かつ合理的な認証審査手

法等への見直しに向けた調査 

不正事案では耐久劣化試験で行われたものがあり、現状技

術からみた課題と、固定劣化係数を用いることの妥当性につ

いて実車試験の結果も踏まえて検討するとともに、その検証

の手段としてのサーベイランスについて考察を行った。ま

た、重量車燃費で不正がみられたこともあり、燃費試験法で

定められる試験条件や機器の精度による燃費への影響度につ

いて評価した。 

○ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

UNR168 として令和６年３月発効の路上走行試験法（UNR-

RDE)に則った走行試験を実施した。日本独自の要件として、

テストコースにおいて実路走行時の速度パターンに追従する

形での試験実施があるため、実路で走行パターンを取得後テ
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ストコースで利用可能なように修正を行った。そのパターン

を用いて走行試験を実施し、試験成立性を確認した。 

○電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

並行輸入車や使用過程車を考慮した、シャシダイナモによ

る最高出力測定の可能性について調査するため、軽 EV１台と

原動機付き自転車 1 台を用いて評価試験を行った。得られた

結果から、UNR85 と等価な値を得るためには、メカロス補正

に加えてトランスミッションの伝達ロスを考慮する必要があ

ることが分かった。 

○鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

我が国の鉄道における自動運転の取組みを促進することを

目的とし、有識者、鉄軌道事業者、関係団体等の関係者で構

成される連絡会において、各鉄軌道事業者における自動運転

の導入状況等について関係者で共有し検討を行った。 

 

【基準の策定等に資する検討会及び WG】（16件） 

◯車両安全対策検討会 

車両安全対策検討会では、①車両安全対策の総合的な推進

に関する調査の分析、②車両安全対策に資する EDR データ等

の利活用に関する調査を進めており、交通安全環境研究所は

検討会委員としての技術的観点から、これらの調査の進め

方、成果の妥当性、今後の計画等について確認、提言を行う

ことにより、将来の自動車安全基準の策定に貢献した。 

◯車両安全対策事故調査・分析検討会 

車両安全対策検討会では、EDR データ等を活用することに

より交通事故分析を通じた車両安全対策の一層の向上が期待

される課題の調査および EDR データ等を用いた解析による課

題解決の可能性を検討している。交通安全環境研究所は検討

会委員として技術的観点から、この調査の進め方、成果の妥

当性、今後の計画等について確認、提言を行った。 

○令和５年度 自動車排出ガス原単位及び総量算定検討会 

自動車排出ガス規制強化による削減効果等を算出するため

に、規制に対応した排出ガス原単位を基に排出総量を算定す

る手法を検討している。交通安全環境研究所は、原単位の作

成において重要となっている実走行環境での排出等について

の情報を提供するとともに、算定手法の検討などを進めた。 

○令和５年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商

用車の電動化促進事業（トラック））に係る審査委員会 
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脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車の電

動化促進事業（トラック））の間接補助金交付先の間接補助

金交付を行うにあたり、公正かつ透明性が確保された手続き

により採択を行うため、審査基準策定委員会を置いている。

そこで採否に関する審査基準の策定及び審査基準に基づいて

委員会に付託された議題について審議を行った。 

◯令和５年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 

（商用車の電動化促進事業タクシー） 審査基準策定委員会 

脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金（商用車の電

動化促進事業（タクシー））の間接補助金交付先の間接補助

金交付を行うにあたり、公正かつ透明性が確保された手続き

により採択を行うため、審査基準策定委員会を置いている。

そこで採否に関する審査基準の策定及び審査基準に基づいて

委員会に付託された議題について審議を行った。 

◯自動車排出ガス専門委員会作業委員会 

令和２年に出された「今後の自動車排出ガス低減対策のあ

り方について（第十四次答申）」に記載された課題の中で、

とくに特殊自動車の排出ガス低減対策について審議を行っ

た。新たな規制値やその適用時期等を含め「今後の自動車排

出ガス低減対策のあり方について（第十五次報告）（案）」と

してとりまとめた。 

◯中央環境審議会大気・騒音振動部会 

大気・騒音振動部会及び水環境・土壌農薬部会の合同で開

催され、今後の水・大気環境行政の在り方について、両部会

に共通する課題について議論を行うとともに、各部会分野の

個別課題を含めた課題全体について議論を行った。 

○自動車燃費基準小委員会 

乗用車等を対象とする 2030年度燃費基準についての最終と

りまとめでは柔軟な達成判定の導入について言及があること

を受けて、実燃費の改善努力を反映させるものとして欧米で

導入されている「オフサイクルクレジット」の導入に向けた

検討を行った。 

○令和５年度環境省温室効果ガス排出量算定方法検討会運輸分

科会 

気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国会議決議により、附属

書Ｉの国は、自国の温室効果ガス排出・吸収目録（インベン

トリ）を作成し、毎年４月 15日までに条約事務局に提出する

必要があることを受けて、国内における運輸分野からの温室
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効果ガスの排出量について課題やその対応について検討を行

った。 

○技術基準検討会 

鉄道に関する技術上の基準に関し、防犯関係設備や非常用

設備に係る技術基準を中心に検討を行った。 

○地方鉄道向け無線式列車制御システム技術評価検討会 

国土交通省の「鉄道技術開発・普及促進制度」による「地

方鉄道向け無線式列車制御システムの開発」の進捗状況や現

車試験の試験結果等について検討を行った。 

○鉄道分野における新技術の活用に関する懇談会 

IoT 等を用いた効率的なメンテナンスや更なる安全性の向

上など、技術革新による次世代の鉄道の将来像について、中

長期的な観点での情報交換、意見交換等を行うこと目的とし

た懇談会で、オープンイノベーションに係る取組や近年の技

術開発成果等に関し情報交換、意見交換等がなされた。 

○我が国の環境騒音に係るあり方に関する検討会 

我が国の今後の騒音環境施策に関する提言を取りまとめる

ことを目的に、交通騒音(自動車騒音、航空機騒音及び新幹

線鉄道騒音)に係る環境基準を検討するための基礎資料にな

るよう、課題の整理等を行った。 

○鉄道における自動運転の導入・普及に関する連絡会 

我が国の鉄道における自動運転の取組みを促進することを

目的とし、有識者、鉄軌道事業者、関係団体等の関係者で構

成される連絡会において、各鉄軌道事業者における自動運転

の導入状況等について関係者で共有し検討を行った。 

○鉄道車両における火災対策検討会 

現行の鉄道車両用材料燃焼性試験方法と国際規格との関係

の検討を行うとともに、車両火災を想定した避難に関する実

験や、鉄道車両の火災実験の方法に関する検討を行った。 

○新幹線鉄道騒音の測定・評価及び対策に関する検討委員会 

新幹線鉄道騒音測定・評価マニュアルの適切な運用のため

に、統一的な騒音測定・評価が円滑に行えるようにする必要

があるため、本検討委員会を設置し検討を行った。 

 

これらの研究成果の普及、活用促進を図り、広く科学技術に関

する活動に貢献するため、国内外での学会発表、論文誌への投

稿、専門誌への寄稿、関係団体での講演等において以下のとおり
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取り組んだ。 

国内外の学会等での発表件数：156 件（一人平均 4.87件） 

うち査読付き論文： 27件（一人平均 0.84件） 

 

③受託研究等の獲得 

自動車・鉄道分野における安全・環境問題を担当する公正・中

立な法人として、要員不足の問題を抱えつつも、国が行政上緊急

に必要とする業務は確実に実施して答えを出すのが使命と認識し

ている。行政を支援するため、国土交通省、環境省等から委託業

務を受託し、安全・環境行政に係る政策方針の決定や安全・環境

基準の策定等の施策推進に直接的に貢献することとしている。 

民間受託については、これまでに培われた交通安全研究所の技

術知見や所有する施設・設備を活用し、各種行政施策への活用の

みならず、国民への貢献、技術の波及効果といった観点から、当

機構の設立目的に合致するものについては積極的に獲得するもの

としている。 

また、限られたリソースを適切に活用するため、受託研究の受

諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築し、これ

により課題実施の妥当性、予算・人員の最適化を計っている。ま

た、業務の効率化を図るため、受託業務を、研究者の専門性に基

づく判断力を必要とする非定型業務と定型的試験調査業務（実験

準備、機器操作、データ整理等）とに分け、後者は、可能な限り

外部の人材リソース（派遣等）を活用するなどして、研究者が受

託業務を効率的に進捗管理できるよう受託案件毎に、チーム長を

責任者とする研究チーム制を採用している。 

 

行政、民間等外部からの研究・試験の受託に努め、合計 89 件

の受託研究及び試験を実施した。 

【国等からの受託研究】（23件） 

➢ 先進安全自動車（ASV）の開発・実用化・普及の促進に関

する調査 

➢ 電気自動車の安全性に関する検討・調査 

➢ 重量電気自動車における UBE測定法に関する調査 

➢ 衝突時の乗員保護に係る検討・調査 

➢ 特定小型原動機付自転車の安全性確認手法策定に向けた調

査 

➢ 自動運転車に備える外向け HMI の要件に関する調査 

➢ 令和５年度シミュレーションにおける車両モデルの同等性

に関する調査 

➢ ドライバの視界確保と安全性向上に関する調査 

➢ 令和５年度ペダル踏み間違い時加速抑制装置等の国際基準
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策定等に関する調査 

➢ 運転車が危険性の高い交通場面に遭遇した場合の危険回避

能力に関する調査 

➢ 次世代自動車 LCA手法の国際調和に向けた調査 

➢ 令和５年度尿素 SCR システム搭載車の排出ガス性能評価調

査業務 

➢ 自動車騒音に係る国際基準等の見直しのための調査 

➢ 自動車におけるサイバーセキュリティ評価方法等に関する

調査 

➢ 産学官連携による高効率次世代大型車両開発促進事業 

➢ 令和５年度加速走行騒音実態調査業務 

➢ ディーゼル重量車の PN測定法に関する調査 

➢ 排出ガス・燃費不正に対応した厳格かつ合理的な認証審査

手法等への見直しにむけた調査 

➢ ディーゼル乗用車等の路上走行試験法に関する調査 

➢ 電気自動車等の最高出力の測定方法に関する調査 

➢ 自動車の不具合情報に関する統計・分析調査業務 

➢ 令和５年度電動自動車の走行用バッテリの特性や取扱いに

係る理解促進の調査業務 

➢ 鉄道における準天頂衛星等システム活用に関する調査検討 

 

【民間からの受託研究】（66件） 

➢ 列車検知装置のサーベイランス 

➢ 変電所監視制御システム中央装置の規格適合性評価 

➢ 無線列車制御システムの認証審査 

➢ 新方式速度センサの安全性に関する技術指導 

➢ 単線自動循環式普通索道用握索装置試験（２件） 

➢ 電子連動装置に関する特別調査 

➢ 車両制御装置の規格適合性評価（２件） 

➢ 自動運転システム安全性評価の業務支援 

➢ 無線列車制御システムに関する特別調査 

➢ 令和５年度マフラー騒音シミュレーションソフトウェアを

用いたマフラー評価業務のための補助業務 

➢ 踏切保安設備更新計画に関する技術指導 

➢ プラットホームスクリーンドアの認証審査 

➢ 列車情報管理システムの認証審査（２件） 

➢ 新交通システムにおけるトンネル内火災の可能性及びその

対策に関する技術指導 

➢ 高齢化社会における灯火に係る基準のあり方に関する調査 

➢ 自動運転車が備える外向け HMI の社会受容性に関する調査 

➢ 新型車両導入に関する技術指導 
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➢ 鉄道分野への SBASの利活用に関する調査 

➢ 鉄道車両製品品質マネジメントシステム審査・認証基準作

成にかかる調査研究 

➢ LRT車両等安全性検討支援業務 

➢ 電子連動装置のサーベイランス 

➢ 電子連動装置等に関する特別調査 

➢ 列車情報管理システムの認証審査の認証書発行（２件） 

➢ LRT信号システムの規格適合性評価（２件） 

➢ 電子連動装置の規格適合性評価 

➢ 無線列車制御システム車上装置の規格適合性評価 

➢ 鉄道車両製品品質マネジメントの管理策調査研究 

➢ グリーンイノベーション基金事業/スマートモビリティ社

会の構築/商用利用される電気自動車・燃料電池自動車の

本格普及時における社会全体最適を目指したシミュレーシ

ョンシステム構築に関する研究開発/電気自動車・燃料電

池車の導入に向けたエネルギーマネジメントと車両運行管

理を最適化するシミュレーションシステムの構築 

➢ LRT車両走行試験結果評価業務（２件） 

➢ 可動式ホーム柵の認証審査 

➢ 可動ステップの認証審査 

➢ LRT信号システム車上装置の規格適合性評価 

➢ 電子連動装置の認証審査 

➢ 外国新交通向け信号システムの路線延伸に伴う安全性評価

（５件） 

➢ 空港向け APM増車事業に係る信号設備の設計安全性評価 

➢ 空港向け APM 用信号システムの更新に関する設計安全性評

価 

➢ 国内向け自動運転システムの設計安全性評価 

➢ 自動ブレーキ評価制度（３件） 

➢ ペダル踏み間違い急発進抑制装置の性能認定制度（16件） 

 

④知的財産権の活用と管理適正化 

交通安全環境研究所の研究業務の過程で生み出された新技術・

新手法・専用プログラムなどについては積極的に知的財産権を獲

得する方針を取っている。ただし、交通安全環境研究所の知財戦

略は、将来の特許料収入を確保することが主たる目的ではなく、

国が技術基準を定める際に関連する事項（試験技術や計測方法な

ど）が第三者の保有する特許に抵触する場合には、法に基づく強

制規格として国が採用できなくなることから、そうした事態を避

ける観点から交通安全環境研究所が開発した技術等の知的財産に

ついては、公的用途として使えるようにするための、いわば防衛
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的な目的での獲得を主としている。 

知的財産の創出から取得・管理までの基本的な考え方を明確化

するため、知的財産ポリシーを制定し、職務発明等に関する運用

の明確化を図り、当該事務の適正化を実施している。知的財産権

に繋がる職務発明に関しては、交通安全環境研究所内に設置され

ている研究企画会議にて当機構の目的に沿った職務発明であるこ

とを確認した上で、知的財産化を行うこととした。 

令和５年度においては６件の産業財産権（特許権）の出願を行

った。 

 

４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（２）① 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

型式認証における基準適合性審査等 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議への参

加や諸外国の関

係機関との連携

等により、国際

進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議等への

参加や諸外国の

関係機関との連

携等により、国

進展する自動

車技術や型式認

証に係る新たな

国際相互承認制

度に対応すると

ともに、我が国

技術の国際標準

の獲得を目指す

国土交通省を支

援するため、専

門家会議への参

加や諸外国の関

係機関との連携

等により、国際

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

国際連合欧州経済委員会自動

車 基 準 調 和 世 界 フ ォ ー ラ ム

（UN/ECE/WP29）傘下の専門家会

議及び分科会の国際会議に出席

し、これらの会議において、実

際に審査を行う自動車認証審査

機関の立場から基準や試験方法

を提案するとともに関係者と意

見交換を行った。このうち、灯

火器に関する専門家会議におけ

るアンサーバック灯火を UNR48に

導入するための会議体である

Task force-Lamps Under Parked 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

新技術に対応し

た新たな基準や試

験方法について、

国連の自動車基準

調和世界フォーラ

ム

（ UN/ECE/WP29 ）

本会議のほか傘下

の専門家会合及び

分科会に参加し、

基準や試験方法の

提案並びに意見交

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

新技術に対応した新たな基準や試験方法について、国際連合欧州経済委

員会自動車基準調和世界フォーラム（UN/ECE/WP29）傘下の専門家会議

及び分科会の国際会議に出席し、これらの会議において、実際に審査を

行う自動車認証審査機関の立場から基準や試験方法を提案するととも

に、灯火の審査に精通している自動車認証審査部職員が共同議長に選出

され、今後、議論をリードすることにより、我が国の技術的な提案によ

る国際基準の獲得が高い確度で期待される。また、加えて、日本政府が

支援して建設中のインドネシア・ブカシ自動車認証試験場に関連して、

その運営体制の支援を行うため、インドネシア運輸省（MOT）及びイン

ドネシア自動車認証所（VTCC）の職員の訪日研修に参加し、速度計、騒

音防止装置等の基準における審査方法についての実地研修を行うなど、 

ソフト・ハード一体となった支援に貢献し、諸外国の関係機関との今後
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相互承認制度の

進展等に貢献し

つつ、新たな審

査内容への対応

に向けた知識及

び技能の習得を

図ること。 

際相互承認制度

の進展等に貢献

しつつ、新たな

審査内容への対

応に向けた知識

及び技能の習得

を図ります。 

相互承認制度の

進展等に貢献し

つつ、新たな審

査内容への対応

に向けた知識及

び技能の習得を

図ります。 

Conditions にて共同議長として

参画している。 

ベトナムで実施された官民会

議に参加し、自動車認証審査部

職員により、日本国内での認証

試験手順についての講義を行っ

た。また、ラオスで実施された

アジア専門家会議に参加し、速

度計の基準における審査方法に

ついての講義を行う等、東南ア

ジア諸国に対して自動車認証制

度に係る審査方法・技術向上の

ための支援を行った。インドネ

シア運輸省（MOT）及びインドネ

シア自動車認証所（VTCC）の職

員の訪日研修に参加し、速度

計、騒音防止装置等の基準にお

ける審査方法についての実地研

修を行った。その他、外部認証

機関との間で試験法や法規解釈

等に関する意見交換を行った。 

 

換を行った。この

う ち 、 Task 

force-Lamps 

Under Parked 

Conditions（※）

に灯火の審査に精

通している自動車

認証審査部職員が

共同議長に選出さ

れた。（（※）灯火

器に関する専門家

会議の傘下の駐車

状態のおける 灯

火器のふるまいを

議論する会議体) 

加えて、日本政

府が支援して建設

中のインドネシ

ア・ブカシ自動車

認証試験場に関連

して、その運営体

制の支援を行うた

め、インドネシア

運輸省（MOT）及

びインドネシア自

動 車 認 証 所

（VTCC）の職員の

訪日研修に参加

し、速度計、騒音

防止装置等の基準

における審査方法

についての実地研

修を行い、 ソフ

ト・ハード一体と

なった支援に貢献

した。 

以上の理由によ

り、所期の目標を

上回る成果が得ら

れており、Ａ評定

と認められる。 

の連携強化につなげることができた。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期の目標を上回る

成果が得られており、「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（２）② 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車の審査業務の高度化 

検査における基準適合性審査 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

        予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ること。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、自動

車の電子的な検

進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ります。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、改正法

に基づき、OBD 検

査に必要な技術

進展する自動

車技術に対応す

るため、審査事

務規程の改訂や

検査業務の実施

方法の高度化を

図ります。 

特に、自動車

技術の電子化及

び高度化の急速

な進展に対応す

るため、「道路運

送車両法の一部

を 改 正 す る 法

＜主な定量的指標＞ 

特になし。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

審査事務規程の改正を７回

実施し、このうち新たな自動

車技術に対応するための保安

基準等の改正に合わせた審査

事務規程の改正を３回行っ

た。 

また、高圧ガスを燃料とす

る自動車について、道路運送

車両法及び高圧ガス保安法の

二法令による規制を道路運送

車両法に一元化する法令改正

が行われ、これに伴い、新た

な審査方法等を規定するため

＜評定と根拠＞ 

 Ｂ 

業務実績のと

おり着実な実施

状況にあると認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確認できた。 
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査（以下「OBD 検

査」という。）に

必要な技術情報

を自動車機構が

一元的に管理す

ることとされ、

国土交通省が設

置する「車載式

故障診断装置を

活用した自動車

検査手法のあり

方検討会」最終

とりまとめ（平

成 31 年３月）に

おいて、OBD 検査

の対象及び開始

時期が決定され

た こ と を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始すること。ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始する

こと。 

また、自動車

機構が道路運送

情報を自動車機

構が一元的に管

理することとさ

れ、国土交通省

が設置する「車

載式故障診断装

置を活用した自

動車検査手法の

あり方検討会」

最終とりまとめ

（平成 31 年３

月）において、

OBD 検査の対象及

び開始時期が決

定されました。

こ れ ら を 踏 ま

え、令和３年９

月までに初期の

システム構築を

行い、同年 10 月

より検査対象車

両に関する技術

情報の管理を開

始 し ま す 。 ま

た、職員への研

修や自動車整備

事業者等に対す

る検査手法の周

知 ・ 技 術 的 支

援、当該事業者

等を含めたプレ

運用を実施した

うえで、令和６

年 10 月より OBD

検査による合否

判定を開始しま

す。 

 

 

また、自動車

機構が道路運送

律」（令和元年法

律第 14 号。以下

「改正法」とい

う。）に基づき、

電 子 的 な 検 査

（以下「 OBD 検

査」という。）に

必要な技術情報

を自動車機構が

一元的に管理す

ることとされ、

国土交通省が設

置する「車載式

故障診断装置を

活用した自動車

検査手法のあり

方検討会」最終

とりまとめ（平

成 31 年３月）に

おいて、OBD 検査

の対象及び開始

時期が決定され

ました。これら

を踏まえ、検査

対象車両に関す

る技術情報の適

切な管理を実施

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、令和６

年 10 月の OBD 検

の審査事務規程の改正も行っ

た。 

令和３年10月から検査対象

車両に関する技術情報の管理

を行う審査用技術情報登録シ

ステムの稼働を開始している

ところ、整備事業者が OBD 検

査を実施するために必要な利

用者管理システム、検査結果

参照システム及び特定 DTC 照

会アプリ等の設計・開発を行

い、令和５年４月に各システ

ムをリリースし整備事業者等

が利用する OBD 検査システム

として稼働を開始した。 

令和５年10月からは実際に

システムを利用して関係者の

習熟期間である OBD 検査プレ

運用を開始する等、令和６年

10 月からの OBD 検査の本格運

用開始に向け着実に準備を進

めた。 

また、国際自動車検査委員

会（CITA）の国際会議等にお

いて、我が国の OBD 検査制度

について紹介するとともに課

題の共有を行った。 
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車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者における OBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

すること。 

さらに、我が

国の OBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（ CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が

普及している地

車両法に基づい

て管理する技術

情報について、

自動車整備事業

者における OBD検

査に係る情報の

適切な入力・提

出を確保するた

めに自動車整備

事業者における

OBD 検査の運用状

況を調査すると

ともに、当該調

査結果も踏まえ

た当該技術情報

の不正利用の防

止対策を検討す

るなど、技術情

報 の 適 正 な 管

理・提供を確保

します。 

さらに、我が

国の OBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（ CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、アジア・

オセアニア等我

が国の自動車メ

ーカーが生産・

販売した車両が

普及している地

査による合否判

定の開始に向け

て、当該判定を

適切に行うため

のシステムの設

計・開発を着実

に進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、我が

国の OBD検査制度

について、車両

から読み出す情

報の拡充など、

国土交通省が行

う検査の高度化

の検討を支援す

るとともに、国

際自動車検査委

員会（ CITA）そ

の他の国際会議

等において普及

活動を行うとと

もに、自動車基

準認証国際化研

究 セ ン タ ー

（JASIC）との連

携を通じ、OBD 検

査等に係る技術
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域の検査機関等

に対する OBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めること。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

る OBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 

域の検査機関等

に対する OBD検査

等に係る技術的

協力の可能性を

検討するなど、

検査の海外展開

推進の支援に努

めます。 

【重要度：高】 

改正法を受け

て新たに実施す

る OBD検査に必要

な技術情報の管

理に係る事務を

はじめ、自動車

技術の電子化及

び急速な進展に

対応するための

検 査 の 高 度 化

は、自動車機構

の目的に照らし

て最も重要な取

組みである。 

 

的協力の可能性

を 検 討 す る な

ど、検査の海外

展開推進の支援

に努めます。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．２．（３） 新技術や社会的要請に対応した行政への支援 

自動車のリコール技術検証業務の高度化 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 2号、第 6号 

 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50件程度 

－ 69件 65件 57件   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

検証実験の実

施 

年間 

10件程度 

－ 11件 10件 11件   決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ  

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

合に対応するた

自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

と か ら 、 こ れ 

らの高度化・複

雑化する自動車

の新技術や不具

合に対応するた

自動運転シス

テム技術の日進

月歩での進展、

燃費や排出ガス

性能の向上等、

今後も自動車技

術の著しい発展

が見込まれるこ

とから、これら

の高度化・複雑

化する自動車の

新技術や不具合

に 対 応 す る た

＜主な定量的指標＞ 

・車両不具合の有無

等の詳細検討 

・検証実験の実施 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車技術の著しい発展による新技術や不具合に対応

するため、より専門性を有する職員の確保、育成や外部

機関との連携による体制の強化を図ることを目的として

以下のとおり取り組んだ。 

 

（ⅰ）高度化・複雑化する自動車の新技術や不具合への

対応 

技術的な検証を行う技術検証官は自動車の設計・開

発に関する高度な知識が必要とされるため、自動車の

新技術等に関する講演会へ出席し技術検証官の技術レ

ベルの向上を図った。 

＜評定と根拠＞ 

 Ｂ 

業務実績の

とおり着実な

実施状況にあ

ると認められ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確

認できた。 
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め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ること。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

え た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

の活用を進める

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ります。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

え た 車 両 不 具  

合の有無等の詳

細検討を 250 件

程度実施するこ

とにより、車両

不具合の有無等

の分析を進める

とともに職員の

育成を行い、併

せ て 技 術 検 証  

において、自動

車メーカーの報

告内容を確認す

るとともに、将

来の技術検証に

活用するための

知見を蓄積する

こ と を 目 的 と

し、検証実験を

50 件程度行うこ

と に 努 め 、 ま

た、海外事務所

等 も 利 用 し つ

つ、諸外国のリ

コール関連情報

の活用を進めま

め、より高い専

門性を有する職

員の確保・育成

や、外部機関と

の連携等、業務

体制の強化を図

ります。 

これらの目標

達成のために具

体的には、担当

職員による会議

において先進安

全自動車を含む

自動車の事故・

火災事例を踏ま

えた車両不具合

の有無等の詳細

検討を 50件程度

実施することに

より、車両不具

合の有無等の分

析を進めるとと

もに職員の育成

を行い、併せて

技術検証におい

て、自動車メー

カーの報告内容

を確認するとと

もに、将来の技

術検証に活用す

るための知見を

蓄積することを

目的とし、検証

実験を 10件程度

行 う こ と に 努

め、また、海外

事務所等も利用

しつつ、諸外国

のリコール関連

情報の活用を進

めます。 

（ⅱ）自動車の事故・火災事例を踏まえた車両不具合の

見分 

先進自動車を含む自動車の事故・火災事例を踏まえ

た車両の不具合の有無等の詳細検討（見分）におい

て、専門の知識を持った検証官による検討を 57 件行

った。 

（ⅲ）自動車メーカーからの報告内容の確認や将来の検

証実験に活用するための検証実験 

自動車メーカーからの報告内容を確認するととも

に、より高度化、複雑化する自動車技術の不具合への

対応など、将来の技術検証に活用するための知見を蓄

積する検証実験を行った。 

電気自動車の走行用バッテリの特性や取扱いの実験

などを含め令和５年度においては、年度計画における

数値目標を超える 11 件の検証実験を行った。また、

見分や検証実験については、部内の職員により構成さ

れる技術検証官会議や国土交通省との連携会議におい

て検討するとともに情報共有に努めた。 

（a）先進安全技術の特性を把握する実験 

自動車ユーザーから国土交通省に先進安全技術に

関する情報が数多く寄せられている。その中には、

装置の不要作動なども含まれている。このため、先

進安全技術を搭載した車両の特性を把握する実験を

行い、将来の技術検証に活用するための知見の蓄積

を図った。 

（b）電気自動車の走行用バッテリの特性や取り扱い

に係る調査 

電気自動車の走行用バッテリについて、走行方法

や使用方法の影響や取扱いの注意点を把握するため

の実験を行った。 
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こと。 す。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．３．(１). 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

自動車基準の国際調和への支援 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

WP29 専門家会

議等における

発表 

年間 

６回程度 

－ ９回 10回 13回   予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

        決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

        経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785   

        経常利益（百万円） △129 7 66   

        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

        従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ること。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

ム 海 外 展 開 戦 略

これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ます。 

【重要度：高】 

『インフラシステ

ム 海 外 展 開 戦 略

これまでの研究成

果や技術評価・認証

審査の知見を活用し

て、自動車基準の国

際調和及び鉄道シス

テムの海外展開への

支援のため、試験方

法等について積極的

な提案を着実に進め

ます。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

WP29 専門家会議

等における発表 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

研究成果や技術評

価・認証審査の知見

を活用して、我が国

技術に係る国際基

準・試験方法のより

＜主要な業務実績＞ 

自動車が基幹産業である日本は、日本の

優れた技術を国際標準化することにより国

際競争で優位となることから、インフラシ

ステム海外展開戦略 2025（令和３年６月改

訂版）の「第２章 具体的施策の柱」におけ

る「５．質の高いインフラと、現地との協

創モデルの推進」の（２）現地の社会課題

に対するソリューション基盤の構築（C）我

が国のソリューション提案力の強化の国際

標準化・ルール形成の自動車において、「自

動車の自動運転について、今後の我が国の

成長産業となるよう、国連自動車基準調和

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

WP29 の専門家

会 議 等 に お い

て、基準案に不

可欠な要件に関

する提案につい

て 13 件（達成率

217％）の発表を

行った。 

また、WP29 の

専門家会合及び

作業部会等にお

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

自動車基準の国際調和に関する年度計画において、

専門家会議等で基準案に不可欠な要件に関する提案

を職員が６回程度発表するという目標に対して、13

件（達成率217％）の発表を行い、目標を上回る達成

率となった。 

また、WP29 の専門家会合及び作業部会等における

交通安全環境研究所の存在感の向上を目指し、会議

に参画する立場から、令和５年度においては 37 の会

議のうち、６つで議長職等を務め、議論を主導する

など、国際基準調和への支援等を行った。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、
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2025』（令和２年 12

月改訂）において

は、国際標準化・ル

ール形成の推進が掲

げられており、自動

車基準の国際調和並

びに我が国鉄道産業

の活性化及び国際競

争力の確保を図る必

要がある。 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ーラム 

（ UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を

進めることが出来る

よう努めること。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

30 回程度発表を行

うとともに、国内に

おける国際基準調和

に向けた検討にも積

2025』（令和２年 12

月）においては、国

際標準化・ルール形

成の推進が掲げられ

ており、自動車基準

の国際調和並びに我

が国鉄道産業の活性

化及び国際競争力の

確保を図る必要があ

る。 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ーラム 

（ UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を 

進めることが出来る

よう努めます。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

30 回程度発表を行

うとともに、国内に

おける国際基準調和

に向けた検討にも積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国技術の国際

標準の獲得を目指し

た国土交通省の自動

車基準調和世界フォ

ーラム 

（ UN/ECE/WP29）等

における活動を支援

するため、職員を我

が国代表の一員とし

て同フォーラム傘下

の専門家会議等に技

術専門家として積極

的に参加させ、交通

安全環境研究所の研

究成果を基に基準策

定に貢献することに

より、我が国が主導

して国際基準調和を

進めることが出来る

よう努めます。 

これらの目標達成

のために具体的に

は、専門家会議等に

おいて基準案に不可

欠な要件に関する提

案について、職員が

６回程度発表を行う

とともに、国内にお

ける国際基準調和に

向けた検討にも積極

積極的な提案や、体

制整備を着実に進め

ているか。 

世界フォーラムにおける車両に関する国際

的な技術基準の策定等の制度設計を推進す

る。」こととしている。そのため、国土交通

省は、世界で初めて自動運転レベル３の認

証取得といった高度な技術を有する日本の

企業が、より活動しやすい環境を整備する

ため、自動車にかかる国際基準調和を積極

的に推進している。 

そのため、交通安全環境研究所は、自動

車の安全・環境問題に関する国際基準を策

定する国連欧州経済委員会自動車基準調和

世界フォーラム(UN/ECE/WP29)の諸活動に恒

常的に参画し、研究部門における基準策定

支援研究の成果及び認証審査部門における

審査方法の知見を活用し、新たな国際基準

の提案や、基準策定に必要なデータの提供

等を積極的に行うことによって、国土交通

省の自動車基準調和活動の技術的支援を行

っている。 

特に、最近の自動車の技術基準の国際調

和については、自動運転、セキュリティ対

策、排出ガス不正ソフト対策等、新たな技

術課題に対応した新たな基準や国連規則の

制定等が進んでおり、このような高度かつ

複雑化した新たな技術課題について国際基

準調和に関する課題に取り組む必要がある

ため、平成 30 年４月に国際調和推進統括を

設置した。 

さらに、自動運転に向けた技術が急速に

進化していることから、平成 30 年６月の

WP29 において、ブレーキ・走行装置専門家

会合（GRRF）を改編し、自動運転専門家会

合（GRVA）が新たに設置されるとともに、

自動運転に必要な基準を整備するために

GRVA 傘下に６つの作業部会が設置されるこ

ととなった。現在は５つの専門家会合に参

加している。 

令和３年度から、自動車技術総合機構は

第２期中計画となったが、自動車基準の国

際調和への支援は引き続き継続して行うこ

ととしており、新型コロナウイルスの感染

ける交通安全環

境研究所の存在

感の向上を目指

し、参画した 37

の会議のうち、

６つ（約 16％）

で議長職等を務

め、議論を主導

した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

所期の目標を上回る成果が得られていると認められ

ることから「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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極的に参画するこ

と。 

極的に参画します。 的に参画します。 防止のため、令和３年度は国際会議への参

加はすべて Web 会議での参加となったが、

令和４年度の途中からは、新型コロナウイ

ルスの影響を踏まえて WP29 及び専門家会合

は対面を基本とした形で開催されるように

なった。一方で、国際会議の設定のし易さ

から、作業部会は引き続き web 会議でも開

催され、これらの場で交通安全環境研究所

の研究成果に基づく基準案の提案等を行

い、新たな国連規則案の承認等に貢献し

た。国際会議開催の概要を以下に記す。 

国際調和推進統括の下で、環境研究部及

自動車安全研究部で行った先進的な技術要

件のための研究成果に基づき、自動車認証

審査部におけるこれまでの審査方法の知見

を活かして、国が行う基準案策定を技術的

に支援した。具体的には、UN/ECE/WP29 傘

下の７つの専門家会合及びその傘下の作業

部会に、必要に応じて研究部門と自動車認

証審査部から共に出席する体制とした。基

準案原案策定のための作業部会には、若手

職員を担当させることによって育成に務め

た。 

令和５年度における WP29 の会議体への出

席は、WP29 の傘下の５つの専門家会合

（GR）に年間で11回のべ28人が参加した。

その他 32 の作業部会等に年 194 回参加し、

参加者はのべ 317 人であった。全体では、

37 の会議に年 205 回、のべ 345 人が参加し

た。また、WP29 の傘下の作業部会等のう

ち、６つの会議（全体の約 16%に相当）で

副議長、共同議長及び事務局を務め、会議

を主導した。 

交通安全環境研究所は、WP29 の専門家会

合及び作業部会等に参加する中で、交通安

全環境研究所の役割を踏まえてより一層貢

献していくことを目指して、必要な場合は

作業部会等の議長職(議長、副議長、事務

局)も行いつつ、日本の主張を基準に反映さ

せるように提案を行い、議論を主導してい

くこととしている。なお、令和５年度に交
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通安全環境研究所から参加した WP29 の傘下

の国際会議は以下のとおり。 

【職員が参加した会議（全 37件）】 

➢ GRSP（衝突安全専門家会合） 

➢ GRVA（自動運転専門家会合） 

➢ GRPE（排出ガス・エネルギー専門家会

合） 

➢ GRBP（騒音・タイヤ専門家会合） 

➢ GRE（灯火器専門家会合） 

➢ WP29 ITS Task Force on Vehicular 

Communications 

➢ EBSIG (Electro-Mechanical Braking 

Special Interesting Group) 

➢ ADAS TF (Task Force on Advanced 

Driver Assistance Systems) 

➢ FRAV (Functional Requirements for 

Automated and Autonomous Vehicles) 

➢ VMAD (Validation Methods for 

Automated Driving) 

➢ FRAV/VMAD joint session 

➢ CS/OTA (Cyber Security and (OTA) 

software updates) 

➢ ACPE (Acceleration Control for Pedal 

Error) 

➢ EqOP (Equitable Occupant Protection) 

➢ DPPS (Deployable Pedestrian 

Protection System) 

➢ EVS (Electric Vehicle Safety) 

➢ Special Interesting Group on Thermal 

Propagation 

➢ STCBC (Safer Transport of Children 

in Buses and Coaches) 

➢ UNR16 SBR (Seat Belt Reminder) Ad-

hoc group meeting 

➢ GRSP Task force on the transposition 

of GTR13 Phase2 into UNR134 

➢ Ad-Hoc Group UNR16-split 

➢ UNR16 Interested Parties meeting on 

Belt slack proposal by Japan 

➢ Ad hoc meeting for UNR137 THCC for 

N1<2.8t steered by Japan 
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➢ GRSP TF on AVRS (Automated Vehicles-

Regulatory Screening) 

➢ TF-QRTV (Quiet Road Traffic 

Vehicles) 

➢ TF-VS (Task Force on Vehicles Sound) 

➢ RD-ASEP (Real Driving Additional 

Sound Emission Provision) 

➢ GRBP-PRIORITIES meeting 

➢ EMC (Electromagnetic Compatibility) 

➢ SLR (Simplification of the Lighting 

and Signalling Regulations) 

➢ GRE TF on AVSR (Autonomous Vehicle 

Signalling Requirements) 

➢ PMP (Particle Measurement Programme) 

➢ EPPR (Environmental and Propulsion 

Performance Requirements of L-

category vehicles) 

➢ EVE (Electric Vehicles and the 

Environment) 

➢ A-LCA (Automotive-Life Cycle 

Assessment) 

➢ Ad-Hoc meeting on preperation of FE 

harmonization workshop in May 

➢ Task force-Lamps Under Parked 

Conditions 

令和５年度に開催された専門家会議、作

業部会等において、基準案に不可欠な要件

に関する提案について、職員が 13 回の発表

を行った。 

また、WP29 傘下の各専門家会合、及びそ

の傘下に設置された作業部会等において、

以下の活動を行った。 

○衝突安全専門家会合(GRSP) 

第 73 回 GRSP において、UN-R137 の N1

カテゴリーの傷害値を高齢者対応とする

基準改正提案の必要性を示す事故調査結

果(GRSP-73-27)の作成と紹介を交通安全

環境研究所職員が行った。そして、第 74

回 GRSP において改定案をフォーマルドキ

ュメントで提案したが、イタリアが国内

事情から反対をした。そこで、GRSP 後に
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イタリアと議論して合意できる妥協案を

作成し、第 75回 GRSPで提案予定である。

この議論を、交通安全環境研究所職員が

サポートした。交通安全環境研究所の調

査結果から UN-R16 で後席のバックルベル

トの余長を制限する基準改定案を作成

し、第 73回 GRSPでその理由と確認方法、

試験方法（GRSP73-29）の作成と紹介を交

通安全環境研究所職員が行った。そし

て、第 74 回 GRSP で改定案をフォーマル

ドキュメントで提案して合意した。但

し、UNR16の分割案を第 75回 GRSPで提案

して合意する予定であることから、今回

の日本提案の改定案は 2024年５月の GRSP

で WP29 への上程のタイミングを決める予

定である。歩行者保護基準の GTR である

GTR9 で、アクティブ保護装置の試験方法

の明確化を目的とした DPPS（Deployable 

Pedestrian Protection Systems）インフ

ォーマルワーキングでは、改正文案の検

討小会議に参加してドキュメント作成に

貢献した。バスの子供乗員の安全性につ

いて大人と同じレベルまで確保する新基

準を策定する STCBC（Safer Transport of 

Children in Buses and Coaches）インフ

ォーマルワーキングでは、交通安全環境

研究所職員が改定文案のドキュメント作

成に貢献した。電気自動車の安全性に関

する EVS（Electric Vehicle Safety）イ

ンフォーマル会議では、現在、Phase2 と

して、バッテリの熱連鎖試験、振動試

験、被水試験の議論が行われている。交

通安全環境研究所の職員が事務局として

会議運営を担当し、アジェンダやスケジ

ュールの管理を行っている。また第 26

回、第 27 回 EVS 作業部会はそれぞれパ

リ、東京を会場にハイブリッド開催とな

ったが、セクレタリとして質高くサポー

トし、会議の運営に貢献した。 

 

○自動運転専門家会合（GRVA） 
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４つのサブグループ（SG1～SG4）を含

め、交通安全環境研究所の職員も積極的

に参加している VMAD インフォーマル会議

にて作業が行われた自動運転車の試験法

（New Assessment and Test Method）と、

交通安全環境研究所の職員も積極的に参

加している FRAV インフォーマル会議にて

作業が行われた自動運転車の安全性要件

（ガイドライン）を統合した自動運転車

の ガ イ ド ラ イ ン （ Guidelines and 

recommendations for ADS safety 

requirements,assessments and test 

methods to inform regulatory 

development）が第 18 回 GRVA にインフォ

ーマル文書として提出された。同ガイド

ラインは令和６年５月の GRVA にフォーマ

ル文書を提出し、令和６年６月の第 193

回 WP29 で採択される見通しとなった。レ

ベル２以下の運転支援機能（ Driver 

Control Assistance System 、 以 下 、

DCAS）の新規則策定のための作業は令和

４年度に引き続き令和５年度も TF ADASに

て行われた。交通安全環境研究所職員も

積極的に会議に参加し、日本の意見、提

案をドラフトに反映させる作業に貢献し

た。新規則ドラフト（00 シリーズ）は

2024 年１月に開催された第 18 回 GRVA で

合意され、2024年３月の第 192回 WP29で

採択された。乗用車のペダル踏み間違い

時加速抑制装置（Acceleration Control 

for Pedal Error、以下、ACPE）の新規則

策定のための ACPE インフォーマル会議が

令和５年度中に５回開催され、交通安全

環境研究所の職員も積極的に参加した。

また、５回のうち３回の会議において、

交通安全環境研究所が実施した実車実験

の結果を報告した。新規則ドラフトは

GRVA に提出され、2024 年５月に開催され

る第 19 回 GRVA で審議されることとなっ

た。サイバーセキュリティ基準とソフト

ウェアアップデート基準は、令和３年１
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月に国連規則として発効した。同基準の

各国での実装が進む中で、同基準の解釈

の明確化や関連する審査試験の詳細等に

関して各国から質問が挙がっており、同

ワークショップで整理を行っている。令

和６年１月にはワークショップの会合が

実施され、交通安全環境研究所の職員が

会議の進行と書記、また GRVA への報告を

行った。今回の会合では、車検とサイバ

ーセキュリティ基準との整合や、自動車

メーカーの体制審査の更新に関する議論

等を行った。 

 

○排出ガス・エネルギー専門家会合

（GRPE） 

EVEインフォーマル会議では、今年度、

GTR21（システム出力）、GTR22（乗用車車

載バッテリ耐久要件）の改正ドキュメン

トを提出した。重量車バッテリ耐久 GTR

については議論中。GTR21は精度要件、集

積システムを考慮した CAN シグナル活用

を認める提案。GTR22はカテゴリ２の規制

値、V2Xの検証要件に関する内容。策定さ

れたこれら改正案は、GRPE にて承認さ

れ、令和６年６月に開催される WP29 に上

程される。交通安全環境研究所は副議長

を担当しており、基準策定の過程の議論

を主導してきた。また、重量車バッテリ

耐久 GTR の議論においては、日本案とし

て提案する評価手法について交通安全環

境研究所で実験を行い、インフォーマル

会議でデータを報告し、本試験要件の提

案を行うことで、これらの基準策定に貢

献した。自動車ライフサイクルアセスメ

ント（A-LCA）専門家会議は交通安全環境

研究所の職員が共同議長を務めており、

令和５年度は９回(web開催を含む)開催さ

れた。A-LCA 専門家会議では、自動車の

（製造、使用、廃棄等の）ライフステー

ジごとに専門家グループを発足し詳細な

議論を開始したこと、また統計データで
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はなく実測での地球温暖化ガスの排出値

をより広い項目で取得するための方策等

について議論を行っており、令和７年 11

月の A-LCA ガイダンス成立を目指してい

る。A-LCAインフォーマル会議傘下のサブ

グループの１つに燃料・エネルギー関連

の評価方法を検討する SG6 がある。令和

５年度から交通安全環境研究所職員は SG6

にて共同リーダーを務めており、サブグ

ループにおける燃料エネルギー関連の評

価手法に関する議論を主導した。RDEイン

フォーマル会議では、これまで交通安全

環境研究所から国内で得られた調査結果

を提出するなど技術的見地から支援を行

ってきた。なお RDE については令和６年

３月に UNR168 として国連規則としての路

上走行試験法（UNR-RDE)が発効した。 

 

○騒音・タイヤ専門家会合(GRBP） 

四輪車の騒音規制に関する国連規則第

51 号（UN-R51）及び二輪車の騒音規制に

関する国連規則第 41 号（UN-R41）では、

試験法で規定されている加速走行の条件

だけ騒音が小さくなるようにすることを

防止するための規定があるが、その確認

方法が煩雑で効果が見込めるかが不透明

であるとの課題から、インフォーマル会

議を設置して試験法の見直しが行われて

いる。当該会議においては、第 78回 GRBP

（令和５年８月）において新たに交通安

全環境研究所の職員が共同議長を担当

し、国際的な議論を主導した。自動車騒

音対策の今後の方向性について議論を行

っている Task Force on Vehicle Sound

（TFVS）においては、交通安全環境研究

所がこれまでに実施してきた騒音の街頭

検査効率化のための研究について、１件

の発表を行い、成果のアピールを行っ

た。 

 

○灯火器分科会（GRE） 
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４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 

  

第 88 回 GRE（令和５年４月）では、令

和４年に合意された灯光の配光制御によ

り車両前方に情報提示を行う路面描画に

ついて、車両の予測軌道を変形させなが

ら提示する新たな描画方法が提案され

た。この提案に対して交通安全環境研究

所は、周囲の交通参加者への悪影響に関

する技術的な評価が不十分であることを

指摘し、再審議に持ち込んだ。同じ会議

において、夜間の方向指示器、後退灯の

視認性向上を目的とした信号灯路面描画

のデモンストレーションが実施され、交

通安全環境研究所が実施した信号灯路面

描画の有効性に関する研究実績について

言及した。この研究実績は令和５年９月

の国際学会（ISAL）において口頭発表

し、今後の基準化の議論、判断に資する

資料として提供した。第 89 回 GRE（令和

５年 10 月）では車両が自動運転中である

ことを示す自動運転マーカーランプのデ

モンストレーションが実施され、ドイツ

の自動車メーカーにより SAE J3134 や中

国 GB 規格のドラフトに基づくブルーグリ

ーン色のランプを装備した実車の見え方

が共有された。交通安全環境研究所は

2023 年度に自動運転マーカーランプに関

する一般ドライバの意識調査や、適切な

光度、設置位置、光度変化などを明確に

するためのモニター評価実験を実施し、

今後の議論に活用する研究成果を蓄え

た。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．３．（２） 自動車基準国際調和及び鉄道システムの海外展開への支援 

鉄道システムの海外展開への支援 

  ①ISO、IEC等への参画 

  ②国際的な認証審査・規格適合性評価の推進等 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第 4号、第 5号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ① 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

国 内 で の

ISO、IEC 等の

専門家会議へ

参加 

年間 

14回程度 

－ 21回 22回 24回   予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

認証審査及び

規格適合性評

価に係る受託

契約の完遂率

を 100% 

100% 100% 100% 100% 100%   決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

        経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785   

        経常利益（百万円） △129 7 66   

        行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

        従事人員数 43 53 53   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ①ISO、IEC 等へ

の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

①ISO、IEC 等へ

の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

①ISO、IEC 等へ

の参画 

ISO（国際標準

化機構）、IEC（国

際電気標準会議）

等の国際標準化活

＜主な定量的指標＞ 

・ISO、IEC 等の専

門家会議への参加 

・認証審査及び規格

適合性評価に係る受

託契約の完遂率 

＜主要な業務実績＞ 

国際標準化活動に関係す

る国内での ISO、IEC 等の専

門家会議として、国際標準

化機構の鉄道分野専門委員

会（ISO/TC269）、及び音響

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

我が国の優れ

た鉄道技術・規

格の国際標準化

の推進に貢献す

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

我が国の優れた鉄道技術・規格の国際標準化の推進に貢献するため、関係する

国内での ISO、IEC 等の専門家会議への参加について、目標 14 回に対して 24 

回参加（達成率：約 171%）した。 

また、我が国の鉄道システムの海外展開を支援するため、認証審査及び規格適
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動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

すること。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC 

等の専門家会議へ

70 回程度参加す

ること。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行うこと。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100%とするこ

と。また、海外で

の認知度向上に努

めること。 

 

動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

します。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC 

等の専門家会議へ

70 回程度参加し

ます。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行います。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100% と し ま

す。また、海外で

の認知度向上に努

めます。 

動に参画し、我が

国の優れた鉄道技

術・規格の国際標

準化の推進に貢献

します。 

これらの目標達

成のために具体的

には、関係する国

内での ISO、IEC

等の専門家会議へ

14 回程度参加し

ます。 

 

②国際的な認証審

査・規格適合性評

価の推進等 

 我が国鉄道シス

テムの海外展開を

支援するため、認

証審査及び規格適

合性評価を積極的

に行います。これ

らの目標達成のた

めに具体的には、

認証審査及び規格

適合性評価に係る

受託契約の完遂率

を 100% と し ま

す。また、海外で

の認知度向上に努

めます。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

専門委員会（ISO/TC43）、並

びに国際電気標準会議の鉄

道用電気設備とシステム専

門委員会（IEC/TC9）及び生

体影響に関する電磁界計測

の 標 準 化 専 門 委 員 会

（IEC/TC106）等に係る国内

の専門家会議に計 24 回参加

し、我が国の優れた技術を

推進すべく、研究成果に基

づいた知見等を提供した。 

認証審査及び規格適合性

評価を実施し、我が国鉄道

システムの海外展開を支援

するための活動に取り組ん

だ。 

具体的には、令和５年度

末までの終了予定 10 案件全

てに対し成果物を発行し、

認証審査及び規格適合性評

価に係る受託契約について

100%完遂した。なお、認証

機関として認証書を発行し

た件数については、令和５

年度は１案件（規格数とし

ては４件）であった。 

また、令和５年度に新規

に 12 案件の受託契約を行っ

たが、継続案件を含めた業

務規模に安定的・継続的に

対応できる体制を確保し

て、業務を遂行した。 

さらに、鉄道の信号分野

における保安装置等の計

画・導入・開発業務での課

題の解決の一助となるよ

う、「新技術と国際規格セミ

ナー」（web 開催）として、

保安システムの処理の高度

化、汎用技術の活用、次世

代通信、サイバーセキュリ

るため、関係す

る国内での ISO、

IEC等の専門家会

議へ 24 回参加

（達成率 171%）

した。 

また、我が国

の鉄道システム

の海外展開を支

援するため、認

証審査及び規格

適合性評価に係

る受託契約の完

遂率 100%を達成

した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

合性評価に係る受託契約を積極的に獲得し、受託契約額が過去比較で増加して

いる中でも完遂率 100%を達成した。 

さらに、新たに客員専門調査員を委嘱して職員の業務能力強化を図ることによ

り、今後の需要増加にも対応できる体制を構築した。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期の目標を上回る成果が

得られていると認められることから「Ａ」評定とした。 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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ティなどの分野で活躍され

ている研究者とともに、国

際規格における適用の方法

や考え方を紹介するセミナ

ーを、令和５年５月から令

和６年１月までの間に計４

回開催した。 

海外での認知度向上に関

しては、関係メーカーの協

力を得つつ、海外鉄道プロ

ジェクトにおける認証活用

実績リストを交通安全環境

研究所 HP に掲載するととも

に、鉄道技術の総合見本市

である「鉄道技術展」（令和

５年 11月８日～10日に幕張

メッセ(千葉県)で開催）に

おいてパネル展示を行い、

知名度向上に努めた。 

これらにより、関係メー

カー等からの業務需要に確

実に対応し、認証書の発行

や規格適合性に関する報告

書の発行を通じ、我が国鉄

道システムの海外展開に貢

献した。 

 

４．その他参考情報 

機構の業績向上努力により、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前に検討する仕組みを構築して、国及び民間からの受託研究を積極的に獲得しても完遂できる体制を整えた結果、受託契約額が

過去比較で増加し自己収入が拡大した。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ．４．（１）（２）

（３） 

その他国土交通行政への貢献 

盗難車両対策 

点検・整備促進への貢献等 

関係機関との情報共有の促進 

業務に関連する政策・

施策 

5   安全で安心できる交通の確保、治安・生活の確保 

 17  自動車の安全性を高める 

当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 

独立行政法人自動車技術総合機構法第 12 条第１号、第 6号 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

 

２．主要な経年データ 

 ② 主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

検査員研修

等への講師

派遣回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179回 1,564 回 1,857回   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

        決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

        経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

        経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

        行政コスト（百万円） 18,717 20,990 24,579   

        従事人員数 1,032 1,043 1,057   

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 自動車の盗難防

止等を図るため、

車台番号の改ざん

等の盗難や不正が

疑われる受検事案

があった場合に

は、速やかに国土

交通省へ通報する

こと。 

 

また、OBD 検査

自動車の盗難

防止等を図るた

め、車台番号の

改ざん等の盗難

や不正が疑われ

る受検事案があ

った場合には、

速やかに国土交

通省へ通報しま

す。 

また、OBD 検査

自動車の盗難

防止等を図るた

め、車台番号の

改ざん等の盗難

や不正が疑われ

る受検事案があ

った場合には、

速やかに国土交

通省へ通報しま

す。 

また、OBD 検査

＜主な定量的指標＞ 

検査員研修等への

講師派遣回数 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

自動車の盗難防止等に貢

献するためネットワークシ

ステムを活用し、車台番号

等の改ざん事例を全国展開

することにより、改ざん等

に対する職員の確認能力の

向上を図るとともに、同一

車両が他の地域において通

過することのないようにし

ている。これらの取組みに

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

国土交通省が

行う検査員研修

等への講師派遣

依頼に対して、

1,857 回(達成率

185%)、2,165 名

の 職 員 を 派 遣

し、審査事務規

定について講義

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

国土交通省が行う検査員研修等について、目標では年間 1,000 回程度講師派遣

するとされていたところ、1,857 回を講師派遣（達成率：約 185％）した。研

修では審査事務規程について講義して、受講者の理解を深めるとともに、令和

６年 10 月の OBD 検査の本格運用開始に向けて、OBD 検査の概要や OBD 検査

システムについて周知を行った。また、車台番号の改ざんなどが疑われる受検

車両を全国で67件発見し国土交通省に通報し、そのうち２件の盗難車の発見に

貢献した。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期の目標を上回る成果が

得られていると認められることから「Ａ」評定とした。 
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システムを活用

し、車台番号の改

ざんの検出や検査

における同一性確

認を効率的に行う

手法を検討するこ

と。 

 

適切な点検・整

備及びリコール改

修の促進のため、

国土交通省と連携

して啓発活動を行

い、また、国土交

通省が行う指定自

動車整備事業者の

検査員研修等に講

師を派遣するなど

の支援に努めるこ

と。 

 

 

また、自動車特

定整備事業者が行

う点検・整備につ

いても、自動車機

構が構築する OBD

検査システムとの

連携を通じ、促進

を図ること。 

【指標】 

● 国土交通省

が実施する検査等

に係る研修等への

講師の派遣状況

（評価指標） 

 

 

国土交通省から

提供される車両諸

元情報を検査業務

システムを活用

し、車台番号の

改ざんの検出や

検査における同

一性確認を効率

的に行う手法を

検討します。 

 

適切な点検・

整備及びリコー

ル改修の促進の

ため、国土交通

省と連携して啓

発活動を行い、

また、国土交通

省が行う指定自

動車整備事業者

の検査員研修等

に講師を 5,000回

程度派遣するな

どの支援に努め

ます。 

また、自動車

特定整備事業者

が行う点検・整

備についても、

自動車機構が構

築する OBD検査シ

ステムとの連携

を通じ、促進を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省か

ら提供される車

両諸元情報を検

システムを活用

し、車台番号の

改ざんの検出や

検査における同

一性確認を効率

的に行う手法を

検討します。 

 

適切な点検・

整備及びリコー

ル改修の促進の

ため、国土交通

省と連携して啓

発活動を行い、

また、国土交通

省が行う指定自

動車整備事業者

の検査員研修等

に講師を 1,000回

程度派遣するな

どの支援に努め

ます。 

また、自動車

特定整備事業者

が行う点検・整

備についても、

自動車機構が構

築する OBD検査シ

ステムとの連携

のあり方に関す

る検討を進めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より改ざんが疑われる受検

車両を全国で 67 件発見し国

土交通省へ通報を行い、そ

のうち２件の盗難車の発見

に貢献した。 

また、盗難車の発見に貢

献した職員は業績表彰の対

象にすることとし、職員の

意欲向上に努めた。 

その他、令和５年４月の

OBD検査システムのリリース

により、盗難車両であるこ

とを発見するための有効な

手段として、検査用スキャ

ンツールを活用した不正発

見の事例に基づき導入し

た、OBD 検査システムへの

VINの読取り機能の活用が可

能となった。 

 

適切な点検・整備を促進

する観点から、審査結果が

不適合であった車両の受検

者に対して、測定結果等の

審査結果情報の提供をし

た。 

また、リコールに該当す

る不具合の早期発見と迅速

な措置に繋がるよう車両の

不具合情報の収集に努め、

設計製造に起因するおそれ

のある不具合情報を国土交

通省に報告した。 

加えて、OBD検査システム

に入力した車両情報からリ

コール情報等を容易に検索

できるよう機能を付与し自

動車整備事業者の利便性を

考慮したシステム開発を行

った。 

国土交通省が行う自動車

したほか、 OBD

検査の概要やシ

ステムについて

も 講 義 を 行 っ

た。 

また、車台番

号の改ざんなど

が疑われる受検

車両を国土交通

省に通報し、２

件の盗難車の発

見に貢献した。 

以上の理由に

より、所期の目

標を上回る成果

が 得 ら れ て お

り、Ａ評定と認

められる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

 

＜その他事項＞ 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 
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に活用できるよう

データベース化を

令和４年度中に検

討すること。 

 

また、大規模災

害等に備えてハー

ド、ソフト面で国

土交通省や関係機

関との連携を図る

こと。 

査業務に活用で

きるようデータ

ベース化を令和

４年度中に検討

します。 

また、大規模

災害等に備えて

ハード、ソフト

面で国土交通省

や関係機関との

連 携 を 図 り ま

す。 

 

 

 

 

 

 

また、大規模

災害等に備えて

ハード、ソフト

面で国土交通省

や関係機関との

連 携 を 図 り ま

す。 

 

検査員研修等の講師派遣依

頼を受け、令和５年度は

1,857 回の研修等に対し

2,165名の職員を派遣し、審

査事務規定についての講義

を行った。 

また、検査員研修等の機

会を捉え、自動車整備事業

者への OBD検査の概要や OBD

検査システムの周知を図っ

た。 

本部と交通安全環境研究

所、各地方検査部等とが連

携し、令和６年能登半島地

震をはじめとして震度５強

以上の地震や大雨、台風、

大雪等、頻発する自然災害

等による職員の安否、施設

への被害状況、業務継続の

可否等の情報を国土交通省

や関係機関と共有して連携

を図った。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ．１．（１）（２）

（３） 

  ２．（１）（２）

（３） 

業務運営 

一般管理費及び業務経費の効率化目標等、調達の見直し、業務運営の情報化・電子化の取組 

組織運営 

要員配置の見直し、その他実施体制の見直し、人事に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

一般管理費（運営費

交付金を充当して行

う業務に限る。人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の効率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を６％

程度削減 

－ ０％ ０％ ０％   年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 

業務経費（運営費交

付金を充当して行う

業務に限る。人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）の効率化 

中期目標期間中

に見込まれる当

該経費総額（初

年度の当該経費

相当分に５を乗

じた額）を２％

程度削減 

－ ０％ ０％ ０％   年度計画で数値を定量化していな

いため、中期計画最終年度におい

て達成度の算出を行う。 

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 運営費交付金を充当

して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

運営費交付金を充当

して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

運営費交付金を充当

して行う業務について

は、一般管理費（人件

費、公租公課等の所要

＜主な定量的指標＞ 

・一般管理費の効率

化 

・業務経費の効率化 

＜主要な業務実績＞ 

実施計画策定段階において、

必要以上の金額となっていない

か精査を行い経費の削減に努め

＜評定と根拠＞ 

 Ｂ 

業務実績のとお

り着実な実施状況

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であると確

認できた。 
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額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期目標期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期目標期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制すること。 

 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27年 5月 25日総務大

臣決定）等を踏まえ、

公正かつ透明な調達手

続による適切で迅速か

つ効果的な調達を実現

する観点から、毎年度

策定する「調達等合理

化計画」に基づく取組

を着実に実施し、調達

の効率化、コスト縮減

を図ること。 

また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

について」（平成 26 年

10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理局

長通知）に基づき、公

額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期計画期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期計画期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制します。 

 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務

大臣決定）等を踏ま

え、公正かつ透明な調

達手続による適切で迅

速かつ効果的な調達を

実現する観点から、毎

年度策定する「調達等

合理化計画」に基づく

取組を着実に実施し、

調達の効率化、コスト

縮減を図ります。 

また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

について」（平成 26 年

10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理局

長通知）に基づき、公

額計上を必要とする経

費及び特殊要因により

増減する経費を除く。）

について、中期計画期

間中に見込まれる当該

経費総額（初年度の当

該経費相当分に５を乗

じた額）を６％程度、

業務経費（人件費、公

租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び

特殊要因により増減す

る経費を除く。）につい

て、中期計画期間中に

見込まれる当該経費総

額（初年度の当該経費

相当分に５を乗じた

額）を２％程度、それ

ぞれ抑制します。 

 

「独立行政法人にお

ける調達等合理化の取

組の推進について」（平

成 27 年 5 月 25 日総務

大臣決定）等を踏ま

え、公正かつ透明な調

達手続による適切で迅

速かつ効果的な調達を

実現する観点から、「令

和５度調達等合理化計

画」を策定し、当該計

画に基づく取組を着実

に実施し、調達の効率

化、コスト縮減を図り

ます。 

また、随意契約につ

いては「独立行政法人

の随意契約に係る事務

について」（平成 26 年

10 月１日付け総管査第

284 号総務省行政管理局

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

ている。 

また、予算の執行状況を逐次

把握のうえ、四半期毎に不用額

を引き上げることで経費の抑制

に努めた。 

 

「令和５年度独立行政法人自

動車技術総合機構調達等合理化

計画」に基づき、契約監視委員

会において点検・見直しを実施

するとともに、同計画において

調達の改善等を図る観点から、

重点的に取り組む分野に掲げた

審査上屋における改修工事に関

する調達については、引き続

き、入札情報の業界誌への掲載

依頼などの周知方法を活用し、

入札の競争性向上に努めた。 

また、隣接する他の研究機関

と交通安全環境研究所におい

て、昨年度に引き続き共同調達

を実施。加えて、令和５年度か

ら独立行政法人国際観光振興機

構と自動車技術総合機構本部に

おいてコピー用紙購入の共同調

達を開始したことにより共同調

達の件数は５件となった。 

 

旧自動車検査法人、交通安全

環境研究所それぞれで構築・運

用している業務用基盤システム

の統合を図るとともに、セキュ

リティ対策の平準化、クラウド

サービスの利活用、情報システ

ム基盤の共通化、災害復旧対策

の実現、働き方改革を含めた利

便性の向上及び運用・保守の効

率化を実現するため、令和６年

11 月に現在の情報システム基盤

の保守契約が満了するのに合わ

せ、「情報システムの整備及び管

にあると認められ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 
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正性・透明性を確保し

つつ合理的な調達を実

施すること。 

 

 

自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備及びセキュリ

ティ対策等を進めると

ともに、各業務システ

ムについても、自動車

機構が保有するシステ

ム全体としての最適化

の観点から見直しを検

討するなど、デジタル

庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理

の基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な

整備及び管理を行うこ

とにより、業務運営の

合理化及び効率化を図

ること。 

 

 

自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

正性・透明性を確保し

つつ合理的な調達を実

施します。 

 

 

自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備及びセキュリ

ティ対策等を進めると

ともに、各業務システ

ムについても、自動車

機構が保有するシステ

ム全体としての最適化

の観点から見直しを検

討するなど、デジタル

庁が策定した「情報シ

ステムの整備及び管理

の基本的な方針」（令和

３年 12 月 24 日デジタ

ル大臣決定）に則り、

情報システムの適切な

整備及び管理を行うこ

とにより、業務運営の

合理化及び効率化を図

ります。 

 

 

自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

長通知）に基づき、公

正性・透明性を確保し

つつ合理的な調達を実

施します。 

 

自動車機構内の効率

的な情報共有を図り、

円滑かつ迅速な意思決

定プロセスを推進する

ため、情報システム基

盤の整備に向けたある

べき姿の検討及びセキ

ュリティ対策等を進め

るとともに、各業務シ

ステムについても、自

動車機構が保有するシ

ステム全体としての最

適化の観点から見直し

を検討するなど、デジ

タル庁が策定した「情

報システムの整備及び

管理の基本的な方針」

（令和３年 12月 24日デ

ジタル大臣決定）に則

り、情報システムの適

切な整備及び管理を行

うことにより、業務運

営の合理化及び効率化

を図ります。 

 

自動車機構において

は、新技術や社会的要

請に対応するため、改

正法の施行を受けて新

たに行うこととされた

自動運行装置に係る基

準適合性審査、OBD 検査

に必要な技術情報の管

理、自動車メーカーに

おける自動運転車等の

プログラムの適切な管

理の基本的な方針」（令和３年

12月 24日デジタル大臣決定）に

沿った情報システム基盤の開発

及び構築を進めた。 

 

OBD 情報・技術センターのみ

ならず、地方検査部等において

も OBD 検査に従事する職員を配

置し体制の強化を図るととも

に、地方検査部等による関係団

体への説明会を実施し、令和５

年４月にリリースした OBD 検査

システム、令和５年 10 月から実

施している OBD 検査のプレ運用

について、説明及び周知を行っ

た。また、OBD 情報・技術セン

ターと地方検査部等とで連携

し、OBD 検査準備会合での情報

発信、プレ運用において新たに

発生した課題への対応等を行

い、令和６年 10 月からの本格運

用に向け準備を推進した。 

加えて、検査施設適正配置計

画に基づき、審査業務量に応じ

たコース数の柔軟な運用を行う

ことにより、職員の負担軽減に

努めた。 

 

役職員の給与については、国

家公務員に準じた給与体系とし

ており、検証した結果ラスパイ

レス指数は 99.4％であり、国家

公務員の給与水準に照らし適切

であった。 

また、検証結果等については

当機構ホームページにおいて公

表している。 
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理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ること。 

特に、OBD 検査に必要

な技術情報の管理に関

する業務については、

約９万もの自動車整備

事業者を含め、全国で

OBD 検査が円滑に行われ

るために必要なシステ

ム構築・運用など、極

めて重要な役割を担う

ものであることから、

専門部署の設置を含め

た十分な体制強化を行

うとともに、OBD 検査の

高度化等についても、

当該部署において調

査・検討を実施するこ

と。また、地方検査部

等においても、OBD 検査

のために必要となる技

術情報の適正な管理・

提供の確保に必要な運

用状況調査、当該技術

情報の提供等に係る整

備事業者への技術的支

援等が対応可能な体制

を整備すること。 

さらに、検査施設適

正配置計画や標準的な

検査の処理台数等の考

え方についても見直し

を行い、検査コース数

の柔軟な運用により、

理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ります。 

特に、OBD 検査に必要

な技術情報の管理に関

する業務については、

約９万もの自動車整備

事業者を含め、全国で

OBD 検査が円滑に行われ

るために必要なシステ

ム構築・運用など、極

めて重要な役割を担う

ものであることから、

現在のOBD検査業務準備

室に代わる専門部署の

設置を含めた十分な体

制の強化を行うととも

に、OBD 検査の高度化等

についても、当該部署

において調査・検討を

実施します。また、地

方検査部等において

も、OBD 検査のために必

要となる技術情報の適

正な管理・提供の確保

に必要な運用状況調

査、当該技術情報の提

供等に係る整備事業者

への技術的支援等が対

応可能な体制を整備し

ます。 

さらに、検査施設適

正配置計画や標準的な

検査の処理台数等の考

え方についても見直し

理及び確実な書換えの

ための業務管理システ

ム等に関する技術的審

査等の業務や、並行輸

入自動車の事前の書面

審査に係る業務等につ

いて、重点的に要員を

配置するなど体制の強

化を図ります。 

特に、OBD 検査に必要

な技術情報の管理に関

する業務については、

約９万もの自動車整備

事業者を含め、全国で

OBD 検査が円滑に行われ

るために必要なシステ

ム構築・運用など、極

めて重要な役割を担う

ものであることから、

令和３年４月に設置し

たOBD情報・技術センタ

ーについて、引き続き

必要な体制の強化を行

います。 

また、地方検査部等

においても、OBD 検査の

ために必要となる技術

情報の適正な管理・提

供の確保に必要な運用

状況調査、当該技術情

報の提供等に係る整備

事業者への技術的支援

等が対応可能な体制の

整備を進めます。 

さらに、検査施設適

正配置計画に基づき、

コース数の柔軟な運用

により、職員の負担軽

減を図ります。 

なお、これらの検討

は、検査業務の適正化
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職員の負担軽減及び受

検者利便の向上を図る

こと。 

自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

を把握した上で、関係

機関との調整を担う本

部機能の強化を含め、

本部のあり方について

検討すること。 

また、今後、国土交

通省において、自動車

検査登録事務所等の集

約・統合化の可否の検

討を行う際には、自動

車機構の事務所等の集

約・統合化の可否も併

せて検討すること。 

年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況

を公表すること。 

を行い、検査コース数

の柔軟な運用により、

職員の負担軽減及び受

検者利便の向上を図り

ます。 

なお、これらの検討

は、検査業務の適正化

のための地方事務所の

管理職業務のあり方の

見直しと併せて進めま

す。 

自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

を把握した上で、関係

機関との調整を担う本

部機能の強化を含め、

本部のあり方について

検討します。 

また、今後、国土交

通省において、自動車

検査登録事務所等の集

約・統合化の可否の検

討を行う際には、自動

車機構の事務所等の集

約・統合化の可否も併

せて検討します。 

年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

のための地方事務所の

管理職業務のあり方の

検討と併せて進めま

す。 

 

自動車機構の業務が

全体として効果的・効

率的に実施されるよう

必要な見直しを行うと

ともに、改正法の施行

を受けて新たに行うこ

ととされた業務の状況

の把握に努めます。 

また、国土交通省に

おいて、自動車検査登

録事務所等の集約・統

合化の可否の検討を行

う際には、自動車機構

の事務所等の集約・統

合化の可否も併せて検

討します。 

 

年功主義にこだわら

ない能力に応じた適正

な人員配置を行い、給

与水準については、国

家公務員の給与水準も

十分考慮し、手当を含

め役職員給与の在り方

について厳しく検証し

た上で、その適正化に

取り組むとともに、そ

の検証結果や取組状況

を公表します。 
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の検証結果や取組状況

を公表します。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ．（１）（２）（３） 財務運営の適正化、自己収入の拡大、保有資産の見直し 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

受託研究等 年間 60件 － 

 

104件 90件 89件    

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 中期目標期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図るこ

と。 

「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行うこと。 

また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行う

こと。 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図りま

す。 

「独立行政法人会計

基準」（平成 30 年 9 月

3 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行います。 

また、各年度期末に

おける運営費交付金債

務に関し、その発生状

況を厳格に分析し、減

少に向けた努力を行い

ます。 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

正に計画し健全な財務

体質の維持を図りま

す。 

「独立行政法人会計

基準」（令和２年３月

26 日改訂）に基づき、

運営費交付金の会計処

理における収益化基準

の単位としての業務ご

とに予算と実績の管理

を行います。 

また、年度期末にお

ける運営費交付金債務

に関し、その発生状況

を厳格に分析し、減少

に向けた努力を行いま

す。 

＜主な定量的指標＞ 

・受託研究等 

 

＜その他の指標＞ 

特になし。 

 

＜評価の視点＞ 

計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

中期計画期間におけ

る予算、収支計画及び

資金計画について、適

宜見直しを行うことに

より、健全な財務体質

の維持を図った。 

独立行政法人会計基

準の改訂に伴い、引き

続き、運営費交付金の

会計処理は業務達成基

準を採用し、業務の進

行状況と運営費交付金

の対応関係が明確であ

る活動を除く管理部門

の活動については「期

間進行基準」を採用し

ている。 

なお、運営費交付金

債務については、当期

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

国等からの受託研

究等を 89 件実施(達

成率 148％)し、自己

収入の確保・拡大に

貢献した。 

以上の理由によ

り、所期の目標を上

回る成果が得られて

おり、Ａ評定と認め

られる。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

自己収入の拡大では、国及び民間からの受託研究を積極的に

獲得するため、受託研究の受諾可否を研究企画会議にて事前

に検討する仕組みを構築し、課題実施の妥当性、予算・人員

の最適化を図った。さらに、業務の効率化を図るため、受託

業務を、研究者の専門性に基づく判断力を必要とする非定型

業務と定型的試験調査業務（実験準備、機器操作、データ整

理等）とに分け、後者は、可能な限り外部の人材リソース

（派遣等）を活用するなどして、研究者が受託業務を効率的

に進捗管理できるよう受託案件毎に、チーム長を責任者とす

る研究チーム制を採用した。 

この結果、国等からの受託研究等は年度計画における目標の

60 件を大きく上回る 89 件を実施（達成率：148%）してお

り、自己収入の確保・拡大を図った。 

以上のことを踏まえ、機構の業績向上努力により、所期の目

標を上回る成果が得られていると認められることから「Ａ」

評定とした。 

 

＜その他事項＞ 
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知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ること。 

これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施するこ

と。 

 

保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行うこと。 

 

知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ります。 

これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

300 件程度実施しま

す。 

 

保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行います。 

 

知的財産権の実施許

諾の推進、研究・試

験・研修施設の外部利

用の促進、受託研究の

獲得拡大及び競争的資

金への積極的な応募に

より、収入の確保・拡

大を図ります。 

これらの目標達成の

ため、具体的には、国

等からの受託研究等を

60件程度実施します。 

 

 

保有資産について

は、資産の利用度のほ

か、本来業務に支障の

ない範囲での有効利用

の可能性、経済合理性

などの観点に沿って、

その必要性について、

自主的な見直しを不断

に行います。 

末における運営費交付

金債務残高はない。 

国等からの受託研究

等を 89 件実施し、ま

た、研究施設の外部利

用の促進により、自己

収入の確保・拡大を図

った。 

 

保有資産について

は、その利用度等に照

らして、現時点におい

ては当機構の業務上必

要不可欠なものである

ことから、その有効利

用の可能性については

不断に検討しつつ、現

有資産の活用により本

来業務の質の確保を図

った。 

（外部有識者からの意見） 

・A 評定について異論はなかった。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

  



    90 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ 短期借入金の限度額 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 予見し難い事故

等の事由の他、年

度当初の運営資

金、収入不足への

対応のための経費

が必要となる可能

性があるため、短

期借入金の限度額

を 6,000 百万円と

します。 

 

予見し難い事故

等の事由の他、年

度当初の運営資

金、収入不足への

対応のための経費

が必要となる可能

性があるため、短

期借入金の限度額

を 6,000 百万円と

します。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

実施無し。 

 

＜評定と根拠＞ 

－ 

＜課題と対応＞ 

－ 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

該当がない。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅴ．（１）（２）（３） 

（４）（５）（６） 

自動車の設計から使用段階までの総合的な対応 

施設及び設備に関する計画 

人材確保、育成及び職員の意欲向上 

広報の充実強化を通じた国民理解の醸成 

内部統制の徹底 

独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11年法律第 218号）第 16条第１項に規定する積立金の使途 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

内部監査等の実施 年間 37箇所 － 25箇所 37箇所 41箇所    

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 （１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 

自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期目標期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置すること。 

【重要度：高】 

自動車の設計から使用段階ま

でを総合的に対応する我が国唯

（１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 

自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取り組みを総合的に

行う我が国唯一の機関として、

中期計画期間中の研究開発の方

針（別紙１）の見直し要否の定

期的な検討や、シナジー効果を

更に創出する連携方策を検討す

るため、理事長及び全理事から

なる会議体（総合技術戦略本

部）を設置します。 

 【重要度：高】 

自動車の設計から使用段階まで

を総合的に対応する我が国唯一

（１）自動車の設計から使用段

階までの総合的な対応 

自動車の設計から使用段階ま

での安全確保・環境保全に関す

る技術的な取組を総合的に行う

我が国唯一の機関として、令和

３年度に設置した理事長及び全

理事からなる総合技術戦略本部

において、中期計画期間中の研

究開発の方針（別紙１）の見直

し要否の定期的な検討や、シナ

ジー効果を更に創出する連携方

策を検討します。 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

内部監査等の実施 

 

＜その他の指標＞ 

総合技術戦略本部

の開催状況。 

 

＜評価の視点＞ 

・内部統制の取組み

について実態把握、

継続的な分析、必要

な見直しを行い、内

部統制の充実・強化

を図っているか。 

・計画通り着実に実

行できているか。 

＜主要な業務実績＞ 

理事長及び全理事により構成

される総合技術戦略本部を設置

し、研究開発の方針の見直しの

要否について検討を行ったほ

か、研究部門、検査部門、認証

審査・リコール部門の部門間に

おける連携方策について、以下

の取組みを実施した。 

①OBD 検査業務実施に向けた取

組み 

令和５年４月に OBD 検査シ

ステムをリリースするととも

に、OBD 検査に関する問い合

わせへの対応としてコールセ

ンター及びポータルサイトを

＜評定と根拠＞ 

 Ｂ 

業務実績の

とおり着実な

実施状況にあ

ると認められ

る。 

 

＜課題と対応＞ 

特になし。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

自己評価書の「Ｂ」との評価

結果が妥当であると確認でき

た。 
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一の機関として、中期目標期間

中の研究開発の方針（別紙１）

の見直し要否の定期的な検討

や、シナジー効果を更に創出す

る連携方策の検討を進めること

は、自動車に係る国民の安全・

安心の確保及び環境の保全を図

るために極めて重要である。 

【指標】 

● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 

 

（２）施設及び設備に関する計

画 

 業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の機関として、中期計画期間中

の研究開発の方針（別紙１）の

見直し要否の定期的な検討や、

シナジー効果を更に創出する連

携方策の検討を進めることは、

自動車に係る国民の安全・安心

の確保及び環境の保全を図るた

めに極めて重要である。 

【指標】 

● 総合技術戦略本部の開催状

況（モニタリング指標） 

 

（２）施設及び設備に関する計

画 

 業務の確実な遂行のため、

施設の計画的な整備・更新を

進めるとともに、適切な維持

管理に努めます。 

［注記］施設・整備の内容、予

定額については見込みであり、

中期計画を実施するために必要

な業務等を勘案した施設・整備

の改修等の追加等変更すること

施設・設備の

内容 

予定

額 

（百

万

円） 

財源 

（審査勘定） 

審査施設整備

費 

審査場の建替

等 

審査機器の更

新等 

審査上屋の改

修等 

基準策定改

正等に伴う

試験設備の

導入・改造 

 

 

 

1,898 

 

  648 

 

5,069 

 

2,110 

独立行 

政法人 

自動車 

技術総 

合機構 

施設整 

備費補 

助金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設及び設備に関する計

画 

業務の確実な遂行のため、施

設の計画的な整備・更新を進め

るとともに、適切な維持管理に

努めます。 

 

 

 

 

 

施設・設備の

内容 

予定

額 

（百

万

円） 

財源 

（審査勘定） 

審査施設整備

費 

審査場の建

替等 

審査機器の

更新等 

審査上屋の

改修等 

基準策定改

正等に伴う

試験設備の

導入・改造 

 

 

 

０ 

 

０ 

 

580 

 

616 

独立行

政法人

自動車

技術総

合機構

施設整

備費補

助金 

 

 

 

 

開設し、同年 10 月より OBD 検

査のプレ運用を開始した。 

また、情報通信研究統括か

らの助言を踏まえ、整備工場

向けに OBD 検査の準備を促す

資料を作成した。加えて、自

動車安全研究部のシステムに

詳しい職員の知見を活かし、

保守運用状況を確認するとと

もに日頃のセキュリティに対

する心構えを纏め、機構職員

向けの研修資料も作成した。 

②街頭検査における騒音の新た

な検査手法の導入に係る検討 

令和４年度に引続き、テス

トコース及び街頭検査へ同行

し公道での騒音データの取得

を行い更なる高精度化を図り

つつ、二輪車を対象に実際の

街頭検査の流れに合わせて実

施可能なシステムを作成し

た。また、夜間の撮影に対応

可能なカメラを導入し夜間の

街頭検査への対応も行った。 

データ量の少ない四輪車に

ついて、テストコースにおい

て四輪車４台を用いて１台あ

たり 100 走行程度の測定を行

い、四輪車用の測定モデルを

作成し、令和４年度に作成し

たプロトタイプを四輪車へ適

用できるようにした。併せて

マイクロホンアレイをシステ

ムへ組み込み、外乱音への耐

性を強化した。 

③車載燃費記録計（OBFCM）を

活用するための基礎検討 

OBFCM 搭載車の調達が困難

であることから、EV の CAN 信

号からバッテリー劣化に関す

る情報である SOH などの情報
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（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、採用分野の

拡大等を図ること。 

また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図る

こと。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応した

研修プログラムの整備を進める

とともに、関係機関等との人事

交流の拡大等に取り組むこと。

交通安全環境研究所において

は、基準策定・国際相互承認の

推進のための国際会議参加や研

究発表等を通じて、人材育成に

取り組むこと。 

さらに、職員の業務への取組

意欲や技術の向上を図るととも

に、働き方改革を推進するこ

と。 

上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針を策定

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）広報の充実強化を通じた

もある。 

 

（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致し

た人材の確保のため、採用分

野の拡大等を図ります。 

また、国からの出向職員と

自動車機構採用職員との効果

的な配置により、職員の能力

発揮や意欲向上、組織力の強

化を図ります。さらに、研修

の実施体制の充実や、OBD 検査

に対応した研修プログラムの

整備を進めるとともに、関係

機関等との人事交流の拡大等

に取り組みます。交通安全環

境研究所においては、基準策

定・国際相互承認の推進のた

めの国際会議参加や研究発表

等を通じて、人材育成に取り

組みます。 

加えて、業務改善の提案等

の実績、緊急時の対応状況、

審査に係る技術等を評価し、

表彰することなどにより、職

員の業務への取組意欲や技術

の向上を図ります。 

また、職員一人ひとりが働

きやすい職場づくりを目指

し、柔軟な勤務体系や勤務環

境を整備するなど、働き方改

革を推進します。 

上記の留意すべき事項を踏

まえ、人材確保・育成方針を

策定します。 

 

 

 

 

（４）広報の充実強化を通じた

 

 

（３）人材確保、育成及び職員

の意欲向上 

自動車機構の役割に合致した

人材の確保のため、民間企業等

で専門的知識及び経験を培った

者を募集対象とするなど、採用

分野の拡大等を図ります。 

また、国からの出向職員と自

動車機構採用職員との効果的な

配置により、職員の能力発揮や

意欲向上、組織力の強化を図り

ます。さらに、研修の実施体制

の充実や、OBD 検査に対応した

研修プログラムの準備を進める

とともに、関係機関等との人事

交流の拡大等に取り組みます。

交通安全環境研究所において

は、基準策定・国際相互承認の

推進のための国際会議参加や研

究発表、所内セミナー等を通じ

て、人材育成に取り組みます。 

加えて、業務改善の提案等の

実績、緊急時の対応状況、審査

に係る技術等を評価し、表彰す

ることなどにより、職員の業務

への取組意欲や技術の向上を図

ります。 

また、職員一人ひとりが働き

やすい職場づくりを目指すとと

もに、新型コロナウイルスを想

定した新たな生活様式も踏まえ

た柔軟な勤務体系や勤務環境を

整備するなど、働き方改革を推

進します。 

上記の留意すべき事項を踏ま

え、人材確保・育成方針の策定

に向けた検討を進めます。 

 

（４）広報の充実強化を通じた

を取得することで、OBFCM で

得られるデータの先取りを行

った。 

④PM 粒子数（PN）計測機器を活

用した新たな検査方法の導入

に係る検討 

欧州において PN 検査が導入

されているベルギーとオラン

ダの車検機関へ訪問し、測定

方法や合否基準値などを調査

した。また令和４年度に引き

続き、北海道検査部及び関東

検査部にて車検用の PN 計測機

器を使用して国内車両の計測

を実施した。 

⑤機構が保有する情報を横断的

に集計・分析するシステムを

用いた情報連携 

令和４年度に引き続き、検

査場での検査結果（型式毎の

車両部位別不適合率データ）

を検索システムへ取込み、不

具合情報があった型式が検査

時の不適合率が高い型式に該

当するか検索を行えるように

した。 

⑥EV火災防止の取組みとEV火災

発生時の検証等に備える活動 

環境研究部において、イン

ターネット調査による EV 火災

事例のスクリーニング作業を

実施した。また、リコール技

術検証部が実施する EV 火災の

見分に環境研究部の職員も同

行し知見を深めた。 

⑦検査業務の DX 化に向けた調

査・検討 

外観検査や下回り検査など

の検査業務、及び監視カメラ

へ AI 技術を活用できないか、

関東検査部の検査コースを確
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国民理解の醸成 

 自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、

SNS でのイベント案内、採用情

報、プレスリリース等の配信

や、インターンシップの実施に

取り組むなど、積極的な情報提

供を進めることを通じ、自動車

の安全確保・環境保全に対する

国民意識の向上に貢献するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の整

備」について」（平成 26年 11月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

事項を確実に実施すること。 

また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

国民理解の醸成 

自動車機構の活動につい

て、ホームページ等を活用し

て広報の充実強化を図るとと

もに、SNS でのイベント案内、

採用情報、プレスリリース等

の配信や、インターンシップ

の実施に取り組むなど、積極

的な情報提供を進めることを

通じ、自動車の安全確保・環

境保全に対する国民意識の向

上に貢献します。 

交通安全環境研究所におい

ては、対外的プレゼンス向上

等の取組の一つとして、研究

所の業務・成果を広く国民に

網羅的に紹介する交通安全環

境研究所フォーラム及びタイ

ムリーな特定のテーマにかか

る研究成果等を紹介する講演

会をそれぞれ毎年１回程度開

催するとともに、研究所の活

動について広く国民の理解を

得るため、研究所の一般公開

を毎年１回程度実施します。 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の

整備」について」（平成 26年 11

月 28 日総務省行政管理局長通

知）に基づき、業務方法書に

定めた事項を確実に実施しま

す。 

また、理事長及び全理事を

構成員とする内部統制委員会

及び同委員会に設置している

リスク管理委員会並びに検査

業務適正化推進本部を引き続

き設置し、自動車機構の長の

リーダーシップのもと、内部

国民理解の醸成 

自動車機構の活動について、

ホームページ等を活用して広報

の充実強化を図るとともに、イ

ンターンシップの実施に取り組

むなど、積極的な情報提供を進

めることを通じ、自動車の安全

確保・環境保全に対する国民意

識の向上に貢献します。 

交通安全環境研究所において

は、対外的プレゼンス向上等の

取組の一つとして、研究所の業

務・成果を広く国民に網羅的に

紹介する交通安全環境研究所フ

ォーラム及びタイムリーな特定

のテーマにかかる研究成果等を

紹介する講演会をそれぞれ１回

開催するとともに、研究所の活

動について広く国民の理解を得

るため、研究所の一般公開を１

回実施します。 

 

 

 

 

 

（５）内部統制の徹底 

「「独立行政法人の業務の適

正を確保するための体制等の整

備」について」（平成 26年 11月

28 日総務省行政管理局長通知）

に基づき、業務方法書に定めた

事項を確実に実施します。 

また、理事長及び全理事を構

成員とする内部統制委員会及び

同委員会に設置しているリスク

管理委員会並びに検査業務適正

化推進本部を引き続き設置し、

自動車機構の長のリーダーシッ

プのもと、内部統制の取組につ

いて実態把握、継続的な分析、

認し調査検討を行った。 

検査場において車両の外観

を効率的に撮影する方法を考

案し、模擬実験を通じ、有効

な撮影方法を確認し、撮影し

た車両外観の映像から３次元

の車両形状を推定するアルゴ

リズムの開発を行った。 

 

また、今後の連携方策を検討

するため、各部門横断の WGを発

足し、シナジー効果をさらに創

出する連携方策の検討をした上

で総合技術戦略本部に上申し、

同本部においてこれらを議論し

た。 

 

検査機器の適切な維持管理を

行うために検査機器の定期点検

の契約を本部において一括で行

った。また、使用年数や劣化度

合から優先的に更新する機器の

選定を行うとともに、計画的に

更新を行えるよう工事にかかる

設計を事前に行った。 

また、自動車検査用機械器具

管理規程を改正し、職員が日常

点検時に確認する項目及び確認

方法の明確化を図った。 

 

令和５年度の施設及び整備に

関しては次のとおり。 

 

審査勘定 

審 査

上 屋

の 改

修等 

審査機器更新

に伴う床面等

改修工事（10

箇所） 

審査機器更新

に伴う床面等

改修事前設計

447,032 

千円 
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必要な見直しを行うこと。本見

直しを着実に実施することを目

的として、本部、交通安全環境

研究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期目標期間中に内部

監査等を実施すること。 

また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施すること。 

研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成 26 年８月

26 日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組むこと。 

個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバー

セキュリティ戦略」（平成 30 年

7 月 27 日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、情報セキュリテ

ィの強化を図ること。 

 

 

 

統制の取組について実態把

握、継続的な分析、必要な見

直しを行います。本見直しを

着実に実施することを目的と

して、本部、交通安全環境研

究所及び全ての地方検査部等

に対し、中期計画期間中に内

部監査等を実施します。 

また、監事を補佐する監事

監査室において、引き続き、

内部統制のモニタリングを適

切に実施します。 

研究不正の防止に向けた取

組については、「研究活動にお

ける不正行為への対応等に関

するガイドライン」（平成 26年

８月 26 日文部科学大臣決定）

に従って、適切に取り組みま

す。 

個人情報の保護、情報セキ

ュリティについては、「サイバ

ーセキュリティ戦略」（平成 30

年 7 月 27 日閣議決定）等の政

府の方針を踏まえ、情報セキ

ュリティの強化を図ります。 

 

（６）独立行政法人自動車技術

総合機構法（平成 11 年法律第

218 号）第 16 条第１項に規定す

る積立金の使途 

自動車技術総合機構法第 16

条第１項の規定に基づき主務

大臣の承認を受けた金額は、

同法第 12 条に規定する業務の

運営の使途に充てます。 

 

必要な見直しを行います。本見

直しを着実に実施することを目

的として、令和５年度期間中に

37 箇所に対し、内部監査等を実

施します。 

また、監事を補佐する監事監

査室において、引き続き、内部

統制のモニタリングを適切に実

施します。 

研究不正の防止に向けた取組

については、「研究活動におけ

る不正行為への対応等に関する

ガイドライン」（平成 26 年８月

26 日文部科学大臣決定）に従っ

て、適切に取り組みます。 

 

 

 

 

個人情報の保護、情報セキュ

リティについては、「サイバー

セキュリティ戦略」（令和３年

９月 28日閣議決定）等の政府の

方針を踏まえ、情報セキュリテ

ィの強化を図ります。 

 

（６）独立行政法人自動車技術

総合機構法（平成 11 年法律第

218 号）第 16 条第１項に規定す

る積立金の使途 

 自動車技術総合機構法第 16条

第１項の規定に基づき主務大臣

の承認を受けた金額は、同法第

12 条に規定する業務の運営の使

途に充てます。 

 

 

（１箇所） 

審査上屋シャ

ッター等改修

工 事 （ ３ 箇

所） 

審査上屋シャ

ッター等改修

事前設計（３

箇所） 

検査官控室改

修工事（５箇

所） 

検査官控室改

修 事 前 設 計

（２箇所） 

審査上屋照明

設備等改修工

事（８箇所） 

審査上屋空調

機等改修工事

（１箇所） 

審査上屋屋根

等 改 修 工 事

（１箇所） 

審査上屋鉄骨

塗装等改修事

前設計（１箇

所） 

審査上屋排水

設備等改修工

事（１箇所） 

基 準

策

定 ・

改 正

等 に

粒子数（PN）

規制導入に伴

う試験設備改

修工事 

251,837 

千円 



    96 

 

伴 う

試 験

設 備

の 導

入 ・

改造 

環境試験室燃

費・排出ガス

測定装置 

 

自動車技術総合機構の役割に

合致した人材の確保のため、自

動車技術総合機構独自で 42名を

新規採用した。このうち、民間

企業等で自動車に関する専門的

知識及び経験を培った人材を９

名採用した。 

 

審査業務に係る研修におい

て、タブレット端末による研修

資料の閲覧を可能とすることに

より、研修資料のペーパーレス

化に取り組むとともに、研修に

デジタルコンテンツが導入でき

るようになるなど、研修の実施

体制の充実に取り組んだ。 

また、OBD 検査に対応するた

め、新規採用者に対して実施す

る研修においては「OBD 検査の

制度概要講義（オンライン座

学）」及び「OBD 検査の実施方法

の解説（実習車での実技）」、３

年以上検査現場から離れていた

職員に対して実施するオンライ

ン研修においては「OBD 検査の

制度概要講義」に加え「動画を

用いた OBD 検査の実施方法の解

説」を実施する研修プログラム

の準備を進めた。 

その他、業務への取組意欲の

向上を図るため多様な業務を取

り上げ、以下のとおり業績表彰

を行った。 

➢ 連続無事故を達成した検
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査部・事務所 25部署 

➢ 街頭検査を積極的に取り

組んだ２検査部 

➢ 技術指導教官として優れ

た取り組みを行い研修生

からのアンケートで高い

評価を得た３名 

➢ 不正受検等による盗難車

両を判別した３名 

➢ 保安基準不適合等発見に

貢献した１チーム 

➢ 新規採用者に対する研

修、資料のペーパーレス

化に貢献した２チーム 

➢ メーカーの製作時ミスを

発見し、全国展開に貢献

した１名 

➢ 執務室のバリアフリーを

推進した１チーム 

➢ その他特に優れた功績を

あげた６名 10チーム 

➢ 優れた業務改善提案を行

った４名 20チーム 

 

当機構の活動については、ホ

ームページを利用して積極的に

情報提供するとともに、災害等

によって検査コースの閉鎖があ

った場合には、その情報をホー

ムページに掲載することによ

り、利用者に迅速に周知した。 

また、交通安全環境研究所に

おいては、研究所の業務・成果

を広く国民に網羅的に紹介する

交通安全環境研究所フォーラム

及びタイムリーな特定のテーマ

にかかる研究成果等を紹介する

講演会をそれぞれ１回開催し

た。さらに、研究所の活動につ

いて広く国民の理解を得るた

め、研究所の一般公開を１回実
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施した。 

 

令和５年度においては、内部

統制委員会を１回、リスク管理

委員会を２回、検査業務適正化

推進本部会合を１回開催し、理

事長による各地の巡視や内部監

査等による本部各部各課が行う

地方事務所等に対する指導・監

督の状況確認、機構内のリスク

評価の見直し等のほか、今後の

取組みについて検討するととも

に、平成 27年度に発生した神奈

川事案の再発防止対策の実施状

況を確認するなどの内部統制を

図った。 

また、基準適合性審査、不当

要求防止対策、事故防止対策の

実施状況及び管理業務関係に関

する内部監査等を 41箇所実施し

た。 

さらに、監査等の実施結果を

他の地方事務所等へも展開する

ことにより、好事例の採り入れ

及び改善するよう指摘があった

事項の自己点検を促すなど、同

種事案の発生を予防するための

取組みを行った。 

全役職員及びシステム管理者

を対象にテーマ別で情報セキュ

リティ研修を実施するととも

に、標的型メール訓練等を通じ

て、職員個々のセキュリティ意

識の向上を図った。 

また、情報システムの導入、

運用・保守に当たっては、政府

方針・IT 業界の情勢も踏まえ、

情報セキュリティ対策の最適化

を図った。 

 

令和５年度決算における前中
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期目標期間繰越積立金取崩額

は、一般勘定 191,190 千円、審

査勘定 219,016千円となった。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅵ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分等に関する計画 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － なし なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 

－ 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

該当がない。 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅶ 重要な財産を譲渡し、又は担保にする計画 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － なし なし ＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 

－ 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

該当がない。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅷ． 剰余金の使途 

当該項目の重要度、困

難度 

－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最終年

度値等） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必要な

情報 

         

         

         

         

 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 － 施設・設備の

整 備 、 広 報 活

動、研究費への

繰り入れ、海外

交 流 事 業 （ 招

聘、ワークショ

ップ、国際会議

等）に使用しま

す。 

 

施設・設備の

整 備 、 広 報 活

動、研究費への

繰り入れ、海外

交 流 事 業 （ 招

聘、ワークショ

ップ、国際会議

等）等に使用し

ます。 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

 

＜その他の指標＞ 

－ 

 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

実績なし。 

 

＜評定と根拠＞ 

－ 

＜課題と対応＞ 

－ 

 

評定 － 

＜評定に至った理由＞ 

該当がない。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

  



    103 

 

様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 一定の事業等のまとまり（道路運送車両法に基づく執行業務等（保安基準適合性の審査、登録に係る確認調査、リコールに係る技術的検証等）（１．（１）～（３）、２．（２）～（３）、４．）） 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

自動車認証審

査部外の専門

家による研修 

年間３回 － ３回 ６回 ６回   予算額（百万円） 23,035 27,922 28,236   

検査コース閉

鎖時間 

年間 

1,700時間

以下 

－ 852時間 1613時間 

45分 

832時間 

55分 

  決算額（百万円） 21,034 27,527 27,127   

重大事故の発

生にかかる度

数率 

年平均 

1.15以下 

－ 0.00 0.70 0.65   経常費用（百万円） 15,448 17,766 21,809   

街頭検査実施

台数 

年間 

110,000台 

－ 125,470

台 

129,659

台 

137,776 

台 

  経常利益（百万円） 4,871 10,653 6,312   

地方検査部等

によるブロッ

ク研修 

年間 

10回以上 

－ 11回 13回 12回   行政コスト（百万

円） 

18,717 20,990 24,579   

不具合情報の

分析 

年間 

5,000件 

－ 5,894件 5,665 件 5,427件   従事人員数 1,032 1,043 1,057   

車両不具合の

有無等の詳細

検討 

年間 

50件程度 

－ 69件 65件 57件         

検証実験の実

施 

年間 

10件程度 

－ 11件 10件 11件         

検査員研修等

への講師派遣

回数 

年間 

1,000 回程

度 

－ 1,179回 1,564 回 1,857回         
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 項目別評定調書の

該当箇所を参照 

項目別評定調書の

該当箇所を参照 

項目別評定調書の

該当箇所を参照 

 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

＜課題と対応＞ 

 

 

評定  Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26年９月２日総務大臣

決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27年４

月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考慮し

た項目別評定の算術平均の結果を踏まえ「Ａ評定」とした。 

 

【項目別評定の算術平均】 

（Ｓ５点×１項目×２＋Ａ４点×２項目×２＋Ｂ３点×２項目×２

＋Ａ４点×２項目＋Ｂ３点×１項目）÷（８項目＋５項目）≒３．

７６ 

※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、

Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い５項目（項目別

評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍として

いる。 

 

４．その他参考情報 

特になし 
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様式１－１－４－２ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

 一定の事業等のまとまり（自動車及び鉄道等の研究業務等（２．（１）、３．）） 

当該項目の重要度、困

難度 

重要度：髙 関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート予算事業 ID 004198、004199 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期間最

終年度値等） 

令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

 令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

共同研究の実

施 

年間 

18件 

－ 29件 26件 30件   予算額（百万円） 1,183 1,213 1,226   

基準の策定等

に資する調

査、研究等を

実施 

年間 

25件 

－ 29件 31件 35件   決算額（百万円） 1,667 1,664 1,706   

国内外の学会

等で研究成果

を発表 

一人平均 

３件 

一人平均 

３件 

一人平均

3.93件 

一人平均

3.68件 

一人平均

4.87件 

  経常費用（百万円） 1,633 1,763 1,785   

査読付き論文

の 

発表 

一 人 平 均

0.5件 

一人平均 

0.5件 

一人平均

0.7件 

一人平均

0.96件 

一人平均

0.84件 

  経常利益（百万円） △129 7 66   

受託研究等の

実施 

年間 

60件 

－ 104件 90件 89件   行政コスト（百万円） 1,684 1,861 1,886   

特許等の産業

財産権の出願 

年間 

５件 

－ ８件 ６件 ６件   従事人員数 43 53 53   

WP29専門家会

議等における

発表 

年間 

６回程度 

－ ９回 10回 13件         

国内での

ISO、IEC等の

専門家会議へ

参加 

年間 

14回程度 

－ 21回 22回 24回         

認証審査及び

規格適合性評

価に係る受託

契約の完遂率

を 100% 

100% 100% 100% 100％ 100％         
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 項目別評定調書の

該当箇所を参照 

項目別評定調書の

該当箇所を参照 

項目別評定調書の

該当箇所を参照 

 

＜主な定量的指標＞ 

－ 

＜その他の指標＞ 

－ 

＜評価の視点＞ 

－ 

＜主要な業務実績＞ 

 

＜評定と根拠＞ 

 Ａ 

＜課題と対応＞ 

 

評定  Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

「独立行政法人の評価に関する指針」（平成 26年９月２日総務大臣

決定）及び「国土交通省独立行政法人評価実施要領」（平成 27年４

月１日国土交通省決定）の規定に基づき重要度の高い項目を考慮し

た項目別評定の算術平均の結果を踏まえ「Ａ評定」とした。 

 

【項目別評定の算術平均】 

（Ａ４点×６項目×２）÷（６項目＋６項目）＝４．００ 

※なお、算術にあたっては、評定毎の点数をＳ：５点、Ａ：４点、

Ｂ：３点、Ｃ：２点、Ｄ：１点とし、重要度の高い６項目（項目別

評定総括表、項目別評定調書参照）については、加重を２倍として

いる。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 


